
資料2-1

福祉医療機構の評価の視点 (案)の概要

1.評価の視点 (案)の位置付

第 2期中期目標期間 (平成 20年度～平成 24年度)の福祉医療機構の業務実績

を評価するための指標となるもの。

2.評価の視点 (案)の主な内

第 2期中期目標・中期計画の内容に合わせ、また、
「独立行政法人整理合理化計

画 (平成 19年 12月 24日 閣議決定)」 等を踏まえ、設定。

1 法人全体の業務運営の改善に関するもの

(1)効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

○ 業務運営体制を継続的に見直しているか。

○ 業務間の連携強化により業務運営の効率化が図られているか。

(2)業務管理 (リ スク管理)の充実

○ 業務改善の推進及び事務リスクの抑制を図つているか。

○ 個人情報を適切に管理しているか。
○ 情報セキュリティー対策の充実を図つているか。

2 業務運営の効率化に関するもの

(1)業務 ロシステムの効率化と情報化の推進

○ 業務 0システムの最適化計画に基づき、経費の節減及び随意契約の見直し等
を図つているか。

(2)経費の節減

○ 業務の外部委託 (ア ウトソーシング)を適切に活用しているか。

○ 随意契約の適正化を推進しているか。
○ 一般管理費、人件費及び業務経費については、15.5%程 度の額を節減し

ているか。

○ 人件費については、5%以上を削減しているか。また、機構の給与水準につ

いて検証を行い(検証結果等について公表しているか。



3 業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

(1)福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)

○ 融資方針に基づき、政策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を実施

しているか。

○

(2)

○

○

(3)

○

○

協調融資制度を充実させるとともに、制度の適切な運用を行つているか6

福祉医療貸付事業 (医療貸付事業)

ガイドラインに基づき、効果的かつ効率的な政策融資を実施しているか。

審査業務や資金交付業務の事務処理期間の短縮が図られているか。

福祉医療貸付事業 (債権管理)

福祉医療貸付事業の新規融資額を20%程度縮減しているか。

リスク管理債権比率を第 1期中期目標期間中の比率 (1.56%)を 上回ら

ないよう努めているか。

施設経営を支援するための情報が施設経営者等に的確に提供しているか。

長寿口子育て口障害者基金事業 (透明で公正な助成の実施)

基金を幅広く助成配分する観点から、重点助成分野の見直しを行う等、助成

事業の固定化回避に努めているか。

長寿口子育て口障害者基金事業 (事後評価と助成事業の成果の普及)

事後評価の結果を速やかに公表するとともに、その結果が、基金助成制度の

継続的な改善に活用しているか。

事後評価の結果を踏まえ、事業効果の高い事業等の周知と他団体等との情報

の共有化等を行つているか。

(7)退職手当共済事業

○ 退職手当金給付事務に係る事務処理期間の短縮が図られているか。

○ 福祉医療経営指導事業等との連携の強化により、債権悪化の未然防止に取組
んでいるか。

○ 発生要因別分析等を行い貸付関係部にフィードバックし、リスク管理債権の
抑制を図つているか。

(4)福祉医療経営指導事業

○ 問題点の解決に重′点を置いた診断◆支援を適切に実施し、健全な施設経営の

支援に努めているか。

○

(5)

○

(6)

○
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(8)心身障害者扶養保険事業

○ 厚労大臣が定める運用利回りを確保するため、基本ポートフオリオを心身障
害者扶養保険資産運用委員会の議を経て策定し、管理を行つているか。

(9)福祉保健医療情報サービス事業 (WAM NET事 業)
○ 中期目標期間の最終事業年度において1,500万 円以上の自己収入を確保
するとともに、更なる自己収入の拡大を図つているか。

○ 業務 0システム最適化計画に基づき業務委託の見直しを行うことにより事務
の効率化を図つているか。

(10)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

○ 運営費交付金の廃止及び年金担保貸付事業の貸付原資の自己調達化を踏ま
え、業務運営コストを分析し、適正化を図つているか。

○ 貸付金利に業務運営コストを適切に反映する利率の設定方式となつている
か 。

4 その他

○ 宝塚宿舎等の売却については、計画どお りに適切に実施しているか。

(宝塚宿舎 3戸、川西宿舎 1戸、千里山田宿舎 2戸、戸塚宿舎 1棟 )
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福祉医療機構の評価の視点 (男ミ)
資料2-2

独立行政法人福祉医療機構は、国の福祉政策

及び医療政策と密接に連携しつつ、貸付その他

の公共性の高い多様な事業を/AN正かつ総合的に

実施することにより、わが国の福祉の増進並び

に医療の普及及び向上に貢献することが期待さ

れている。

独立行政法人通則法 (平成11年法律第 10
3号 )第 29条第 1項の規定に基づき、独立行
政法人福祉医療機構が達成すべき業務運営に関

する目標を次のように定める。

平成20年 2月 29日

中期目標の期間

独立行政法人通則法 (以下「通則法」とい

う。)第 29条第2項第 1号の中期目標の期
間は、平成20年 4月 から平成25年 3月ま
での5年とする。

法人全体の業務運営の改善に関する事項

独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業務

実施方法の更なる改善を図り、機構に期待さ

れる社会的使命を効率的、効果的に果たすこ

とができるよう、経営管理の充実・強1じを図

ること。

厚 生 労 働 大 臣

舛 添  要 ―

第 1

第 2

効率的かつ効果的な業務運営体制の整備

国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が

変化する中で福祉医療に係る事業の健全な発

展を総合的に支援するため、組織編成、人員配

置等の業務運営体制を継続的に見直すこと。

独立行政法人福祉医療機構は、国の政策と連

携した福祉医療分野の事業等を通し、国民に信

頼される総合的支援機関として、3:き続き適切

な業務運営に努めることとする。

独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 10
3号 )第 29条第 1項の規定に基づき、平成2
0年 2月 29日付けをもつて厚生労働大臣から
指示のあつた独立行政法人福祉医療機構中期目

標を達成するため、同法第30条の規定に基づ
き、次のとおり、独立行政法人福祉医療機構中

期計画を作成する。

平成20年 2月 29日

独立行政法人福祉医療機構

理事長 山 □ 剛

第 1 法人全体の業務運営の改善に関する日標
を達成するためにとるべき措置

機構に期待される社会的使命を効率性t有
効性を持つて果たしてい<ために、第二期中
期目標期間においては、「専P3性の向上」と

「業務間の連携強化」を図り、総合力の発揮

を目指して、次のような機構の事業全般にわ

たる共通の取組を実施することとする。

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備
(1)国の政策や福祉医療に係る事業経営環境
が変{じする中で福祉医療に係る事業の健全

な発展を総合的に支援するため、組織編成、

人員配置、人事評価制度、職員研修等の業務

運営体制について、継続的に見直しを行う.

(2)国の政策や福祉医療に係る事業経営環境
の変化等に迅速的確に対応するため、トップ

マネジメントを補佐する経営企画会議等の

効率的かつ効果的な運営を図る。

独立行政法人福祉医療機構は、国の政策と連

携 した福祉医療分野の事業等を通し、国民に信

頼される総合的支援機関となることを目指 し

て、適切な業務運営に努めることとする。

平成 20年度の業務運営について、独立行政
法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 3
1条第 1項の規定に基づき、独立行政法人福祉
医療機構年度計画を、次のとおり定める。

平成 20年 3月 31日
平成 20年 6月 30日 改正

独立行政法人福祉医療機構

理事長 長 野

第 1 法人全体の業務運営の改善に関する日標
を達成するためにとるべき措置

法人全体の業務運営の更なる改善を推進

するための仕組みの適切な運用と機能強イじ

に努めることとする。

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備
(1)第 1期中期計画に引き続き、事務・事業
の合理{じ・効率化のため、業務の実態を踏

まえつつ組織のスリムイヒを図る。

(2)ト ップマネジメント機能が有効に発揮さ
れるよう、経営企画会議等の効率的かつ効

果的な運営に努める.

【組織のスリム化等】

0 福祉医療に係る事業の健全な発展を総
合的に支援するため、業務運営体制を継続

的に見直しているか。

【経営企画会議等の運営】

0 トップマネジメン ト機能が有効に発揮
され、国の福祉医療施策の変 1じ等に関する

重要事項に迅速かつ的確に対応している



福祉医療機構の評価の視点 (昌
=)

業務管理 (リスク管理)の充実
効率的かつ効果的な業務運営を行うため、業

務の実態に応した業務管理手法の確立・定書を

図るとともに、法人運営に伴い発生する業務上

のリスク、財務上のリスク等をIE握 し、適切な

予防措置を請じるなどリスク管理の充実を図

ること。

(3)多岐にわたる事業を実施 している機構の
特長や専F5性 を活かしつつ、業務間の連携を

強

`じ

することにより、業務の効率的な運営を

図る。

2 業務管理 (リ スク管理)の充実
(1)内部監査、顧客満足度調査、各種データ
分析などに基づ<是正・予防処置活動によ
り、業務改善の推進及び事務リスクの抑制を

図る。

また、職員の業務改革等に向けた取組を奨

励し、業務改善活動の活性化を図るととも

に、業務管理手法の改善等を進め業務管理の

充実を図る。

(2)福祉貸付事業及び医療賞付事業において
は、ALM(資 産負債管理)システムなどを
活用して、金利リスクなどの抑制に努める。

(3)個人情報の保護に関する法律に基づき個
人情報保護を徹底するとともに、情報セキュ

リテイー対策の充実を図る。

(3)多岐にわたる事業を実施している機構の
特長や専門性を活かしつつ、業務間の連携

を強化することにより、業務の効率的な運

営を図る。

2 業務管理 (リ スク管理)の充実
(1)第 1期申期計画において構築した lSO
9001に 基づく品質マネジメントシステ
ム (以下「QMS」 という。)の運用の効
率化、有効性の向上を図るため、次の取組

を行う。

① 継続的な業務の質の向上・業務改善を推
進するための業務管理の仕組みである !

S09001の 認証更新
② QMS文書体系の再構築
③ 業務上の課題、顧客からのニーズ等に効
果的に対応するための是正・予防処置活動

の充実及び内部監査の実施による事務リ

スク等の抽出・管理

また、平成19年度に創設した改善アイデ
ア提案制度を効果的に運営し、職員の創意エ

夫による改善活動の活性イじを図る。

さらに、業務管理手法の充実を図るため、

機構のセグメント情報等を活用の上、業務活

動単位ごとのコスト分析の実施に向けて検

討する。

(2)ALM(資 産負債管理)システムを活用
して、貸付事業に係る財務構造の状況の定

期的な把握及び予算要求や財投機関債の発

行等のタイミングに合わせた分析を行うと

ともに、信用リスクモデル分析を実施し、

モデルの精度向上に努める。

(3)情報資産の安全確保等の観点から、「政
府機関の情報セキュリティ対策の強化に関

する基本方針」及び「政府機関の情報セキ

ュリティ対策のための統一基準」を踏まえ、

更なる強化を図る。

また、贈員が保有個人情報の取扱いについ

て理解を深め、通切に管理できるようにする

ため、議員に対し必要な研修等を行う。

か。

【業務間の連携強化】

0 業務間の連携強化により、どのような業
務運営の効率化が図られているか。

【品質マネジメントシステムの運用】

0 内部監査、顧客満足度調査、各種データ分
析などに基づく是正・予防処置活動により、

業務改善の推進及び事務リスクの抑制を図

っているか。

【業務管理手法の改善等】

0 職員の業務改革等に向けた取り組みを
奨励し、業務改善活動の活性化を図つてい

るか。

O 業務管理手法をどのように改善し、業務
管理の充実を図つているか。

【ALMシ ステムの活用】
O ALMシ ステムを適切に活用するなど、
金利リスク等の抑制に努めているか。

【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ

対策の充実】

0 個人情報を適切に管理しているか。

O 情報セキュリティー対策の充実を図っ
ているか。



福祉医療機構の評価の視点 (多起)

第3 業務運営の効率化に関する事項
通則法第 29条 第 2項第 2号の業務運営
の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る 。

‐

1 業務・システムの効率化と情報化の推進
(1)平成19年度に策定した以下の事業等に
係る業務・システムの最適化計画に基づき

業務の見直し並びにシステム構成及び調達

方式の見直しを行うことにより、システム

コスト削減、システム調達における透明性

の確保及び業務運営の合理化を行い、経費

の節減及び随意契約の見直し等を図るこ

と。
・ 福祉医療貸付事業
・ 福祉保健医療情報サービス事業
・ 退職手当共済事業
・ 年金担保貸付事業
・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務

(2)業 務の実施を効率的かつ安定的に支援す
るため、システム等の継続的な改善に努め

ること。

(3)情 報化の進展による諸環境の変化に対応
できるように、情報管理担当部署の専P3性

の向上を図るとともに、業潟上必要となる

晴員の l丁技能の習得を推進すること。

第2 業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

独立行政法人通則法 (以下「通則法」とい

う。)第 30条第2項第 1号の業務運営の効
率イしに関する事項は、次のとおりとする。

1 業務・システムの効率化と情報1ヒの推進
(1)平成 19年度に策定した以下の事業等に
係る業務・システムの最適化計画に基づき業

務の見直し並びにシステム構成及び調達方

式の見直しを行うことにより、システムコス

ト削減、システム調達における透明性の確保

及び業務運営の合理イヒを行い、経費の節減及

び随意契約の見直し等を図る。
・ 福祉医療貸付事業
・ 福祉保健医療情報サービス事業
・ 退職手当共済事業
。年金担保貸付事業
・ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務

(2)業務の実施を効率的かつ安定的に支援す
るため、最適化対象外の他のシステムについ

ても継続的な改善を推進する。

(3)情報化統括責任者 (CiO)及 び情報化
統括責任者 (CiO)補 佐官を中心に、情報
1ヒ推進体制の強化を図るとともに、情報シス

テムの運用管理体制の向上を図るため、機構

の情報化推進を担う :丁 技術に精通した人

材の育成を図る.

(4)各業務の特性に応して、当該業務に必要
な !Tに関する技能の習得を推進するため、
鷹員に対する研修等を計画的に実施する。

第2 業務運営の効率化に関する日標を達成す
るためにとるべき措置

1 業務・システムの効率化と情報化の推進
(1)平成 19年度に策定した業務・システム
最適化計画に基づき、システム効率化、運

用保守コストの削減、外部委託業務の適正

管理及び業務の効率化を図る。

① 福祉保健医療情報サービス事業の業
務・システム効率化及び運用保守コストの

削減を図るため、システム刷新に着手す

る。

② 退職手当共済事業、年金担保貸付事業及
び承継年金住宅融資等債権管理回収業務

の外部委託業務の適正な管理を行うため、

システム運用保守業務と入力作業等の委

託業務の分割調達に着手する。

③ 福祉医療貸付事業及び退職手当共済事
業の業務の効率化及び合理イヒを図るため、

電子申請届出の推進を図る。

(2)業務の実施を効率的かつ安定的に支援す
るため、最適化対象外のシステムについて

も効率化に向けて計画的なシステム改修及

び機器・ソフトの導入等を行う。

(3)業務の一日の効率化及び利用者の利便性
の向上等を図るため、情報化統括責任者 (C
:0)及び情報化統括責任者 (CiO)補
佐官を中心として、情報化推進体制の強イじ

を図るとともに、 :丁 技術に精通した人材
を育成するための研修プログラムを改善

し、プログラムに基づき研修を受話する。

(4)各業務の特性に応して、当該業務に必要
な :Tに関する技能の向上を図るため、情
報イじ統括責任者 (C:0)補 佐官及び情報
管理担当部署による贈員研修等を計画的に

実施する.

【業務・システム最適化計画に基づく効率化

等】

0 業務・システムの最適化計画に基づき、
経費の節減及び随意契約の見直し等を図

っているか。

【システムの改善】

○ 業務の実施を効率的 。安定的に支援する
ために、システム等の継続的な改善に努め

ているか。

【情報化推進体制の強化等】

○ 情報イじ続括責任者 (C10)及 び情報化
統括責任者 (CiO)補 佐宮を中心とした
専門性の高い情報イじ推進体制の強化を図

っているか。

O :T技 術に精通した人材の育成を計画
的に実施しているか。

【:T技能の習得】
O 職員に対する 1丁 に関する研修等を計
画的に実施しているか。

3



福祉医療機構の評価の視点 (男起)

2 経費の節減
(1)業務方法の見直し及び事務の効率イしを行
い、経費の節減に努めること。

(2)契約については、原則として一般競争入
札等によるものとし、以下の取組により、

随意契約の適正イヒを推進すること。

①  「随意契約見直し計画」に基づく取組を
着実に実施するとともに、その取組状況を

公表すること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合
であつても、特に企画競争や公募を行う場

合には、競争性、透明性が十分確保される

方法により実施すること。

③ 監事及び会計監査人による監査におい
て、入札・契約の適正な実施について徹底

的なチェックを受けること。

(3)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職
手当金、承継年金住宅融資等債権管理回収

業務に係る金融機関及び債権回収会社への

業務委託費及び抵当権移転登記経費並びに

承継教育資金貸付けあつせん業務に係る経

費を除く。)については、効率的な利用に
努め、中期目標期間の最終事業年度におい

て、平成 19年度予算と比べて15.5%程
度の額を節減すること。

人件費については、「簡素で効率的な政

府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律」 (平成 18年法律第47号)に基
づき、平成18年度以降の5年間で、平成
17年度を基準 (ただし、平成 18年度に
承継された年金住宅融資等債権管理回収業

務及び教育資金賞付けあつせん業務に係る

2勘定については、平成 18年 4月 1日 に
在職する人員及びこれを前提として支払わ

れるべき人件費を基準)と して5%以上を

2 経費の節減
(1)質が高く効率的な業務運営を確保し、組
織における資源を有効に活用するため、業務
の外部委託 (アウトツーシング)を通切に活
用する。

(2)契約については、原則として一般競争入
札等によるものとし、以下の取組により、随

意契約の適正化を推進する。

①  「随意契約見直し計画」に基づく取組を
着実に実施するとともに、その取組状況を

公表する。

② 一般競争入札等により契約を行う場合
であつても、特に企画競争や公募を行う場

合には、競争性、透明性が十分確保される

方法により実施する。

③ 監事及び会計監査人による監査におい
て、入札・契約の適正な実施について徹底

的なチェックを受ける。

(3)毎年度、業務方法等を点検し、業務方法
の改善等を行うことにより、事務の効率化を

推進する。

(4)一般管理費、人件費及び業務経費 (退職
手当金、承継年金住宅融資等債権管理回収業

務に係る金融機関及び債権回収会社への業

務委話費及び括当権移転登記経費並びに承

継教育資金貸付けあつせん業務に係る経費

を除く。)については、効率的な利用に努め、

中期目標期間の最終事業年度において、平成

19年度予算と比べて 15.5%程 度の額を
節減する。

人件費については、「簡素で効率的な政

府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律」 (平成 18年法律第47号 )に基づ
き、平成18年度以降の5年間で、平成17
年度を基準 (ただし、平成 18年度に承継さ
れた年金住宅融資等債権管理回収業務及び

教育資金貸付けあつせん業務に係る2勘定
については、平成18年 4月 1日 に在職す
る人員及びこれを前提として支払われるベ

き人件費を基準)と して5%以上を削減す

2 経費の節減
(1)質が高く効率的な業務運営を確保し、組
織における資源を有効に活用するため、業

務の外部委託 (フウトツーシング)を通切
に活用する。

(2)契約については、原則として一般競争入
札等によるものとし、以下の取組により、

随意契約の適正化を推進する。

①  「随意契約見直し計画」に基づく取組を
着実に実施するとともに、その取組状況を

公表する。

② 一般競争入札等により契約を行う場合
であつても、特に企画競争や公勢を行う場

合には、競争性、透明性が十分確保される

方法により実施する。

③ 監事及び会計監査人による監査におい
て、入札・契約の適正な実施について徹底

的なチェックを受ける。

(3)業務方法等を点検し、業務方法の改善等
を行うことにより、事務の効率{ヒを推進す

る 。

(4)=般管理費、人件費及び業務経費 (退職
手当金、承継年金住宅融資等債権管理回収

業務に係る金融機関及び債権回収会社への

業務委託贅並びに抵当権移転登記経費並び

に承継教育資金貸付けあつせん業務に係る

経費を除く。)については、経費節減に関
する中期目標の達成を念頭に置きつつ、効

率的な利用に努める。

「簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律」 (平成18年法
律第47号 )及び経済財政運営と構造改革に
関する基本方針2006(平 成18年 7月 7
日間議決定)を確実に実行するため、常勤臓
員数を抑制し、人件費削減に取り組む。

【業務の外部委託の活用】

○ 業務の外部委託 (ア ウ トソーシング)を
通切に活用するなど、経費を節減している

か 。

【随意契約の適正化】

0 随意契約の適正化について、中期計画に
示したとおり適切に行われているか。

【業務方法の改善等による事務効率iじ】

0 業務方法をどのように改善し、事務の効
率1しを図つているか。

【一般管理費等の節減】

O 一般管理費等の経費の節減については、
中期目標を達成しているか。

【人件費の削減】

0 人件費の削減については、中期目標を達
成しているか。

0 機構の給与水準について、中期目標に示
されたとおり、適切に取組んでいるか。



福祉医療機構の評価の視点 (男ミ)

削減すること。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2006(平 成 18年 7月 7日閣議
決定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、
人件費改革を平成23年度まで継続するこ
と。

併せて、機構の給与水準について、以下の

ような観点からの検証を行い、その検証結果

や取組状況については公表するものとする

こと。              :

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を
考慮してもなお国家公務員の給与水準を

上回つていないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給
与水準が高い原因について、是正の余地は

ないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の
存在、類似の業務を行つている民間事業者

の給与水準等に照らし、現状の給与水準が

適切かどうか十分な説明ができるか。

④ その他t給与水準についての説明が十分
に国民の理解の得られるものとなつてい

るか。

第4 業務の質の向上に関する事項
通則法第29条第 2項第3号の国民に対
して提供するサービスその他の業務の質の
｀
向上に関する事項は、次のとおりとする。

1 福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)
福祉貸付事業については、国の福祉政策に即

して民間の社会福祉施設等の整備に対し長

期・固定・低利の資金を提供すること等により、

福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供

する基盤理備に資するため、以下の点に特に留

意してその適正な実施に努めること。

る 。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2006(平成 18年 7月 7日閣議
決定)に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成23年度まで継続する。

併せて、機構の給与水準について、以下の

ような観点からの検証を行い、これを維持す

る合理的な理由がない場合には必要な措置

を講することにより、給与水準の適正イしに速

やかに取り組むとともに、その検証結果や取

組状況については公表するものとする。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を
考慮してもなお国家公務員の輸5水準を
上回つていないか。       .
② 職員に占める管理贈割合が高いなど、給
与水準が高い原因について、是正の余地は

ないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の
存在、類似の業務を行つている民間事業者

の給与水準等に照らし、現状の給与水準が

適切かどうか十分な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分
に国民の理解の得られるものとなつてい

るか。

第3 業務の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置

通貝」法第30条第 2項第 2号の国民に対
して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする。

1 福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)
福祉貸付事業については、国の福祉政策に即

して民間の社会福祉施設等の整備に対し長

期・固定・低利の資金を提供すること等により、

福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供

する基盤整備に資するため、以下の点に特に留

意してその適正な実施に努める。

併せて、機構の給与水準について、その妥

当性に係る検証結果や適正化に向けた取組

状況を公表する。     
‐

第3 業務の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置

福祉医療貸付事業 (福祉貸付事業)

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即

して民間の社会福祉施設等の整備に対し長

期・固定・低利の資金を提供すること等により、

福祉、介護サービスを安定的かつ効率的に提供

する基盤整備に資するため、以下の点に特に留

意してその適正な実施に努める。

千円

貸 付 契 約 額 1 173,500,000
資 金 交 付 額 1 163,700,000



福祉医療機構の評価の視点 (ヨ逹)

(1)国の福祉政策における政策目標を着実に
推進するため、毎年度、国と協議のうえ、

当該年度における融資の基本方針を定めた

融資方針に基づき、政策優先度に即して効

果的かつ効率的な政策融資を実施するこ

と。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国
の要請等に基づき、災害復 1日、制度改正、

金融環境の変化に伴う経営悪化への対応に

臨機応変に対応すること。

(3)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、事
業者の施設整備等に関する相談等を適切に

実施することにより、利用者サービスの向

上を図ること。

(4)民業補完の推進の観点から、福祉貸付に
おける協調融資制度を充実し、制度の適切

な運用に努めること。

(5)審査業務及び資金交付業務について利用
者サービスの向上を図ること。

福祉医療賞付事業 (医療貸付事業)

医療賞付事業については、国の医療政策に即

して民間の医療施設等の整備に対し長期・固

(1)政策優先度にROして効果的かつ効率的な
政策融資を行うため、毎年度、国と協議のう

え、当該年度における融資の基本方針を定め

た融資方針に基づき、福祉貸付事業を実施す

る。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国
の要請等に基づき、災害復lB、 制度改正、金

融環境の変イしに伴う経営悪化への対応に臨

機応変に対応する。

特に、療養病床の再編を推進するため、医

療貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施

設の優先的整備を進める。

(3)利用者サービスの自上を図るため、福祉
施設の整備の融資相談等を充実する。

(4)協調融資制度の対象を福祉貸付の全対象
施設等に拡大するなど制度を充実させると

ともに周知を図り、制度の適切な運用を行

つ 。

(5)審査業務については特殊異例な案件を除
き、僣入申込み受理から貸付内定通知までの

平均処理期間を75日 以内とする。

また、資金交付業務については、請求内容

の不備が著しいもの等を除き、請求後15営
業日以内に行う。

福祉医療貸付事業 (医療貸付事業)

医療貸付事業については、国の医療政策に即

して民間の医療施設等の整備に対し長期・固

(1)政策優先度に即して効果的かつ効率的な
政策融資を行うため、利用者等への融資方

針の周知等に努め、当該融資蔵針に基づい

た事業を実施する。

(2)国の要請等に基づき、療養病床の再編、
障害者の就労支援、消防法施行令改正に伴

う消防用設備の整備等に係る事業への融資

を、優遇措置等を請して実施する。

(3)事業者に対する融資内容の積極的周知や
個別融資相談の積極的実施、さらにわかり

易い諸手引き等の作成 。提供などを行い、

利用者サービスの向上を図る。

また、国の政策日標に即した施設整備への

支援などを行うための情報収集・提供を行

う。

(4)協 調融資制度の対象範囲を福祉賞付全体
に拡大するとともに、制度についての周知

等を行う。

(5)中期計画に定められた審査業務及び資金
交付業務に係る処理期間の順守に努め、利

用者サービスの向上を図る。

福祉医療貸付事業 (医療賞付事業)

医療貸付事業については、国の医療政策に即

して民間の医療施設等の整備に対し長期・固

【福祉貸付事業の実績】

0 毎年度、国と協議のうえ、当該年度にお
ける融資の基本方針を定めた融資方針に

基づき、政策優先度に即した効果的かつ効

率的な政策融資を実施しているか。

【福祉貸付事業に係る政策適合性】

O 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国
の要請等を受けて、政策融資として災害復

旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営

悪化等への緊急措置に臨機応変に対応し

ているか。

特に、療養病床の再編を推進するため、

医療貸付事業と連携し、転換の受け皿とな

る施設の優先的整備を進めているか。

【利用者サービスの向上】

0 利用者サービスの向上を図るため、融資
相談等を充実しているか。

【協調融資制度の充実】

0 協調融資制度の対象を拡大するなど制
度の充実を図つているか。

O 協調融資制度の周知を図り、制度の適切
な運用を行つているか。

【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】

0 審査業務の平均処理期間については、特殊
異例な案件を除き、中期計画を達成してい

るか。

O 資金交付業務の平均処理期間については、
請求内容の不備が著しいもの等を除き、中期

計画を達成しているか。



福祉医療機構の評価の視点 (多調)

定・低利の資金を提供すること等により、医療

サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤

整備に資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努めること。

(1)国の医療政策における政策目標を着実に
推進するため、国と協議のうえ、中期目標

期間中における融資の基本方針を定めたガ

イ ドラインに基づき、政策優先度に即 して

効果的かつ効率的な政策融資を実施するこ

と。

ただし、当該ガイトラインの施行に当たつ

ては、制度の円滑な移行のため十分な周知期

間を設けること。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国
の要請等に基づき、災害復旧、制度改正、

金融環境の変イしに伴う経営悪化への対応に

臨機応変に対応すること。

(3)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、事
業者の施設整備等に関する相談等を適切に

実施することにより、利用者サービスの向

上を図ること。

定・低利の資金を提供すること等により、医療

サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤

整備に資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。

(1)政策優先度に即して効果的かつ効率的な
政策融資を行うため、国と協議のうえ、中期

目標期間中における融資の基本方針を定め

たガイトラインに基づき、医療貸付事業を実

施する。

ただし、当該ガイトラインの施行に当たつ

ては、制度の円滑な移行のため十分な周知期

間を設け適切に対応する。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国
の要請等に基づき、災害復 1日、制度改正、金

融環境の変イしに伴う経営悪1じへの対応に臨

機応変に対応する。

特に、療養病床の再編を推進するため、福

祉貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施

設の優先的整備を進める。

(3)利用者サービスの向上を図るため、医療
施設の整備の融資相談等を充実する。

定・低利の資金を提供すること等により、医療

サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤

整備に資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。

(参考)

成 20事 業年度

貸 額

額

約

付

契

交

付

金

千円

176,600,000
1

(1)医療貸付事業については、医療制度改革
に対応し医療施設の質的向上と効率化を推

進することにより、医療の政策目標の推進

に積極的に貢献する。

また、平成21年度からのガイドラインの
施行に当たり、制度の円滑な移行のための周

知活動を実施する。

なお、病院の機械購入資金、薬局、衛生検

査所、施術所、歯科技工所t疾病予防運動施
設及び温泉療量運動施設の整備・運転に係る

融資を廃止する。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏まえ、病
院の長期運転資金を災害復旧、制度改正、

金融環境の変1しに伴う緊急的なものに限定

する。

さらに、療養病床の再編を推進するため、

療量病床転換に係る貸付条件の優遇などの

支援策を実施する。

(3)受託金融機関への業務の指導を強化する
実務者研修の実施や、全国数か所で融資相

談会を開催するとともに、事業計画検討中

の者については、必要に応じ、融資相談に

出向くなど、融資相談の充実を図りt利用
者サービスの向上に努める。

さらに、経営環境の悪イヒに伴い、これまで

の融資制度を中心とした利用者に対するサ

ービスに加え、施設の整備面や運営面に係る

課題の解消策等の提案を行う。

【医療貸付事業の実績】

○ 中期目標期間中における融資の基本方
針を定めたガイドラインに基づき、政策優

先度に即した効果的かつ効率的な政策融

資を実施しているか。

【医療貸付事業に係る政策適合性】

○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国
の要請等を受けて、政策融資として災害復

旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営

悪化等への緊急措置に臨機応変に対応し

ているか。

特に、療贅病床の再編を推進するため、

福祉貸付事業と連携し、転換の受けmとな
る施設の優先的整備を進めているか。

【利用者サービスの向上】

O 利用者サービスの向上を図るため、融資
相談等を充実しているか。



(昌譲)福祉医療機構の評価の視点

(4)審査業務及び資金交付業務について利用
者サービスの向上を図るとともに、病院の

機能や経営状況についての第二者評
‐
価結果

を融資審査に活用すること。

3 福祉医療貸付事業 (債権管理)
(1)福祉医療貸付事業等の効率化
① 政策金融改革の趣旨を踏まえ、融資の重
点1じ及び融資率の31き下げを行い平成2
4年度予算における福祉医療貸付事業の
新規融資額を平成 17年度における同事
業の新規融資額の実績と比べて20%程
度縮減し、併せて同事業における融資残高

の縮減に努めること。

② 福祉医療貸付事業の金利について、政策
の変更、緊急措置等やむを得ない事情によ

り国が認めたものを除き、現中期目標期間

中の新規契約分について利差益が確保さ

れるよう努めること.

③ 政策融資としての役割を効果的に果た
し、併せて民業補完を推進するとの観点か

ら、政策融資としての機能を毎年点検し、

事業内容を不断に見直す等事業の効率イじ

を進めること。

(2)リ スク管理債権の適正な管理
福祉医療貸付事業の貸付債権について、賞

付先の業況の把握、福祉医療経営指導事業等

との連携の強化による債権悪化の未然防止

に取組むとともに、債権区分別に適切な管理

を行い、中期目標期間中における貸付残高に

対するリスク管理債権の額の比率を第 1期

(4)審査業務については特殊異例な案件を除
き、借入申込み受理から貸付内定通知までの

平均処理期間を45日以内とするとともに、
病院の機能や経営状況についての第二者評

価結果を融資審査に活用する。

また、資金交付業務については、請求内容

の不備が著しいもの等を除き、請求後15営
業日以内に行う。

3 福祉医療貸付事業 (債権管理)
(1)福祉医療貸付事業等の効率化
① 融資対象の重点化及び融資率の引下げ
を行い、福祉医療貸付事業の新規融資額の

縮減に関する中期目標を達成する。

② 福祉医療貸付事業の金利について、政策
の変更、緊急措置等やむを得ない事情によ

り国が認めたものを除き、新規契約分の利

差益に関する中期目標を達成する。

③ 政策融資としての機能を毎年点検し、政
策優先度に応して、貸付対象等を見直す等

事業の効率化を進める。

(2)リ スク管理債権の適正な管理
① 福祉医療貸付事業の貸付に係る債権に
ついて、継続的に貸付先の経営情報の収集

と分析を行い、経営状況の的確な把握に努

め、福祉医療経営指導事業等との連携の強

イしによる債権悪化の未然防止に取組むと

ともに、債権区分別に適切な管理を行う。

(4)継続的な審査方針の見直し、事務の3理
化等により、審査期間に関する中期計画を

達成するため、審査業務の迅速化に努める

とともに、第二者評価結果を融資審査に活

用する。

また、資金交付時期に関する中期計画を達

成するため、資金交付業務の迅速イじに努め

る。

3 福祉医療貸付事業 (債権管理)
(1)福祉医療貸付事業等の効率化
① 福祉医療貸付事業の新規融資額につい
ては、融資対象の重点イじ及び融資率の引下

げを行うとともに、国の福祉及び医療政策

の動向等を踏まえ縮減する。

② 福祉医療貸付事業の金利について、政策
の変更、緊急措置等やむを得ない事情によ

り国が認めたものを除き、新規契約分の利

差額の状況を適切に把握する。

③ 政策融資としての機能を点検し、政策優
先度に応して、貸付対象等の見直しを行

う。

(2)リ スク管理債権の適正な管理
① 貸付先の経営情報を継続的に収集し分
析を行う。

【審査・資金交付業務の事務処理期間短38】

○ 審査業務の平均処理期間については、特殊
異例な案件を除き、中期計画を達成してい

るか。

O 資金交付業務の平均処理期間については、
請求内容の不備が著しいもの等を除き、中期

計画を達成しているか。

【第二者評価結果の融資審査への活用】

0 病院の機能や経営状況についての第二
者評価結果を融資審査に活用しているか。

【新規融資額の縮減】

O 福祉医療賞付事業の新規融資額の縮減
に関する中期目標を達成しているか。

【利差益の確保】

0 新規貸付契約平均利率と新規調達平均
利率との比較において、利差益の確保に関

する中期日標を達成しているか.

なお、貸付金利の設定において、政策の

変更、緊急措置等やむを得ない事情により

国が認めたものを控除する。

【貸付対象等の見直し】

0 政策融資としての機能を毎年点検し、政
策優先度に応じて、貸付対象等を見直す等

事業の効率化を進めているか。

【リスク管理債権比率】

O 継続的に貸付先の経営情報を収集し、リ
スク管理債権等の傾向分析を行つている

か。

O 福祉医療経営指導事業等との連携の強



福祉医療機構の評価の視点 (昌課)

中期目標期間中の比率の平均を上回らない

ように努めること。

4 福祉医療経営指導事業
福祉医療経営指導事業 (集団経営指導 (セミ

ナー)及び個別経営診断)については、民間の
社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的

な立場から経営に関わる正確な情報や有益な

知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断

することにより、福祉、介護、医療サービスを

安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意してその適

正な実施に努めること。

(1)集団経営指導 (セミナー)については、
施設の健全経営のために必要な情報を広く

施設経営者等に提供すること。

また、リスク管理債権を抑制する観点か

ら発生要因別分析等を行い貸付関係部に

フィードノヽックする。

② 中期目標期間中における貸付残高に対
するリスク管理債権の額の比率を第 1期
中期目標期間中の比率の平均を上回らな

いように努める。

4 福祉医療経営指導事業
福祉医療経営指導事業 (集団経営指導 (セミ

ナー)及び個別経営診断)については、民間の

社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的

な立場から経営に関わる正確な情報や有益な

知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断

することにより、福祉、介護、医療サービスを

安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意してその適

正な実施に努める。

(1)セミナー実施日の平均 10週間前までに
開催内容の告知を行う等、受講希望者の受講

機会確保とPRに努め、中期目標期間におけ
る延べ受講者数を12,600人 以上とす
る。

(2)開設施設の経営改善手法について良質で
実践的な事例を提供するなどカリキユラム

を工大し、中期目標期間中の受講者に対する

また、リスク管理債権を抑制する観点か

ら発生要因別分析等を行い貸付関係部に

フィードバックする。

② 貸出条件緩和債権については、福祉医療
政策、事業の公共性及びサービス需要を鑑

み、貸付先の実態把握及び再生の見通しを

考慮の上、適正な審査を行う。

また、20年度に創設した「療養病床転
換支援資金」等融資制度については、貸付

関係部と連携を図り、積極的に取組む。

③ 毀損の著しい債権の管理の徹底を図る
と共に、必要に応して債権保全措置を的確

に実施する。

4 福祉医療経営指導事業
福祉医療経営指導事業 (集団経営指導 (セミ

ナー)及び個別経営診断)については、民間の

社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的

な立場から経営に関わる正確な情報や有益な

知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断

することにより、福祉、介護、医療サービスを

安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意してその適

正な実施に努める。

(1)セミナー実施日の平均 10週間前までに
開催内容の告知を行う等、受講希望者の受

話機会確保とPRに努め、平成20年度に
おける延べ受講者数を2,520人 以上と
する。

(2)開設施設の経営改善手法について良質で
実践的な事例を提供するなどカリキュラム

を工夫し、平成 20年度の受講者に対する

化により、債権悪イしの未然防止に取組んで

いるか。

債権区分別に適切な管理を行つている

ス)。

発生要因別分析等を行い貸付関係部に

フィートパックし、リスク管理債権の抑制

を図つているか。

中期目標期間中における貸付残高に対

するリスク管理債権の額の比率を第 1期
中期日標期間中の比率の平均 (1.56%)
を上回らないように努めているか。

なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定

等に伴う福祉施設及び医療施設の経営環

境の著しい悪

`し

、療養病床の転換支援策に

よる機構賞付金の償還期間の延長、貸付先

からの繰上償還等により機構の貸付残高

の著しい変動が生した場合等は、その事情

を考慮する。

【集団経営指導 (セミナー)の開催実績】
0 セミナーの開催告知について、中期計画
に定められた期間内に行うなど、受講希望

者の機会確保とPRに努めたか。

O セミナーの受講者数について、中期計画
を達成しているか。

O カリキュラムの工夫により、受講者への
アンケー ト調査における満足度指標が中

期計画を達成しているか。



福祉医療機構の評価の視点 (ヨミ)

(2)施設経営者等が施設の経営状況を的確に
IB握 し、健全な施設経営を行うことができ

るように、診断メニューの多様イじを図り、

個別経営診断の普及に努めること。特に、

実地調査を伴う個別経営診断の強化を図

り、経営が悪化あるいは悪イヒが懸念される

施設に対する経営支援に努めること。

(3)社会福祉や医療の制度変更、経営環境の
変化等による経営者のニーズを的確に把握

し、施設経営を支援するための情報の収

集・分析・提供の充実強イしに努めること

(4)集団経営指導及び固別経営診断の各業務
において、運営費交付金の縮減の観点から

自己収入の拡大に努めること。

アンケート調査における満足度指標を平均

65ポイント以上とする。

(3)顧客ニーズに対応して、経営指標の策定・
診断手法の確立等の年次計画に基づき、法人

全体を対象とした経営診断の創設、経営診断

対象施設の追加等を段階的に実施する。

(4)個別経営診断については、中期目標期間
中に延べ 1,400件 以上の診断を実施す
る。また、経営が悪化あるいは悪化が懸念さ

れる施設に対し問題点の解決に重点を置い

た診断。支援を図る経営改善支援事業に重点

化し、漸次、当該経営診断件数の増加に努め

る。

(5)利用者の利便の向上を図るため、経営分
析診断については、申込書の受理から報告書

の提示までの平均処理期間を50日以内と
する。

(6)施設経営者等が経営状況を客観的に把握
できるように、年次計画に基づき、経営指標
の対象施設の拡大を段階的に図る。

(7)安定的かつ効率的な法人運営に寄与する
ため、財務面や収支面等の経営指標の組み合

わせによる、法人全体の格付についての研究

及び導入を図る。

(8)施設の経営実態及び経営改善事例や経営
統合・分離手法等について年次計画に基づき

調査研究を行い、施設経営を支援するための

情報を施設経営者等に的確に提供する。

アンケート調査における満足度指標を平均
65ポイント以上とする。

(3)年次計画案の策定と併せて、以下の施設
種別の簡易経営診断を平成20年度中に開
始する。

①老人デイサービスセンタニ

②一般療量中間型病院

(4)個別経営診断については、平成20年度
に延べ280件以上の診断を実施する。

(5)利用者の利便の向上を図るため、経営分
析診断については、申込書の受理から報告

書の提示までの平均処理期間を50日 以内
とする。

(6)年次計画案の策定と併せて、平成20年
度中に、以下の対象施設経営指標の拡大を

段階的に図る。

①認知症グループホームの経営指標の作成

②保青所にかかる経営情報収集開始

③社会福祉法人全体にかかる経営情報収集

開始

(7)安定的かつ効率的な法人運営に寄与する
ため、財務面や収支面等の経営指標の組み

合わせによる、法人全体の格付についての

調査 。研究を行う。

(8)経営改善支援事業の重点化に向けて、現
行の施設類型を踏まえ、施設の経営実態 。

改善手法等に関し、調査の年次計画案を作

成し、これに従つて調査を行い、その結果

を取りまとめる.

【個別経営診断メニューの多様化】

○ 法人全体を対象とした経営診断の創設、
経営診断対象施設の追力0等の診断メニュ
ーの多様化を段階的に実施 し、個別経営診

断の普及に努めているか。

【個別経営診断の実績と経営改善支援事業の

重点化】

○ 個別経営診断について、延べ診断件数が
中期計画を達成 しているか。

O 経営改善支援事業に重点 1じを図り、問題
点の解決に重点を置いた診断・支援を適切

に実施し、健全な施設経営の支援に努めて

いるか。

【個別経営診断の事務処理期間短縮】

○  申込書受理 日から報告書提示までの所
要期間が中期計画を達成 しているか。

【経営指標の対象施設の拡大】

○ 経営指標の対象施設の拡大を段階的に
図つているか。         .

【法人全体の格付の調査・研究】

○ 財務面や収支面等の経営鱈標の組み合
わせによる、法人全体の格付についての研

究及び導入を図つているか。

【施設経営者に対する情報提供】

○ 施設経営を支援するための情報を施設
経営者等に的確に提供しているか。



福祉医療機構の評価の視点 (案)

5 長寿 。子育て・障害者基金事業 (透明で公
正な助成の実施)

長春・子育て・障害者基金事業については、

国から出資を受けた長寿・子育て・障害者基金

の運用益(独立行政法人福祉医療機構法の一部

を改正する法律 (平成 16年法律第 139号 )
による改正後の独立行政法人福祉医療機構法

(平成 14年法律第 166号 )附則第 11条第
1項に基づ<場合にあっては、基金の一部を取
り崩すことにより得られた利益とする。)を用
いて、独創的・先駆的な活動など民間の創意工

夫を活かしたポランティア団体等における自

発的な福祉活動に対 し、次に掲げる方針の下

で、効果的に資金助成を行うことにより、多様

な福祉ニーズに対応できる社会環境の醸成に

努めること。

(1)長寿 。子育て 。障害者基金の助成事業 (以
下「基金助成事業」という。)の募集に当
たつては、毎年度、助成方針を定め公表す

ること。その際、制度改革等により変化す

る政策課題や多様イじする国民ニーズに即し

て、毎年度、各基金ごとに、同事業の目的

にふさわしい重点助成分野を国と協議のう

え設定し、助成方針に明記すること。

また、幅広く助成配分する観点から、重点

助成分野の見直しを行う等、事業内容の特性

に配慮しつつ、助成事業の固定化回避に努め

ること。

(9)集 団経営指導及び個別経営診断の各業務
において、運営費交付金の縮減の観点から適

切なサービス・料金体系の設定と受講者等の

増加を図ることにより、中期目標期間中にお

いて実費相当額を上回る自己収入を確保す

る。

5 長寿 。子育て・ 障害者基金事業 (透明で公
正な助成の実施)

長寿・子育て・障害者基金事業については、

国から出資を受けた長寿 。子育て。障害者基金

の運用益(独立行政法人福祉医療機構法の一部

を改正する法律 (平成 16年法律第 139号 )
による改正後の独立行政法人福祉医療機構法

(平成 14年法律第 166号 )附則第 11条第
1項に基づく場合にあっては、基金の一部を取
り崩すことにより得られた利益とする。)を用
いて、独創的・先駆的な活動など民間の創意エ

夫を活かしたポランティア団体等における自

発的な福祉活動に対し、次に掲げる方針の下

で、効果的に資金助成を行うことにより、多様

な福祉ニーズに対応できる社会環境の醸成に

努める。

(1)長春・子育て 。障害者基金の助成事業 (以
下「基金助成事業」という。)の募集に当た
つては、毎年度、外部有識者からなる基金事

業審査・評価委員会 (以下「審査・評価委員

会」という。)において、前年度に実施した
事後評価結果等を踏まえ、助成方針を定め、

募集要領等に明記する。
・ その際、毎年度、各基金ごとに設定 した重

点助成分野についても、併せて募集要領等に

明記する。

また、基金で幅広く助成配分する観点か

ら、必要性や効果を十分考慮し、事業内容の

特性に配慮しつつ、助成事業の固定化回避に

努める。

(9)集団経営指導及び個別経営診断の各業務
において、運営費交付金の縮減の観点から

適切なサービス・料金体系の設定と受講者

等の増加を図ることにより、実費相当経費
を上回る自己収入を確保する。

5 長寿 。子育て 。障害者基金事業 (透明で公
正な助成の実施)

長春 。子育て・障害者基金事業については、
国から出資を受けた長寿。子育て。障害者基金
の運用益(独立行政法人福祉医療機構法の一部
を改正する法律 (平成16年法律第139彗 )
による改正後の独立行政法人福祉医療機構法

(平成14年法律第 166号 )附則第11条第
1項に基づ<場合にあっては、基金の一部を取
り崩すことにより得られた利益とする。)を用
いて、独創的・先駆的な活動など民間の創意エ

夫を活かしたポランティア団体等における自

発的な福祉活動に対し、次に掲げる方針によ
り、平成 19事業年度分の助成事業の適切な評
価t平成20事業年度分の助成事業の適正な実
施、並びに平成21事業年度分の助成事業の募
集及び選定の適正な実施に努めることとする。

(1)長春。子育て・障害者基金の助成事業 (以
下「基金助成事業」という。)の募集に当
たつては、外部有識者からなる基金事業審
査・評価委員会 (以下「審査・評価委員会」
という。)において、平成 19事業年度に
実施した事後評価結果等を踏まえ、平成2
1事業年度助成方針を定め、当該事業年度
募集要領等に明記する。

① 平成21事業年度分の助成にあたり、重
点助成分野については、制度改革等により

変イじする政策課題や多様化する国民ニー

ズに即して、各基金ごとに、同事業の目的
にふさわしい分野を設定し、当該事業年度
募集要領等に明記する。

② 幅広く助成配分する観点から、必要性や
効果を十分考慮し、平成21事業年度にお
いて、重点助成分野の見直しを行う等、事

業内容の特性に配慮しつつ、助成事業の固
定化回避についての方策をたてる。

【各業務における収支相償】

O 集団経営指導及び個BU経 営診断の各業
務において、通切なサービス・料金体系の

設定と受講者等の増力0を図り、中期目標期

間中に実費相当額を上回る自己収入を確

保しているか。

【募集要領等の策定】

0 毎年度、外部有識者からなる審査・評価
委員会において、前年度に実施した事後評
価結果等を踏まえ、助成方針を定め、募集

要領等に明記しているか。

毎年度、政策課題や多様化する国民ニー

ズに即した重点助成分野が設定されてい

るか。

基金で幅広く助成配分する観点から、重

点助成分野の見直しを行う等、助成事業の

固定化回避に努めているか。



福祉医療機構の評価の視点 (多醍)

(2)基金助成事業の選定については、毎年度、
選定方針を定め、外部有識者からなる委員

会において公正に選定を行うなど、客観性

及び透明性の確保を図ること。

(3)助成事業交付申請等に当たっての事務負
担の軽減を図るため、各種提出書類の電子

(2)基金助成事業の選定に当たっては、毎年
度、審査・評価委員会において、選定方針を

策定するとともに、当該選定方針に基づいて

審査し、採択を行う。

この際、以下の方針を助成方針に明記し、

当方針に基づき審査・採択を行う。

なお、地域の実情に即したきめ細かな事業

の推薦に均―性を確保するため、毎年、事務

説明会を開<ほか、必要に応して事務指導を
行う。

・ 地域における独創的。先駆的事業及び
地域の実情に即したきめ細かな事業に

ついては、事業継続の能力及び意向を重

視した審査、選定を行い、事後評価にお

いて、中期目標期間内に、特SIJな場合を

除き、平均して85%以上の事業が助成
終了後も継続されること。

・ 全国的な効果を期待して実施する事業
については、よリー層厳格な審査を行う

とともに、地域における独創的・先駆的

事業及び地域の実情に即したきめ細か

な事業について、優先的な採択を行うこ

とにより、特別な場合を除き、全助成件

数の80%以上が独創的・先駆的事業等
であること。

(3)助成先団体等の事務負担の軽減を図るた
め、各種提出書類の電子1じなどを行う。

(2)平成21事業年度の基金助成事業の選定
に当たっては、審査・評価委員会において、

平成 19事業年度分の事業評価の成果も踏
まえ、次の内容を明記した平成21事業年
度分の選定方針を策定するとともに、当該

選定方針に基づいて審査し、採択を行うも

のとする。

なお、地域の実情に即したきめ細かな事業

(以下「地方分」という。)の推薦に均―性
を確保するため、平成20事業年度におい
て、都道府県。政令指定都市社会福祉協議会

を対象とした事務説明会を開くほか、必要に

応して事務指導を行うものとする。

① 助成事業の選定にあたっては、公平性及
び透明性を確保するため、外部有議者から

なる「審査 。評価委員会」において選定す

るものとし、地域における独創的・先駆的

事業 (以下「特別分」という。)及び地方
分における複数年助成等特別な場合を除

き、単年度限りとし、全国的な効果を期待

して実施する事業(以下「一般分」という。)

については、事業内容や全国への波及効果

等をよく勘案したうえで、選定方針等の見

直しを行うものとする。

② 特別分及び地方分については、事業継続
の能力及び意向を重視した審査、選定を行

い、事後評価において、中期目標期間内に、

特別な場合を除き、平均して85%以上の
事業が助成終了後も継続されるように事

業を選定するものとする。

③ =般分については、事業の積極的な普及
啓発の観点から、事業内容や事業の波及効

果等に重点を置いた審査を行うとともに、

特別分及び地方分について、優先的な採択

を行うことにより、特別な場合を除き、全

助成件数の80%以上が独創的・先駆的事
業等であるものとする.

(3)平成20事業年度において、助成先団体
箋 ∩ 菫 務 色 相 の 盤 媚 芥 団 る ″ め 、 蜂 Rli分助

【助成事業の選定】

○ 毎年度、審査 :評価委員会において、選
定方針を策定するとともに、当該選定方針

に基づいて審査 し、採択を行つているか。

【事務説明会等の実施】

O 地域の実情に即 したきめ細かな事業の推
薦に均―性を確保するため、毎年、事務説明

会を開くほか、必要に応して事務指導を行つ

ているか。

【助成事業の継続状況の調査】

○ 地域における独創的・先駆的事業及び地
域の実情に即したきめ細かな事業につい

ては、助成終了後も事業を継続している助

成団体割合が、特別な場合を除き中期計画

の数値を達成しているか。 (助成事業実施

の翌々年度に測定)

【独目的・先駆的事業等への助成】

○ 総助成件数に占める特定非営利活動法
人等が実施する独創的・先5区的事業及び地

域の実情に即したきめ細かな事業への助

成件数の割合が、特別な場合を除き中期計

画の数値を達成しているか。

【各種提出書類の電子化等】

O 助成先団体等の事務負担の軽減を図る



(冒諷)福祉医療機構の評価の視点

イしなどを行うこと。

(4)基金の運用については、安全かつ確実な
方法による運用を基本としながらも可能な

限り運用効率を高めるよう努めること。

6 長寿・子育て 。障害者基金事業 (事後評価
と助成事業の成果の普及)

(1)助成した事業の事後評価制度については、
毎年度、評価すべき重点事項を定めた評価

方針を定め、効率的かつ効果的な運営を行

い、事後評価の結果を助成制度の改善に適

正に反映すること。

(2)活動団体の応募機会の確保に努めるとと
もに、活動団体が利用し易い基金助成制度

とするため、事後評価の結果を踏まえて、

制度の継続的な改善を行うこと。

(3)基金助成事業の助成対象は特定非営利活
動法人等組織基盤が脆弱な団体が多いこと

を踏まえ、事業活動に関する相談の充実に

努めること。 .

(4)助成交付申請の受理から交付決定までの
平均処理期間を30日 以内とする。

(5)安全で安定的な運用収益を確実に上げる
ための運用方法を検討し、計画的に導入す

る。

(6)経済情勢や市場状況に関する情報を不断
に把握し、安全確実で、かつ、効率的な運用

を行い、長期金利の指標である国債の平均金

利を上回る運用収益を上げる。

6 長寿 。子育て 。障害者基金事業 (事後評価
と助成事業の成果の普及)

(1)事後評価制度の効率的かつ効果的な運用
を図るため、毎年度、評価すべき重点事項を

定めた事後評価方針を定め、当方針に基づき

事後評価を実施する。

(2)事後評価の結果は、速やかに公表すると
ともに、活動団体が利用し易い基金助成制度

とするため、募集要領、選定方針等に反映す

るなど、基金助成制度の継続的な改善に活用

する。

(3)職員の専門性を高めることにより、助成
団体の事業実施に対し的確な助言ができる

ように努める。

成金の各種提出書類 (助成金交付要望書、

助成金交付申請書、概算払請求書及び事業

完了報告書等)にかかる電子申請システム
を構築し、試行的に運用を開始する。

(4)平成20事業年度分の助成金交付申請書
の受理から交付決定までの平均処理期間を

30日以内とする。

(5)安全で安定的な運用収益を確実に上げる
ための運用方法を検討し、計画的に導入す

る。

(6)経済情勢や市場状況に関する情報を不断
に把握し、安全確実で、かつ、効率的な運

用を行い、長期金利の指標である国債の平

均金利を上回る運用収益を上げる。

6 長寿 。子育て 。障害者基金事業 (事後評価
と助成事業の成果の普及)

(1)事後評価制度の効率的かつ効果的な運用
を図るため、平成20事業年度において、
評価すべき重点事項を定めた事後評価方針

を定め、当方針に基づき、事後評価を実施

する。

特に、事後評価のうち、助成団体へのヒア

リングを通して行う評価については、平成2
0事業年度において 100事業以上実施す
るものとする。

(2)事後評価の結果は、速やかに公表すると
ともに、活動団体が利用し易い基金助成制

度とするため、平成21事業年度の募集要
領、選定方針等に反映するなど、基金助成

制度の継続的な改善に活用する。

(3)基金助成事業の効果を高めるため、平成
20事業年度においては、活動団体の事業
企画などに関する相談に応じられるよう調

査・研究を行うとともに、職員の専P5性の

向上を図るための研修を計画的に行う。

ため、各種提出書類の電子化などを行つて

いるか。

【助成金交付までの事務処理期間短縮】

0 助成金交付申請書受理日から交付決定
日までの平均処理期間について、中期計画

を達成しているか。

【基金の効率的な運用の検討】

0 安全で安定的な運用収益を確実に上げ
るための運用方法を検討し、計画的に導入

しているか。

【基金の運用実績】

O 長期金利の指標である国債の平均金利
を上回る運用収益を上げているか。

【助成事業の事後評価の実施】

0 毎年度、評価すべき重点事項を定めた事
後評価方針を定め、当方針に基づき事後評

価を実施しているか。

【事後評価の成果の反映】

0 事後評価の結果を速やかに公表すると
ともに、その結果が、募集要領、選定方針

等の基金助成制度の継続的な改善に活用

されているか。

【職員の専門性の向上】

O ttP5性 の高い職員を育成し、助成団体の
事業実施に対し的確な助言ができている

か。

13



福祉医療機構の評価の視点 (昌誕)

(4)事後評価等の結果を踏まえ、事業効果の
高い事業等の周知とその効果的な普及を推

進すること。

退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営

する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づ

き、社会福祉施設等に従事する職員について退

職手当共済制度を確立し、もつて社会福祉事業

の振興に寄与するため、以下の点に留意してそ

の適正な実施に努めること。

(4)助成事業の事後評価後においても、活動
団体の継続的な状況の把握に努める。

(5)事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高
い優れた助成事業等を公表し、広く周知を行

うほか、他の助成団体等との情報の共有化等

を行う。

(6)事業効果の高い優れた事業については、
効果的な普及を行う。このため、助成事業説

明会や報告会並びに相談会を中期目標期間

内に15回以上開催する。

退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営

する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づ

き、社会福祉施設等に従事する職員について退

職手当共済制度を確立し、もつて社会福祉事業

の振興に寄与するため、以下の点に留意してそ

の適正な実施に努める。

(4)助成事業の事後評価後においても、平成
20事業年度において、 1年経過後に行う
フォローアップ調査に加え、さらに数年後

にもフォローアップ調査を計画・実施し、

活動団体の継続的な状況の把握に努めると

ともに、その成果を平成21事業年度の募
集要領及び選定方針等に活かす。

(5)事後評価結果等を踏まえ、平成20事業
年度において、事業効果の高い優れた助成

事業等をホームベージや広報誌などで/A・表

し、広く周知を行うほか、他の助成団体等

との情報の共有化や意見交換を行うなどに

より、民間福祉団体のニーズをle握する。

(6)事業効果の高い優れた事業については、
効果的な普及を行う。

① 優れた助成事業の周知及び効果的な普
及を行うため、平成20事業年度におい
て、助成事業説明会や報告会並びに相談会

を計 3回以上開催する。
② 助成事業の内容や助成団体並びにその
成果物等について、全国的な普及を図ると

ともに、顧客の利便性に資するため、平成

20事業年度において、電子図書館システ
ムを構築し、試行的に運用を開始する。

7 退贈手当共済事業
退職手当其済事業は、社会福祉施設等を経営

する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づ

き、社会福祉施設等に従事する職員について退

職手当共済制度を確立し、もつて社会福祉事業

の振興に寄与するため、以下の点に留意してそ

の適正な実施に努める。

なお、当該事業における被共済職員数、退職

手当支給者数、退職手当金支給額及び単位掛金

額を次のとおり見込む。

(参考)

【事後評価後の継続的フォローアップの実

施】           
´

0 事後評価後における活動団体の状況に
ついても、継続的に把握しているか。

【事後評価結果の公表等】

O 事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高
い優れた助成事業等を/A・表し、広く周矢0を

行つているか。

O 他の助成団体等との情報の共有化等を
行つているか。

【助成事業説明会等の開催】

O 事業効果の高い優れた事業について、効
果的な普及を行うため、助成事業説明会や

報告会並びに相談会について、中期計画に

示されたとおり実施しているか。

4月 1日現在の被共済鷹員数

退職手当金支綸者数

退 職 手 当 金 支 給 額

単 位 掛 金 額

673,337人
79,558人

89,592,382f円
44,700円



福祉医療機構の評価の視点 (男調)

(1)退 職手当金の給付事務の効率化により、
請求書の受付から給付までの平均処理期間

の短縮を図ること。

(2)利 用者への説明会や提出書類の簡素化等
により、利用者の手続き面での利便性の向

上及び負担の軽減に努めること。

(3)業務委託先への業務18導を徹底すること
により、窓□相談、届出受理の機能強化を

図ること。

心身障害者扶量保険事業

心身障害者扶養保険事業 (以下「扶姜保険事

業」という。)については、地方公共団体が実

(1)退職手当金支給に係る事務処理の効率化
を図ることにより、請求書の受付から給付ま

での平均処理期間を75日 以内とする。

(2)業務委託先が実施する共済契約者の事務
担当者に対する実務研修会に機構職員を派

遣し、制度内容の周知と適正な手続きに関す

る指導を行うとともに、必要に応して共済契

約者を直接訪間して個別招導を行う。

(3)提出書類の電子届出化及び簡素化等を進
めることにより、利用者の手続き面での負担

を軽減する。

(4)業務委託先の窓□相談・届出受理の機能
強イじを図るため、業務委託先の事務担当者に

対する事務打含せ会を実施するほか、必要に

応して業務委託先を個別に訪問して業務指

導の徹底を行う。

8 心身障害者扶養保険事業
心身障害者扶量保険事業 (以下「扶姜保険事
業Jという。)については、地方公共団体が実

(1)請求書の受付から給付までの平均事務処
理期間について、事務処理の効率化を図り

ながら、75日以内とする。

(2)共済契約者の事務担当者を対象に業務委
託先が実施する全ての実務研修会に機構職

員を派遣し、制度内容の周知、掛金届や請

求書等の作成上の留意点等について指導す

る 。

また、実務研修会が開催された都道府県に

おいては、必要に応して共済契約者を直接訪

間し、事務取扱について指導を行う。

(3)利用者の手続き面での負担を軽減するた
め、次の措置を請じる。

① 平成 19年度より運用を開始した掛金
納付対象職員届の電子届出システムにつ

いて、利用者アンケート調査を実施し、そ

の結果をシステム改善や操作性向上に反

映させ、利用促進を図る。

② 施設等新設届・申出書について、電子届
出システムで作成できる機能の運用を開

始する。

③ 請求書・退職届について、二次元パーコ
ートを付加した作成支援システムをホー

ムページに掲載し、運用を開始する。

④ 上記以外の届書について、入力と印刷が
可能な電子媒体としてホームページに掲

載し、利用者への提供を開始する。

(4)業務委託先の事務担当者に対する事務打
合せ会を実施し、事務処理の円滑・適正な

実施を周知する。

また、必要に応して業務委託先を個別に訪

問して業務指導の徹底を行う。

8 心身障害者扶量保険事業
心身陣害者扶量保険事業 (以下「扶量保険事

業」という。)については、地方公共団体が実

【退職手当金給付事務の事務処理期間短縮】

○ 請求書受付日か ら退職手当金の振込 日
までの所要期間について中期計画を達成

しているか。

なお、退職手当金の支給原資のうち、国

及び地方公共団体の補助金等の予算制約

が生 した場合は、当該事情を考慮する。

【利用者への制度内容の周知等】

○ 共済契約者の事務担当者に対する実務
研修会等において、制度内容の周知と適正

な手続きに関する指導に努めているか。

O 必要に応 して共済契約者を直接訪問して
個別指導を行つているか。

【提出書類の電子届出化等】

O 提出書類の電子届出化及び簡素化等を
進めることにより、利用者の手続き面での

負担を軽減 しているか。

【業務指導等の強化】

○ 業務委託先の事務担当者に対する事務打
合せ会を実施するほか、必要に応して業務委

託先を個別に訪問 して業務指導の徹底を行

っているか。



福祉医療機構の評価の視点 (男調)

施する′b身障害者扶養共済制度 (以下「扶養共
済制度」という。)によって地方/AN共団体が加
入者に対して負う共済責任を保険する事業に

関する業務を安定的に行うことにより、心身障

害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の
心身障害者の生活安定に寄与することを目的

とし、以下の点に特に留意してその適正な実施

に努めること。

なお、扶養共済制度に関し、国においては、

その安定的な運営を図り、将来にわたり障害者

に対する年金給付を確実に行うため、19年度
末の積立不足に対応し、機構が定期的に行う扶

量共済制度の長期的な財政状況の検証を踏ま

え、毎年度予算編成を経て必要な財政支援措置

を各地方公共団体とともに請することとし、機

構は、上記の国・地方公共団体による財政措置

を踏まえ、資金の安全かつ効率的な運用に努め

ること。

(1)財政状況の検証
扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来

にわたり障害者に対する年金給付を確実に

行うため、毎年度、扶贅保険事業の財政状況

を検証するとともに、力D入者等に対し公表す

ること。

なお、国においては少な<とも5年ごとに
保険料水準等の見直しを行なうこととして

いることから、基礎数値等見直しに必要な情

報を提供するとともに、将来的に当該事業の

安定的な運営に支障が見込まれる場合には、

厚生労働大臣に対しその旨申出をすること。

(2)扶養保険資金の運用
① 基本的考え方

扶養保険資金の運用については、制度に

起因する資金の特性を十分に踏まえ、長期

的な観点から安全かつ効率的に行うことに

より、将来にわたつて扶量保険事業の運営

の安定に資することを目的として行うこ

と。

施する,じ身障害者扶養共済制度 (以下「扶量其

済制度」という。)によって地方公共団体が力0
入者に対して負う共済責任を保険する事業に

関する業務を安定的に行うことにより、出身障

害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の

心身障害者の生活安定に寄与することを目的

とし、以下の点に特に留意してその適正な実施

に努める。

(1)財政状況の検証
扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来

にわたり障害者に対する年金総付を確実に

行うため、毎年度、扶養保険事業の財政状況

を検証するとともに、力0入者等に対し公表す

る。

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告す

るとともに、将来的に当該事業の安定的な運

営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大

臣に対しその旨申出をする。

(2)扶量保険資金の運用
① 基本的考え方

扶量保険資金の運用については、制度に

起因する資金の特性を十分に踏まえ、厚生

労働大臣の認可を受けた金銭信託契約の内

容に基づき、長期的な観点から安全かつ効

率的に行うことにより、将来にわたつて扶

量保険事業の運営の安定に資することを目

的として行う。

このため、分散投資を基本として、長期

的に維持すべき資産構成割合 (以下「基本

ポートフォリオ」という。)を、心身障害

施する心身障害者扶養共済制度によつて地方

公共団体が加入者に対して負う共済責任を保

険する事業に関する業務を安定的に行うこと

により、′じ身陣害者の保護者の不安を解消し、

保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与

することを目的とし、以下の点に特に留意して

その適工な実施に努める。

なお、当該事業における新規加入者数その他

を次のとおり見込む。

(参考)

(1)財政状況の検証
平成19年度の決算を踏まえ、財務状況検
討会で財務状況の検証を行い、検証結果を報

告書に取りまとめ、厚生労働省へ報告すると

ともに、①地方公共団体に対しては、事務担

当者会議において報告、②力D入者等に対して

は、ホームページで公表、③障害者関係団体

(親の会等)に対しては、情報提供を行う.
また、検証の結果、将来的に当該事業の安

定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚

生労働大臣に対しその旨申出を行う。
,

(2)扶養保険資金の運用
① 基本的考え方

扶震保険資金の運用については、制度に

起因する資金の特性を十分に踏まえ、厚生

労働大臣の認可を受けた金銭信託契約の内

容に基づき、長期的な観点から安全かつ効

率的に行うことにより、将来にわたって扶

量保険事業の運営の安定に資することを目

的として行う。

このため、分散投資を基本として、長期

的に維持すべき資産構成割合 (以下「基本

ポ‐トフォリオ」という。)を、心身陣審

区   分 平成 20事 業年度

新 規 加 入 者 数

新規 年金 受 給 者 数

保険 対 象加 入 者 数

年金綸付保険金支払対象障害者数

死亡 。障害保険金額

年金 綸付 保 険 金 額

598人
2,314人
89,102人
46,381人

8,281,800=F円
11,286,196千 円

【財務状況の検証と公表】

O 毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証
するとともに、加入者等に対し公表してい

るか。

【扶量保険資金の運用】

0 長期的に維持すべき資産構成割合 (以下
「基本ポートフォリオ」という。)を、心身
障害者扶量保険資産運用委員会の議を経た

上で策定し、扶量保険資金の運用を行ってい

るか。



福祉医療機構の評価の視点 (男調)

② 運用の目標

厚生労働大臣が別途指示する運用利回り

を確保するため、長期的に維持すべき資産

構成割合 (以下「基本ポートフォリオ」と

いう。)を定め、これに基づき管理を行う
こと。

各年度において、各資産ごとに各々のベ

ンチマーク収益率を確保するよう努めると

ともに、中期目標期間において、各々のベ

ンチマーク収益率を確保すること。

ベンチマークについては、市場を反映し

た構成であること、投資可能な有価証券に

より構成されていること、その指標の詳細

が開示されていること等の条件を満たす適

切な市場指標を用いること。

③ 運用におけるリスク管理

扶量保険資金については、分散投資によ

る運用を行うとともに、運用に伴う各種リ

スクの管理を行うこと。

④ 年金綸付のための流動性の確保

扶養保険事業の財政見通し及び収支状況

を踏まえ、年金綸付等に必要な流動性 (現

金等)を確保すること。

⑤ 運用に関する基本方針の策定

扶量保険資金の運用について、基本方針

を策定すること。

者扶姜保険資産運用委員会 (資産運用に精

通した外部専P5家により構成される組織を

いう。以下「資産運用委員会」という。)

の議を経た上で策定し、扶養保険資金の運

用を行う。

② 運用の日標

厚生労働大臣が別途指示する運用利回り

を長期的に確保するため、基本ポートフォ

リオを定め、これを適切に管理する。

また、運用受話機関の選定、管理及び評

価を適切に実施すること等により、各年度

における各資産ごとのベンチマーク収益率

を確保するよう努めるとともに、中期目標

期間においても各資産ごとのベンチマーク

収益率を確保する。

ベンチマークについては、市場を反映し

た構成であること、投資可能な有価証券に

より構成されていること、その指標の詳細

が開示されていること等の条件を満たす適

切な市場指標を用いる。

③ 運用におけるリスク管理

リターン・リスク等の特性が異なる複数

の資産に分散投資することをリスク管理の

基本とし、運用に伴う各種リスクの管理を

適切に行う。

④ 年金給付のための流動性の確保

年金給付等に必要な流動性 (現金等)を
確保するとともに、効率的な現金管理を行

う。

⑤ 運用に関する基本方針の策定及び定期的

見直し

扶養保険資金の運用に関する基本方針を

資産運用委員会の議を経た上で策定し、公

表するとともに、少なくとも毎年 1回検討

者扶養保険資産運用委員会 (資産運用に精

通した外部専門家により構成される組織を

いう。以下「資産運用委員会」という。)

の議を経た上で策定し、扶量保険資金の運

用を行う。

② 運用の目標

ア 基本ポー トフォリオに基づきリバラ
ンスを行い、これを適切に管理する。

運用受話機関の選定、管理及び評価を

適切に実施すること等により、各資産ご

とのベンチマーク収益率を確保するよ

う努める。

ベンチマークについては、中期計画の

条件を満たす適切な市場指標を用いる。

③ 運用におけるリスク管理

リターン・リスク等の特性が異なる複数

の資産に分散投資することをリスク管理の

基本とし、運用に伴う各種リスクの管理を

行う。

④ 年金給付のための流動性の確保

年金給付等に必要な流動性 (現金等)を
確保するとともに、効率的な現金管理を行

9。

⑤ 運用に関する基本方針の策定及び定期的

見直し

扶姜保険資金の運用に関する基本方針を

資産運用委員会の議を経た上で策定し、公

表する^

【運用の目標】

○ 基本ポートフォリオは、厚生労働大臣が
別途指示する運用利回りを長期的に確保

するよう定めているか。

O 基本ポー トフォリオを適切に管理して
いるか。

【運用受話機関の選定、管理及び評価】

○ 運用受話機関の選定、管理及び評価を適
切に実施しているか。

【各資産ごとの対ベンチマーク超過収益率】

○ 各年度において、各資産ごとのベンチマ
ーク収益率を確保するよう努めているか。

O 中期目標期間において、各資産ごとのベ
ンチマーク収益率を確保しているか。

【評価ベンチマークの設定】

○ ベンチマークについては、市場を反映し
た構成であること等の条件を満たす適切

な市場指標を用いているか。

【運用におけるリスク管理】

O 扶量保険資金の管理及び運用に伴う各
種リスクの管理を適切に行つているか。

【年金綸付のための流動性の確保】

0 年金給付等に必要な流動性 (現金等)を
確保するとともに、効率的な現金管理を行

つているか。

【運用に関する基本方針の策定及び定期的見

直し】

0 扶量保険資金の運用に関する基本方針
を資産運用委員会の議を経た上で策定し、
公表しているか。



福祉医療機構の評価の視点 (ヨ言)

⑥ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオは、扶養保険事業の

数理上の前提と整合的なものとなるように

策定することとし、その際、以下の点に留

意すること。
・ 厚生労働大臣が別途指示する運用利

回りを確保するような資産構成とする

こと。
・ 扶量保険事業の短期資金需要等を踏
まえて策定すること。
・ 扶養保険事業の財政の安定化の観点
から、変動リスクを二定範囲に抑える

資産構成とすること。その際、株式の

リタ‐ン・リスクについては、そのリ

スク特性に配慮しつつ、慎重に推計を

行い、ポートフォリオ全体のリスクを

最小限に抑制すること。

⑦ 基本ポートフオリオの見直し

基本ポートフォリオの策定時に想定した

運用環境が現実から乖離していないかなど

を加え、必要があると認めるときは速やか

に見直しを行う。

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え方

資産運用委員会の議を経た上で策定され

る基本ポートフォリオは、扶養保険事業の

数理上の前提と整合的なものとなるように

策定することとする。

その際、厚生労働大臣が別途指示する運

用利回りを確保するような資産構成とし、

扶養保険事業の財政の安定イじの観点から変

動リスクを一定範囲に抑える。

併せて、株式のリターン・リスクについ

ては、そのリスク特性に配慮しつつ、慎重

に推計を行い、基本ポートフォリオ全体の

リスクを最小限に抑制する。

⑦ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオを構成する資産区分

については、国内債券、国内株式、外国債

券、外国株式及び短期資産とする。

扶量保険事業の短期資金需要等に配慮

して、基本ポートフォリオを次のとおり定

める。また、各資産に固有の収益率の変動

の大きさ、基本ポートフォリオにおける組

入比率の大きさ、取引コスト等を総合的に

勘案し、乖離許容幅を次のとおり設定す

(目標収益率3.2幌、標準偏差 5.05%)
③ 基本ポ‐トフォリオの見直し

基本ポートフオリオの策定時に想定した

運用環境が現実から乖離していないかなど

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え方

資産運用委員会の議を経た上で策定され

る基本ポートフォリオは、扶量保険事業の

数理上の前提と整合的なものとなるように

策定することとする。

その際、厚生労働大臣が別途指示する運

用利回りを確保するような資産構成 とし、

扶量保険事業の財政|の安定化の観点から変

動リスクを一定範囲にlmえる。

併せて、株式のリターン・リスクについ

ては、そのリスク特性に配慮しつつ、慎重

に推計を行い、基本ポートフォリオ全体の

リスクを最小限に抑制する。

⑦ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオを構成する資産区分

については、国内債券、国内株式、外国債

券、外国株式及び短期資産とする。

扶量保険事業の短期資金需要等に配慮し

て、基本ポートフォリオを次のとおり定め

る。また、各資産に固有の収益率の変動の

大きさ、基本ポートフォリオにおける組入

比率の大きさ、取31コ スト等を総合的に勘

案し、乖離許容幅を次のとおり設定する。

区  分 ヨ豊J民ホ・―トフォリJ 乖離許容幅

国肉債券 71.6% ±8%
国内株式 7.8% ±5%
外国債券 7.8% ±5%
外国株式 7.8% ±5%
短期資産 5_0% ±4%

③ 基本ポートフォリオの見直し

基本ポートフォリオの策定時に想定した

運用環境が現実から乖離していないかなど

0 運用に関する基本方針について、少な<
とも毎年 1回検討を力0え、必要があると認
めるときは速やかに見直しを行つている

1)。

【基本ポートフォリオの基本的考え方】

0 基本ポートフォリオは、中期目標で示さ
れた留意点を踏まえ、扶養保険事業の数理

上の前提と整合的なものとなるように適

切に策定しているか。

【基本ポートフォリオの見直し】

0 基本ポートフォリオの策定時に想定し
た運用環境が現実から乖離していないか



福祉医療機構の評価の視点 (多ミ)

についての検証を行い、必要に応して随時

見直すこと。

③ リスク管理の徹底     ´
基本ポートフォリオ管理を適切に行うと

ともに、資産全体、各資産、各運用受話機

関及び各資産管理機関のリスク管理を行う

こと。

について、毎年 1回、資産運用委員会で検
証を行うとともに、必要に応して随時見直

す。

③ 基本ポートフォリオの管理及びその他の

リスク管理

基本ポートフォリオを適切に管理するた

め、資産全体の資産構成割合と基本ポート

フォリオとの乖離状況を少なくとも月 1回
把握するとともに、必要な措置を講じる。

扶養保険資金について、運用受話機関ヘ

の委託等により運用を行うとともに、運用

受話機関及び資産管理機関からの報告等に

基づき、資産全体、各資産、各運用受話機

関及び各資産管理機関について、以下の方

法によリリスク管理を行う。
・ 資産全体

資産全体のリスクを確認し、リスク

負担の程度について分析及び評価を行

うとともに、必要な措置を講じる。

各資産

市場リスク、流動性リスク、F用リ
スク等を管理する。また、金融。資本
市場のグローバル化、緊密イしの進展を

踏まえ、ソフリン・リスク (外国政府

の債務に投資するリスク)についても
注視する。

各運用受話機関

運用受話機関に対し運用ガイ トライ

ン及びベンチマークを示し、各社の運

用状況及びリスク負担の状況を把握

し、適切に管理する。

また、運用受話機関の信用リスクを

管理するほか、運用体制の変更等に注

意する。

各資産管理機関

資産管理機関に対し資産管理ガイド

ラインを示し、各機関の資産管理状況

を把握し、適切に管理する。

また、資産管理機関の信用リスクを

管理するほか、資産管理体制の変更等

について、平成20年度中に 1回、資産運
用委員会で検証を行うとともに、必要に応

して随時見直す。

③ 基本ポー トフォリオの管理及びその他の

リスク管理

基本ポー トフォリオを適切に管理するた

め、資産全体の資産構成割合と基本ポート

フォリオとの乖離状況を少なくとも月 1回
把握するとともに、必要な措置を講じる。

扶養保険資金について、運用受話機関ヘ

の委託等により運用を行うとともに、運用

受話機関及び資産管理機関からの報告等に

基づき、資産全体、各資産、各運用受託機

関及び各資産管理機関について、以下の方

法によリリスク管理を行う。
・ 資産全体

資産全体のリスクを確認し、リスク

負担の程度について分析及び評価を行

うとともに、問題がある場合には適切

な措置を講じる。

・ 各資産

各資産における管理すべき市場リス

ク、流動性リスク、信用リスク等を把

握し適切に管理する。また、ソフリン・

リスクについても注視する。

・各運用受託機関及び各資産管理機関

運用受話機関及び資産管理機関に対

し運用及び資産管理に関するガイ ドラ

インを示し、機関の運用状況及びリス

ク負担の状況を把握 し、通切に管理す

る。

また、運用受話機関及び資産管理機

関の信用リスクを管理するほか、運用

体制及び資産管理体制の変更等に注意

する.

などについて、毎年 1回、資産運用委員会
で検証を行うとともに、必要に応 じて随時

見直 しているか。

【乖離状況の把握等】

○ 資産全体の資産構成割合と基本ポー ト
フ ォリオとの乖離状況を少な <と も毎月
1回把握 し、必要な措置を講 しているか。

【資産全体のリスク管理】

○ 資産全体のリスクを確認し、リスク負担
の程度について分析及び評価を行うとと

もに、問題がある場合には必要な措置を請

しているか。

【各資産のリスク管理】

○ 各資産ごとに市場リスク、流動性リス
ク、信用リスク等を管理しているか。

O ソフリン・リスク (外国政府の債務に投資
するリスク)についても注視しているか。

【各運用受話機関及び各資産管理機関】

0 運用受話機関に対し運用ガイ ドライン
及びベンチマークを示し、各社の運用状況

及びリスク負担の状況を把握し、適切に管

理しているか。

O 運用受話機関の信用リスクを管理 して
いるか.

0 資産管理機関に対し、資産管理ガイドラ
インを示し、各機関の資産管理状況を把握

し、通切に管理しているか。

O 資産管理機関の信用リスクを管理する
ほか、資産管理体制の変更等に注意してい



福祉医療機構の評価の視点 (ヨミ)

⑨ 運用手法

長期保有を前提としたインデックス運用

等のノヽッシフ運用を中心とすること。

⑩ 企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮し、株式

運用において個別銘柄の選択は行わないこ

と。また、長期的な株主等の利益の最大化

を目指す観点から、株主議決権の行使など

の適切な対応を行うこと。

① 扶養保険事業に関する生命保険契約にお

ける運用実績等の検証

扶量保険事業の財政状況の検証に資する

ため、毎年度、市場環境や投資行動の観点

から運用実績を確認する等の検証を行うこ

と。

(3)事務処理の適切な実施
心身障害者及びその保護者に対するサー

ビスの向上を図るため、扶養共済制度を運営

する地方公共団体と相互の事務処理が適切

になされるように連携を図ること。

福祉保健医療情報サービス事業 (WAM N
ET事業)
WAM NET事 業については、福祉及び保
健医療に関する情報システムの整備及び管理

を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民

間団体に対して全国規模での共通の基盤を提

供することにより情報交換の推進を支援し、併

せて福祉・介護及び保健医療サービスの利用者

に注意する。

⑩ 運用手法

各資産ともパッシフ運用を中心とする。

① 企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮し、株式

運用において個別銘柄の選択は行わない。

企業経営に直接影響を与えるとの懸念を

生じさせないよう株主議決権の行使は直接

行わず、運用を委託した民間運用機関の判

断に委ねる。ただし、運用受話機関への委

託に際し、コーボレートガバナンスの重要

性を認識し、議決権行使の目的が長期的な

株主利益の最大1じを目指すものであること

を示すとともに、運用受話機関における議

決権行使の方針や行使状況等について報告

を求める。

⑫ 扶養保険事業に関する生命保険契約にお

ける運用実績等の検証

扶養保険事業の財政状況の検証に資する

ため、毎年度、市場環境や投資行動の観点

から、外部有識者等からなる心身障害者扶

養保険事業財務状況検討会において運用実

績を確認する等の検証を行う。

(3)事務処理の適切な実施
心身障害者及びその保護者に対するサー

ビスの向上を図るため、扶養共済制度を運営

する地方公共団体と相互の事務処理が通切

になされるよう連携を図るため、事務担当者

会議を開催する。

9 福祉保健医療情報サービス事業 (WAM N
匡T事業)
WAM NttT事業については、福祉及び保
健医療に関する情報システムの整備及び管理

を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民

間団体に対して全国規模での共通の基盤を提

供することにより情報交換の推進を支援し、併

せて福祉・介護及び保健医療サービスの利用者

運用手法

各資産ともパッシブ運用を中心とする。

① 企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮し、株式

運用において個別銘柄の選択は行わない。

企業経営に直接影響を与えるとの懸念を

生じさせないよう株主議決権の行使は直接

行わず、運用を委託した民間運用機関の判

断に委ねる。ただし、運用受話機関への委

話に際し、コーボレートガバナンスの重要

性を認識し、議決権行使の目的が長期的な

株主利益の最大化を目指すものであること

を示すとともに、運用受話機関における議

決権行使の方針や行使状況等について報告

を求める。

⑫ 扶養保険事業に関する生命保険契約にお

ける運用実績等の検証

平成21年度 (平成20年度決算判明時)
から検証を行うための準備を行う。
・ 生命保険会社からの提出資料の確定
・ 分析手法の検討

(3)事務処理の適切な実施
事務担当者会議を2か所で開催し、適切に
事務処理を行うための留意事項の徹底等き

め細かに対応する。

福祉保健医療情報サービス事業 (WAM
NET事業)
WAM NET事 業については、福祉及び保
健医療に関する情報システムの整備及び管理

を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民

間団体に対して全国規模での共通の基盤を提

供することにより情報交換の推進を支援し、併

せて福祉・介護及び保健医療サービスの利用者

るか。

【運用手法】

○ 各資産ともパッシブ運用を中心として
いるか。

【企業経営等に与える影響への考慮】

○ 企業経営等に与える影響を考慮しヽ株式
運用において個別銘柄の選択は行つてい

ないか。

O 株主議決権の行使は直接行わず、運用を
委託した民間運用期間の判断に委ね、運用

受託機関に対し、コーボレートガバナンス

の重要性を認識し、議決権行使の目的が長

期的な株主利益の最大化を目指すもので

あることを示すとともに、運用受託機関に

おける議決権行使の方針や行使状況等に

ついて報告を求めているか。

【扶養保険事業に関する生命保険契約におけ

る運用実績等の検証】

O 扶量保険事業の財政状況の検証に資す
るため、毎年度、市場環境や投資行動の観
点から、外部有識者等からなる心身障害者
扶贅保険事業財務状況検討会において運

用実績を確認する等の検証 を行 つている

か。

【事務担当者会議の開催】

0 心身障害者及びその保護者に対するサ
ービスの向上を図るため、地方公共団体と

相互の事務処理が適切 になされるよう事

務担当者会議を開催 しているか。
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に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努めること。

(1)福祉保健医療情報に対する国民のニーズ
の高度化とこれら情報の提供機関の多様化

等に対応して、WAM NETの 特長を最大
限に活かすことができる事業への重点化を

図るとともに、提供する情報の質の向上等

に努めること。

(2)福祉保健医療施策及び機構業務の効率的
実施を推進するためにWAM NET基 盤を
活用すること。

(3)WAM N匡 丁事業について、運営費交付
金の縮減の観点から広告収入等の自己収入

の拡大に努めるほか、業務・システム最適

化計画に基づき業務委託の見直しを行うこ

とにより事務の効率イしを図ること。

また、専用サイトについては利用料を徴収

するなど、新たな自己収入の増加策について

検討し、業務・システム最適化計画の実施に

合わせて平成21年度末までに結論を得、更
なる自己収入の拡大に努めること。

に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努める。

(1)WAM NETの 特長を最大限に活かすこ

とができる介護関係情報、障害者福祉関係情

報、医療関係情報等の提供事業に重点化を図

るとともに、提供する情報の質の向上に努め

る。

(2)利用者ニーズに合わせて、コンテンツ及
び機能の見直しを行い、中期目標期間中にお

ける年間アクセス件数を 1,400万 件以
上、利用機関登録数を7.5万件以上とする
とともに、アンケート調査における情報利用

者の満足度を90%以 上とする。

(3)国の福祉保健医療施策及び機構業務の効
率的実施を推進するためにWAM NET基
盤を活用する。

(4)WAM NttT事 業について、運営費交付
金の縮減の観点から広告収入等の自己収入

の拡大に努め、中期目標期間の最終事業年度

において 1,500万円以上の自己収入を確
保するほか、業務・システム最適化計画に基

づき業務委託の見直しを行うことにより事

務の効率化を図る。

また、専用サイトについては利用料を徴収

するなど、新たな自己収入の増加策について

検討し、業務・システム最適イじ計画の実施に

合わせて平成21年度末までに結論を得、更
なる自己収入の拡大を図る。

に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努める。

(1)WAM NttTの 特長を最大限に活かすこ
とができる介護関係情報、

‐
障害者福祉関係

情報、医療関係情報等の提供事業について、

提供する情報の質の向上に努める。

(2)利用者ニーズに合わせて、コンテンツ及
び機能の見直しを行い、年間アクセス件数

の増加に努めるとともに、利用機関登録数

を6.8万件以上、アンケート調査におけ
る情報利用者の満足度の90%以 上を確保
する。          ′

(3)国の福祉保健医療施策を支援するため、
WAM NET基 盤を活用した者護師等姜成
所報告管理システム等を適切に運用すると

ともに、機構業務の効率的実施を推進する

ため、WAM NET基 盤を活用した電子届
出の拡充を図る。

(4)現在実施しているバナー広告等による自
己収入を確保するとともにt新たな自己収
入の増加策については検討のために、市場

調査等を行うなど情報の収集を行う。

【提供情報の質の向上】

O 福祉保健医療情報に対する国民のニー
ズに対応し、介護関係情報、障害者福祉関係

情報、医療関係情報等の提供事業に重点化を

図るとともに、質の向上に努めているか。

【利用者数及び利用者満足度の向上】

0 年間アクセス件数、利用機関登録数及び
利用者満足度について、中期計画を達成し

ているか。

【WAM NE丁 基盤の活用】
0 国の福祉保健医療施策及び機構業務の
効率的実施を推進するためにWAM NE
T基盤を活用しているか。

【広告収入等の自己収入の拡大】

0 自己収入の確保について、広告収入等の
自己収入の拡大に努め、中期計画を達成し

ているか。

【業務委託の見直し】

0 業務・システム最適化計画に基づき業務
委託の見直しを行うことにより事務の効

率化を図つているか。

【新たな自己収入の増加策の検討】

O 専用サイ トについては利用料を徴収す
るなど、新たな自己収入の増加策について

検討し、業務・システム最適化計画の実施

に合わせて平成 21年度末までに結論を
得、更なる自己収入の拡大を図つている

か.
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10 年金担保賞付事業及び労災年金担保貸付
事業

年金担保貸付事業については、厚生年金保険

制度、船員保険制度及び国民年金制度に基づき

支給される年金並びに労災年金担保貸付事業

については、労働者災害補償保険制度に基づき

支給される年金の受給者に対し、その受給権を

担保にする特例措置として低利で小□の資金

を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安

定を支援すること及び労災年金受給者の生活

を援護することを目的として、以下の点に留意

してその適正な事業実施に努めること。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付
事業においては、「独立行政法人整理合理

1ヒ計画」 (平成19年 12月 24日閣議決
定)に基づく運営費交付金の廃止、ヽ及び年
金担保貸付事業における貸付原資の自己調

達化を踏まえ、業務運営コストを分析し、

その通正1しを図るとともに、貸付金利の水

0年 金担保貸付事業及び労災年金担保貸付
事業

年金担保貸付事業については、厚生年金保

険制度、船員保険制度及び国民年金制度に

基づき支給される年金並びに労災年金担保

貸付事業については、労働者災害補償保険

制度に基づき支給される年金の受綸者に対

し、その受綸権を担保にする特例措置とし

て低利で小□の資金を貸し付けることによ

り、高齢者等の生活の安定を支援すること

及び労災年金受給者の生活を援護すること

を目的として、以下の点に留意してその適

正な事業実施に努める。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付
事業においては、「独立行政法人整理合理化

計画」 (平成19年 12月 24日閣議決定)
に基づく運営費交付金の廃止、及び年金担保

貸付事業における貸付原資の自己調達化を

踏まえ、業務運営コストを分析し、その適正

イヒを図るとともに、貸付金利の水準に適切に

10 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付
事業

年金担保貸付事業については、厚生年金保

険制度、船員保険制度及び国民年金制度に

基づき支給される年金の受給者に対 し、労

災年金担保貸付事業については、労働者災

害補償保険制度に基づき支給される年金の

受給者に対 し、その受給権を担保にする特

例措置として低利で小日の資金を貸し付け

ることにより、高齢者等の生活の安定を支

援することや労災年金受綸者の生活を援護

することを目的として、以下の点に留意し

てその適正な事業実施に努める。

また、業務運営に当たつては、利用者の利

便性に配慮 し、年金受綸者にとって無理の

ない返済となるよう配慮した運用に努める

とともに、年金担保貸付事業と労災年金担

保貸付事業を併せて実施するというメリッ

トを活かして効率的な業務運営に努める。

なお、当該事業における貸付契約額、資金

交付額及び原資を次のとおり見込む。

(参考 )

0年金担保貸付
区   分 平成 20事業年度

額

額

約

付

契

交

付

金

貸

資

千円

222,200,000
999_900000

辱資IⅧ言蒲 222,200,000(60.000,000)

年 栗

区   分 平成 20事 業年度

額

額

約

付

契

交

付

金

貸

資

千円

5,500,000
5,500,000

原 資 1貸付回収金等 5,500,000

(1)年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付
事業を安定的かつ効率的に運営するため、

業務運営コストを分析し、その適正化を図

るとともに、運営費交付金の廃止及び資金

調達方法の変更に伴う影響を貸付金利に適

切に反映させる。

【利率設定方式の見直し】

0 運営費交付金の廃上、及び年金担保貸付
事業における貸付原資の自己調達化を踏

まえ、業務運営コストを分析し、その適正

化を図つているか。

0 貸付金利に業務運営コストを適切に反
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準に適切に反映することにより、安定的で

効率的な業務運営に努めること。

(2)業務運営に当たつては、利用者の利便性
に配慮するとともに、借入申込時に年金受

給者にとって無理のない返済となるように

配慮した審査等を行うこと。

また、貸付後の返済方法などの返済条件の

緩和の必要性について検討し、適切な措置を

請じること。

(3)年金担保貸付制度及び労災年金担保貸付
制度の周知を図るとともに、受話金融機関

の窓□等における利用者への適切な対応に

努めること。

(4)年金受給者にとつて無理のない返済とな
るように配慮した審査等の実施に伴う事務

処理の増加を考慮しつつ、事務処理方法の

見直し等により、借入申込みから貸付実行

までの期間を平成 19年度と比較して短縮
するよう取組を行うこと。

11 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及
び承継教育資金貸付けあつせん業務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回収業務
承継年金住宅融資等債権管理回収業務に

ついては、回収金が国への納付により年金給

付の財源となることを踏まえ、以下の点に留

意してその適正な業務実施に努めること。

① 年金住宅融資等債権について、貸付先の
財務状況等の把握及び分析、担保物件及び
保訂機関又は保証人の保証履行能力の評

反映することにより、安定的で効率的な業務

運営に努める。

(2)業務運営に当たつては、利用者の利便性
に配慮するとともに、借入申込時に年金受給

者にとつて無理のない返済となるように配

慮した審査等を行う。

また、貸付後の返済方法などの返済条件の

緩和の必要性について検討し、適切な措置を

講じる。

(3)ホームページ、リーフレット等により、
年金担保貸付制度及び労災年金担保貸付制

度の周知を図る。         '

(4)受託金融機関の窓□等における利用者ヘ
の適切な対応に努めるために、受託金融機関

事務打合せ会議の開催場所、回数等を見直

し、更なる周知徹底に努める。

(5)年金受給者にとつて無理のない返済とな
るように配慮した審査等の実施に伴う事務

処理の増加を考慮しつつ、事務処理方法の見

直し等により、借入申込みから貸付実行まで

の期間を平成19年度と比較して短縮する
よう取組を行う。

11 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及
び承継教育資金貸付けあつせん業務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回収業務
承継年金住宅融資等債権管理回収業務に

ついては、回収金が国への納付により年金綸

付の財源となることを踏まえ、以下の点に留

意してその適正な業務実施に努める.

① 必要に応して関係行政機関及び受託金
融機関と緊密に連携しつつ、年 1回、貸
付先の財務状況等の把握及び分析を行う

(2)業務運営に当たつては、利用者の利便性
に配慮し、任繰剰余金について早期振込の

実施の検討を行う。

また、年金受総者にとって無理のない返済

となるよう配慮した運用に努めるとともに、

貸付後の返済条件の緩和措置等について検

討する。

(3)年金担保貸付制度及び労災年金担保貸付
制度の周知を図るとともに、生活に無理の

ない借入れなどの注意を促すため、ホーム

ページやリーフレット等による広報を行

9。

(4)受話金融機関の窓□等における利用者ヘ
の適切な対応に努めるために、受託金融機

関事務打合せ会議の開催場所、回数等を見

直し、更なる周知徹底に努める。

(5)年金受給者にとつて無理のない返済とな
るように配慮した審査方法等の検討を行う

とともに、借入申込から貸付実行までの事

務処理方法の問題点の洗い出しを行う。

11 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及
び承継教育資金貸付けあつせん業務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回収業務
承継年金住宅融資等債権管理回収業務

については、回収金が国への納付により年

金給付の財源となることを踏まえ、以下の

点に留意してその適正な業務実施に努め

る。

① 転貸法人等貴付先の財務分析を年 1回
行うとともに、受話金融機関及び監督官庁

との連携を図り、適切な債権管理及び着実

映する利率の設定方式となつているか。

【無理のない返済に配慮した審査等】

0 利用者の利便性に配慮するとともに、僣
入申込時に年金受給者にとつて無理のな

い返済 となるように配慮 した審査等を行

っているか。

O 貸付後の返済方法な どの返済条件の緩
和の必要性について検討 し、適切な措置を

請しているか。

【貸付制度の周知】

O 利用者に対 し、ホームベージ、リーフレ
ット等による制度周知を図つているか。

【受託金融機関に対する制度周知】

O 受託金融機関事務打合せ会議の開催場所、
回数等を見直し、更なる周知徹底に努めてい

るか。

【貸付実行までの事務処理期間短縮】

0 借入申込みから貸付実行までの期間を
平成 19年 度と比較 して短縮するよう取
組を行つているか .

なお、年金受給者にとつて無理のない返

済となるように配慮 した審査等の実施に

伴う事務処理の増加は考慮する。

【貸付先の財務分析】 【保証機関等の評価等】

0 関係行政機関及び受話金融機関と連携
しつつ、年 1回、貸付先の財務状況等の把
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価等を適時に行うことにより、適切な債権

管理に努めること。

年金住宅融資等債権について、適時的確

に回収を行うことにより、延滞債権の発生

の抑制に努めること。

延滞債権について、貸付先に対する督

促、保証機関又は保証人に対する保証履行

請求及び担保物件の処分等を通切に行う

ことにより、早期の債権回収に努めるこ

と。

(2)承継教育資金貸付けあっせん業務

とともに、適時、担保物件及び保証機関又

は保証人の保証履行能力の評価等を行う。

年金住宅融資等債権について、年 1回、
回収の難易度に応した債権分類の実施叉

は見直しを行う。

転貸債権に係るローン保証会社につい

て、年 1回、保証履行能力の把握及び分
析を行う。

年金住宅融資等債権について、必要に応

じて関係行政機関との協議を行いつつ、担

保や保証の状況等に応して適時的確に債

権回収を行うことにより、延滞債権の発生

の抑制に努める。

延滞債権について、貸付先に対する督

促、保証機関又は保証人に対する保証履行

請求及び担保物件の処分等を適切に行う

ことにより、早期の債権回収に努める。

転貸法人に対して必要な助言等を行う

ことにより、転賞法人による適切な債権回

収を推進する。

(2)承継教育資金貸付けあつせん業務

な債権回収を行う。

また、受話金融機関事務打含せ会議の開

催場所、回数等を見直し、受託金融機関に

対する指導を適切に行う。

② 年金住宅融資等債権について、年 1回、
貸付先についての債権分類を実施し、賞付

先の財務状況等を勘案した自己査定を行

9。

③ 転貸債権に係るローン保証会社につい
て、年 1回、保証履行能力の把握及び分析
を行う。

年金住宅融資等置権について、必要に応

して関係行政機関との協議を行いつつ、担

保や保証の状況等に応して適時的確に債

権回収を行うことにより、延滞債権の発生

抑制に努める。

また、経済情勢の変化に伴う□―ン返済

困窮者及び災害の被災者等に関しては、年

金住宅貸付の返済条件の変更措置を請ず

ることにより、被保険者の生活の安定を支

援しつつ、将来にわたる円滑な元利金の返

済を確保する。なお、災害等の被災者に係

る返済条件変更措置については、ホームペ

ージにより周知を図る。

長期延滞債権については、保証履行請求

及び担保物件の処分等により早期の回収

に努める。

⑥ 転貸法人に対して必要な助言等を行う
ことにより、転貸法人による適切な債権回

収を推進する。また、必要に応して転賞法

人に債権管理回収に係る指導専門員を派

遣し、年 1回以上指導専門員の打含せを行
い、転貸法人の債権管理に関する指導を通

切に行う。

(2)承継教育資金貸付けあつせん業務

握及び分析を行うとともに、適時、担保物

件及び保証機関又は保証人の保証履行能

力の評価等を行つているか。

【財務状況等を勘案した自己査定の実施】

0 年金住宅融資等債権について、年 1回、
回収の難易度に応した債権分類の実施又

は見直しを行つているか。

【保証履行能力の把握及び分析】

0 転貸債権に係るローン保証会社につい
て、年 1回 t保証履行能力の把握及び分析
を行つているか。

【違時的確な債権回収】

0 年金住宅融資等債権について、担保や保
証の状況等に応して適時的確に債権回収

を行い、延滞債権の発生の抑制に努めた

か。

【延滞債権への対応】

O 延滞債権について、貸付先に対する督
促、保証機関又は保証人に対する保証履行

請求及び担保物件の処分等を適切に行う

ことにより、早期の債権回収に努めている

か。

【転貸法人への指導強化】

O 転賞法人に対する鱈導・助言等を実施
し、転貸法人による通切な債権回収を推進

しているか .



福祉医療機構の評価の視点 (案)

「独立行政法人整理合理化計画」を踏ま

え、平成20年度から承継教育資金貸付けあ
っせん業務を体止すること。

第5 財務内容の改善に関する事項
通則法第 29条 第 2項第 4号の財務内容
の改善に関する目標は、次のとおりとする。

運営費交付金以外の収入の確保

運営費交付金を充当して行う事業について

は、それぞれの事業1目的を損なわない範囲で、

利用者負担その他の自己収入を確保すること

に努めること。

自己資金調達による貸付原資の確保

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業に

おいて、財投機関債の発行等による資金調達を

適切に行うこと。

資産の有効活用

機構の保有する資産の活用方法について、自

己収入の増加を図る等の観点から、中期目標期

間中に見直しを行うこと。

承継教育資金貸付けあつせん業務につい

ては、平成20年度から業務を休止する。

予算、収支計画及び資金計画

予算

別表 1の とおり
収支計画

別表 2のとおり
資金計画

別表 3のとおり

短期借入金の限度頓

限度額

91,600百 万円

2 想定される理由
(1)運営費交付金の受入れの遅延等による資
金不足に対応するため。

(2)一般勘定において、貸付原資の調達の遅
延等による貸付金の資金不足に対応するた

め。

(3)年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付
勘定において、貸付原資に充当するため。

(4)共済勘定において、退職者の増加等によ
る給付費の資金不足に対応するため。

(5)予定外の退職者の発生に伴う退鷹手当の
支給等、偶発的な出費に対応するため。

第6 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ
うとするときは、その計画

宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建3戸 )、 川
西宿舎 (兵庫県川西市、戸建 1戸 )、 千里山

田宿舎 (大阪府吹田市、区分所有建物 2戸 )
及び戸塚宿舎(横浜市戸塚区、集合住宅 1棟 )
を売却する。

第7 剰余金の使途
・全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための原資

職員の資質向上のための研修等の財源
・長毒・子育て・障害者基金勘定に係る事項

剰余金が生した年度の翌年度以降の助成

の業務の財源

第4
1

第5
1

平成20年度は、承継教育資金賞付けあつ
せん業務については、業務を体止する。

予算、収支計画及び資金計画

予算

別表 1のとおり
収支計画

別表 2のとおり
資金計画       、

別表 3のとおり

短期僣入金の限度額

限度額

91,600百 万円

2 想定される理由
(1)運営費交付金の受入れの運延等による資
金不足に対応するため。

(2)一般勘定において、貸付原資の調達の遅
延等による貸付金の資金不足に対応するた

め。

(3)年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付
勘定において、貸付原資に充当するため。

(4)共済勘定において、退職者の増力0等によ
る給付費の資金不足に対応するため。

(5)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の
支給等、偶発的な出費に対応するため。

第 6 重要な財産を譲渡 し、又は担保に供しよ
うとするときは、その計画

宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建 3戸 )、 川
西宿舎 (兵庫県川西市、戸建 1戸 )、 千里山
田宿舎 (大阪府吹田市、区分所有建物 2戸 )
及び戸塚宿舎(横浜市戸塚区、集合住宅 1棟 )
の売却を進める。

第7 剰余金の使途
・全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための原資

職員の資質向上のための研修等の財源
・長寿 。子青て 。障害者基金勘定に係る事項

剰余金が生 した年度の翌年度以降の助成

の業務の財源

第4
1

第5
1

【運営贅交付金以外の収入の確保】

0 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医
療情報サービス事業については、それぞれ

の事業目的を損なわない範囲で自己収入

の確保に努めているか。

【自己資金調達による貸付原資の確保】

0 福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事
業において、財投機関債の発行等による資

金調達を適切に行つているか。

【保有資産の見直 し】

O 宝塚宿舎等の売却については、計画どお
り適切に実施 しているか。
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福祉医療機構の評価の視点 (ヨミ)

第6 その他業務運饉に関する重要事項
通則法第 29条 第 2項第 5号のその他業
務運営に関する重要目標は、次のとおりとす

る。

人事に関する事項

(1)効率的かつ効果的な業務運営を行うため、
組織編成及び人員配置を実情に応 して見直

すこと。

(2)人事評価制度の運用により職員の努力と
その成果を適正に評価するとともに、人材

の育成に努め、士気及び専 P3性の高い組織

運営に努めること。

・労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処するための

貸付原資

第8 その他主務省令で定める業発運営に関す
る事項

独立行政法人福祉医療機構の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令 (平成 15年
厚生労働省令第148号)第 4条の業務運営
に関する事項は、次のとおりとする。

1 職員の人事に関する計画
(1)方針
① 業務処理方法の改善等を図り組織のス
リムイヒに努めるとともに、各業務の特性や

業務量を踏まえ、組織編成及び人員配置を

実情に即して見直す。

② 人事評価制度の適正な運用を行い、評価
結果を人事及び給与等に反映し、士気の高

い組織運営に努める。

③ 質の高いサービスの提供を行うことが
できるように、各業務の特性に応して、専

P3性の高い職員の育成 。確保に努める。

担当業務に必要な知識・技術の習得、職

員の能力開発等を目的として各種研修を

実施する。

(2)人員に係る指標
期末の常勤臓員数を期初の常勤職員数の

100%以 内とする。
(参考 1)期初の常勤職員数 299人
(参考 2)中期目標期間中の人件費総額見込
、  み11,509 百万円

ただし、上記の額は、役員報酬並

びに職員基本給、職員諸手当及び時

間外勤務手当に相当する範囲の費

用である。

2 施設及び設備に関する計画
なし

・労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処するための

貸付原資

第8 その他主務省令で定める業務運営に関す
る事項

1 職員の人事に関する計画
(1)方針
① 事務 。事業の合理イじ・効率化を図り、業
務の実態を踏まえつつ組織のスリム化を

図るとともに、業務の量及び質に対応し

た、より適正な組織編成及び人員配置を行

う。

② 人事評価結果を活用した人事や更なる
給与への反映等の取組を進める。

③ 苦手職員の育成を目的とした福祉医療
分野に関する専P5研修を実施するととも

に、福祉医療経営指導事業における専P3性

の高い職員を育成するための研修体系の

構築を進める。

④ 平成19年度に導入した教育・訓練プロ
グラムの運用の改善を図り、各事業部P3毎

に必要な知識・技術の習得、及び職階毎に

求められる個人の能力開発等を目的とし

たより効果的な研修を実施する。

(2)人員に係る指標
平成20年度末の常勤臓員数を年度当初
の100%以 内とする。

施設及び設備に関する計画

なし

【職員の人事に関する計画】

0 職員の人事に関する計画について、中期
計画に掲げる方針に基づき、実施等してい

るか。

【人員に係る指標】

O 期末の常勤職員数が期初の常勤職員数
の 100%以 内となつているか。



福祉医療機構の評価の視点 (ヨ護)

3 積立金の処分に関する事項
前期中期目標の期間の最終事業年度におい

て、独立行政法人通則法第44条の処理を行つ
てなお積立金があるときは、その額に相当する

金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額
について、長春・子育て。障害者基金の助成事

業及び自己収入財源で取得し、当期へ繰り越し

た固定資産の減価償却に充てることとする。

3 積立金の処分に関する事項
前期中期目標期間からの繰越積立金は、長

寿・子育て・障害者基金の助成事業及び前期中

期目標期間中に自己収入財源で取得し、当期ヘ

繰り越した固定資産の減価償却に充てること

とする。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

独立行政法人福祉医療機構は、国の

福祉政策及び医療政策と密接に連携し

つつ、貸付その他の公共性の高い多様

な事業を公正かつ総合的に実施するこ

とにより、わが国の福祉の増進並びに

医療の普及及び向上に貢献することが

期待されている。

独立行政法人通則法 (平成 11年法
律第 103号 )第 29条 第 1項の規定
に基づき、独立行政法人福祉医療機構

が達成すべき業務運営に関する目標を

次のように定める。

平成20年 2月 29日

第 1 中期目標の期間
独立行政法人通貝J法 (以下「通

則法」という。)第 29条第 2項
第 1署の中期目標の期間は、平成
20年 4月から平成25年 3月ま
での 5年とする。

第 2 法人全体の業務運営の改善に
関する事項

独立行政法人の趣旨を十分に踏

まえ、業務実施方法の更なる改善

を図り、機構に期待される社会的

使命を効率的、効果的に果たすこ

とができるよう、経営管理の充

実 。強化を図ること。

効率的かつ効果的な業務運営体

制の整備

国の政策や福祉医療に係る事業経

厚 生 労 働 大 臣

舛 添  要 ―

独立行撃法人福祉医療機構は、国の

政策と連携した福祉医療分野の事業等

を通し、国民に信頼される総合的支援

機関として、 31き続き適切な業務運営

に努めることとする。

独立行政法人通則法 (平成 11年法
律第 103号 )第 29条 第 1項の規定
に基づき、平成20年 2月 29日 付け
をもって厚生労働大臣から指示のあっ

た独立行政法人福祉医療機構中期目標

を達成するため、同法第 30条の規定
に基づき、次のとおり、独立行政法人

福祉医療機構中期計画を作成する。

平成 20年 2月 29日

独立行政法人福祉医療機構

理事長 山 □ 剛 彦

第 1 法人全体の業務運営の改善に
関する目標を達成するためにと

るべき措置

機構に期待される社会的使命を

効率性、有効性を持って果たして

いくために、第
=期
中期目標期間

においては、「専門性の向上」と

「業務間の連携強化」を図り、総

含力の発揮を目指して、次のよう

な機構の事業全般にわたる共通の

取組を実施することとする。

1 効率的かつ効果的な業務運営体
制の整備
(1)国の政策や福祉医療に係る事業

独立行政法人福祉医療機構は、国の

政策と連携した福祉医療分野の事業等

を通し、国民に信頼される総合的支援

機関となることを目指して、通切な業

務運営に努めることとする。

平成20年度の業務運営について、
独立行政法人通則法 (平成 11年法律
第 103号 )第 31条第 1項の規定に
基ブき、独立行政法人福祉医療機構年

度計画を、次のとおり定める。

平成20年 3月 31日
平成20年 6月 30日改正

独立行政法人福祉医療機構

理事長 長 野

第 1 法人全体の業務運営の改善に
関する目標を達成するためにと

るべき措置

法人全体の業務運営の更なる改

善を推進するための仕組みの適切

な運用と機能強化に努めることと

する。

1 効率的かつ効果的な業務運営体
制の整備

(1)第 1期中期計画に引き続き、事

独立行政法人福祉医療機構は、国の

福祉政策及び医療政策と密接に連携し

つつ、貸付そのlLの公共性の高い多様

な事業を公正かつ総合的に実施するこ

とにより、わが国の福祉の増進並びに

医療の普及及び向上に貢献することが

期待されている。

独立行政法人通則法 (平成 11年法
律第 103号)第 29条第 1項の規定
に基づき、独立行政法人福祉医療機構

が達成すべき業務運営に関する目標を

次のように定める。

平成 15年 10月 1日
平成 16年 3月 31日 変更掲示
平成 16年 11月 30日変更指示
平成 18年 3月 31日 変更指示

生 労 働 大 臣

坂 ロ  カ

第 1 中期日標の期間
独立行政法人通則法 (以下「通

則法」という。)第 29条第 2項
第 1号の中期目標の期間は、平成
,15年 10月から平成 20年 3月
までの 4年 6か月とする。

第 2 法人全体の業務運営の改善に
関する事項

独立行政法人化する趣旨を十分

に踏まえ、業務実施方法の抜本的

な改善を図り、機構に期待される

社会的使命を効率的、効果的に果

たすことができるよう、経営管理

の充実・強化を図ること。

(1)効率的な業務運営体制の確立

組織編成、人員配置を実情に即し

独立行政法人福祉医療機構は、国の

政策と連携した福祉医療分野の事業等

を通し、国民に信頼される総合的支援

機関と、なることを目指して、通切な業

務運営に努めることとする。

独立行政法人通則法 (平成 11年法
律第 103号 )第 29条第 1項の規定
に基づき、平成 15年 10月 1日付け
をもって厚生労働大臣から指示のあつ

た独立行政法人福祉医療機構中期目標

を達成するため、同法第 30条の規定
に基づき、次のとおり、独立行政法人

福祉医療機構中期計画を作成する。

平成 15年 10月 1日
平成 16年 4月 1日 変更認可
平成 16年 12月 1日 変更認可
平成 18年 3月 31日変更認可

独立行政法人福祉医療機構

理事長 山口 剛彦

(1)継続的な業務の質の向上・業務
改善を推進するための業務管理の

仕組みである :S09001を 中期目



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

営環境が変イじする中で福祉医療に係

る事業の健全な発展を総合的に支援

するため、組織編成、人員配置等の

業務運営体制を継続的に見直すこ

と。

経営環境が変化する中で福祉医療
に係る事業の健全な発展を総合的

に支援するため、組織編成、人員

配置、人事評価制度、職員研修等

の業務運営体制について、継続的
に見直しを行う。

(2)国の政策や福祉医療に係る事業
経営環境の変化等に迅速的確に対

応するため、 トップマネジメント

を補佐する経営企画会議等の効率

的かつ効果的な運営を図る。

(3)多岐にわたる事業を実施してい
る機構の特長や専門性を活かしつ

つ、業務間の連携を強化すること

により、業務の効率的な運営を図

る。

務・事業の合理化・効率化のため、

業務の実態を踏まえつつ組織のス

リム化を図る。

(2)ト ップマネジメン ト機能が有効
に発揮されるよう、経営企画会議

等の効率的かつ効果的な運営に努

める。

(3)多岐にわたる事業を実施してい
る機構の特長や専門性を活かしつ

つ、業務間の連携を強イしすること

により、業務の効率的な運営を図

る。

て見直すとともに、業績評価等を適
切に行うことにより、効率的な業務

運営体制を確立すること。

標期間中に認証取得する。

(2)臓員の努力を適正に評価し、組
織目標を効率的かつ効果的に達成

する手段として人事部価制度を導
入する。

(3)経営管理を担う経営企画会議(仮
称)を設置するなどトップマネジ
メントを強力に補佐する体制を確

立するとともに、事業運営の効果

を高めるための企画調査部門を強

イじする。

■評価 項 目 1■ 評価 の視 点 (案 )

O 福祉医療に係る事業の健全な発展を総含的に支援するため、業務運営体制を継続的に見直しているか。

○ トップマネジメント機能が有効に発揮され、国の福祉医療施策の変化等に関する重要事項に迅速かつ的確
に対応しているか。

○ 業務間の連携強化により、どのような業務運営の効率化が図られているか。

■評価の視点■

○ 人事評価制度が中期目標期間中に導入されたか。
O 制度導入後、組織目標達成のためにどのように活用されたか。
O 企画調査部門の強化を目指した組織改正が実施され、事業運営の効
果を高めるために適切に機能しているか。
O 経営管理を担う会議を設置し、トップマネジメント機能が有効に発
揮されるよう適切な業務運営が行われているか。
O トップマネジメントが業務運営の状況を定期的に把握するシステ
ムが確立され、適切に運用されているか。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

業務管理 (リ スク管理)の充実
効率的かつ効果的な業務運営を行

うため、業務の実態に応 した業務管

理手法の確立・定着を図るとともに、

法人運営に伴い発生する業務上のリ

スク、財務上のリスク等を把握し、

適切な予防措置を講じるなどリスク

管理の充実を図ること。

2 業務管理 (リ スク管理)の充実
(1)内部監査、顧客満足度調査、各
種データ分析などに基づく是正・

予防処置活動により、業務改善の

推進及び事務リスクの抑制を図

る。

また、臓員の業務改革等に向け

た取組を奨励し、業務改善活動の

活性化を図るとともに、業務管理

手法の改善等を進め業務管理の充

実を図る。

(2)福祉貸付事業及び医療貸付事業
においては、ALM(資 産負債管
理)システムなどを活用して、金
利リスクなどの抑制に努める。

(3)個人情報の保護に関する法律に
基づき個人情報保護を徹底すると

ともに、情報セキュリティー対策

の充実を図る。

2 業務管理 (リ スク管理)の充実
(1)第 1期中期計画において構築し
た iS09001に 基づ<品質マ
ネジメントシステム (以下「QM
S」 という。)の運用の効率化、
有効性の向上を図るため、次の取

組を行う。

① 継続的な業務の質の向上 。業
務改善を推進するための業務管

理の仕組みである :S0900
1の認証更新

② QMS文書体系の再構築
③ 業務上の課題、顧客からの二
―ズ等に効果的に対応するため

の是正・予防処置活動の充実及

び内部監査の実施による事務リ

スク等の抽出・管理

また、平成 19年度に創設した
改善アイデア提案制度を効果的に

運営し、職員の創意工大による改

善活動の活性化を図る。

さらに、業務管理手法の充実を

図るため、機構のセグメント情報

等を活用の上、業務活動単位ごと

のコスト分析の実施に向けて検討

する。

(2)ALM(資 産負債管理)システ
ムを活用して、貸付事業に係る財

務構造の状況の定期的な把握及び

予算要求や財投機関債の発行等の

タイミングに合わせた分析を行う

とともに、信用リスクモデル分析

を実施し、モデルの精度向上に努

める。

(3)情報資産の安全確保等の観点か
ら、「政府機関の情報セキュリテ

ィ対策の強化に関する基本方針」

及び「政府機関の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準」を踏ま

え、更なる強化を図る。    |
また、職員が保有個人情報の取

(2)業務管理の充実
業務の計画的な推進を図るととも

に、継続的な業務改善やリスク管理

の徹底のための仕組みを導入するこ

とにより、業務管理を充実させるこ

とち

(4)事業部P5ごとに業務目標を設定
し、業務処理の進行管理を行うこ

とにより、計画的な業務管理を実

施する。また、業務管理手法の高

度化を図るため、中期目標期間中

に、業務別のコストを適切に把握

するための管理会計の仕組みの導

入計画を策定し、段階的な導入を

目指す:

(5)業務運営におけるリスク管理の
徹底を図るため、リスク管理委員

会 (仮称)を設置するなど機構業
務全般にわたる仕組みを段階的に

導入する。その際、業務委託先や

助成先に対する監査業務の成果を

業務上の問題点把握に役立て機構

業務全般にわたる恒常的なリスク

管理に活用する。

さらに、福祉医療貸付事業にう

いては、審査業務におけるリスク

把握手法の改善を図るとともに、

債権管理業務における貸付先のフ

ォローアップやリスク債権の管理

の徹底、債権の保全方法の改善等

を図ることにより、貸付残高に対

するリスク管理債権の額の比率が

中期目標期間中 20%を上回らな
いように努める。

(6)福祉医療貸付の原資についての
自己資金調達の拡大による金利リ

スクの拡大が予測されるなか、健

全な財務構造を維持するため、

ALM(資産負債管理)システムを
活用する。そのうえで、市場動向

を見極めながら、次のような方策

を選択し、適用する。

① 調達市場の金利動向を見極め
ながら、金利リスクを最小イじす

るための財投機関債の発行期間

を検討する。
② 調達の状況を反映した貸付条

3



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

扱いについて理解を深め、適切に

管理できるようにするため、職員

に対し必要な研修等を行う。

件の改定等を行う。

③ 貸付の動向を踏まえた長期僣
入金と自己資金調達の割合をコ

ントロールする。

また、調達に関しリスクヘッジ

を行う金融商品や資産担保証券

(ABS)の 活用可能性を調査・研
究する。

(7)電子政府化については、政府及
び厚生労働省の電子政府構築計画

における独立行政法人の在り方に

即し、各事業の業務の整理・合理

イじを踏まえ、適切に対応する。

■評 価 項 目 2■  評価の視 点 (案 )

○ 内音B監査、顧客満足度調査、各種データ分析などに基づ<是正・予防処置活動により、業務改善の推進及び事
務リスクの抑制を図つているか。
○ 臓員の業務改革等に向けた取り組みを奨励し、業務改善活動の活性化を図つているか。
○ 業務管理手法をどのように改善し、業務管理の充実を図つているか。

O ALMシ ステムを適切に活用するなど、金利リスク等の抑制に努めているか。

O 個人情報を適切に管理 しているか。
O 情報セキュリティー対策の充実を図っているか。

■評価 の視点 ■

○ 事業部門毎の業務日標が設定され、適切な進行管理が行われている
か。

O 機構にふさわしい管理会計の仕組みについて調査・検討を行い、導
入計画を策定し、計画に沿つた取り組みを行つたか。
O リスク管理を担当する委員会が設置・運営されるなど、機構業務全
般にリスク管理体制が確立されているか。
その際、業務委託先や助成先も含めた業務上の問題点の把握も行わ
れているか。

O 定期的な財務構造の把握、財投機関債の発行期間の検討及び貸付条
件の見直し等にALMシステムが適切に活用されているか。

[次の評価の視点は評価項目7へ移行]
0 福祉医療貸付事業については、リスク管理の改善が図られ、
管理債権比率が中期計画の数値を達成しているか。

リスク

なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定等に伴う福祉施設及び医療
施設の経営環境の著しい悪化や貸付先からの繰上償還等により機構
の貸付残高の著しい変動が生した場合等は、その事情を考慮する。

[次の評価の視点は各事業へ移行]
○ 各事業の整理・合理化を踏まえ業務の電子化に適切に対応できてい
るか。

なお、本事項の遂行に当たつては、厳しい経費削減目標との関係上、
可能な範囲での実施となる事情を考慮する。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

第 3 業務運営の効率化に関する事
項

通則法第29条第 2項第 2号の
業務運営の効率化に関する事項

は、次のとおりとする。

1 業務・システムの効率化と情報化
の推進      

・

(1)平成 19年度に策定した以下の
事業等に係る業務・システムの最

適{じ計画に基づき業務の見直し並

びにシステム構成及び調達方式の

見直しを行うことにより、システ

ムコスト削減、システム調達にお

ける透明性の確保及び業務運営の

合理化を行い、経費の節減及び随

意契約の見直し等を図ること。
・福祉医療貸付事業
・福祉保健医療情報サービス事業

・退職手当共済事業
・年金担保貸付事業
・承継年金住宅融資等債権管理回

収業務

(2)業務の実施を効率的かつ安定的
に支援するため、システム等の継

続的な改善に努めること。

(3)情報化の進展による諸環境の変
化に対応できるように、情報管理

担当部署の専門性の向上を図ると

ともに、業務上必要となる職員の

IT技能の習得を推進すること。

第 2 業務運営の効率化に関する目
標を達成するため にとるべき措

置

独立行政法人通則法 (以下「通

則法」という。)第 30条第 2項
第 1号の業務運営の効率化に関す
る事項は、次のとおりとする。

1 業務・システムの効率化と情報化
の推進

(1)平成 19年度に策定した以下の
事業等に係る業務・システムの最

適イじ計画に基づき業務の見直し並

びにシステム構成及び調達方式の

見直しを行うことにより、システ

ムコスト削減、システム調達にお

ける透明性の確保及び業務運営の

合理化を行い、経費の節減及び随

意契約の見直し等を図る。
・福祉医療貸付事業
・福祉保健医療情報サービス事業

・退職手当共済事業
・年金担保貸付事業

・承継年金住宅融資等債権管理回

収業務

(2)業務の実施を効率的かつ安定的
に支援するため、最適化対象外の

他のシステムについても継続的な

改善を推進する。

(3)情報イじ統括責任者 (CiO)及
び情報化統括責任者 (C10)補
佐官を中心に、情報化推進体制の

強化を図るとともに、情報システ

ムの運用管理体制の向上を図るた

め、機構の情報化推進を担う !T

第 2 業務運営の効率化に関する目
標を達成するためにとるべき措

置

1 業務・システムの効率化と情報化
の推進

(1)平成19年度に策定した業務・
システム最適イじ計画に基づき、シ

ステム効率化、運用保守コストの

削減、外部委託業務の適正管理及
び業務の効率化を図る。

① 福祉保健医療情報サービス事
業の業務・システム効率化及び

運用保守コストの削減を図るた

め、システム刷新に着手する。

② 退職手当共済事業、年金担保
貸付事業及び承継年金住宅融資

等債権管理回収業務の外部委託

業務の適正な管理を行うため、

システム運用保守業務と入力作

業等の委託業務の分割調達に着

手する。

③ 福祉医療貸付事業及び退職手
当共済事業の業務の効率化及び

含理化を図るため、電子申請届

出の推進を図る。

(2)業務の実施を効率的かつ安定的
に支援するため、最適化対象外の

システムについても効率化に向け

て計画的なシステム改修及び機

器・ソフトの導入等を行う。

(3)業務の一層の効率化及び利用者
の利便性の向上等を図るため、情

報化統括責任者 (C:0)及 び情
報化続括責任者 (C!0)補佐官
を中lblと して、情報化推進体制の

強化を図るとともに、 !T技術に

(3)業務運営の効率化に伴う経費節
減
一般管理費、福祉保健医療情報サ
ービス事業費等の経費については、

効率的な利用に努め、中期目標の期

間の最終の事業年度においてt平成
14年度と比べて 13%程度の額を
節減すること。

なお、労災年金担保貸付事業に係

る一般管理費、労災年金担保貸付業

務経費等の経費については、中期目

標の期間の最終の事業年度におい

て、事業開始年度である平成 16年
度と比べて 9%程度の額を節減する
こと。

また、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務及び承継教育資金貸付け

あっせん業務に係る一般管理費及び

業務経費等の経費 (承継年金住宅融

資等債権管理回収業務に係る金融機

関及び債権回収会社への業務委託費

並びに抵当権移転登記経費並びに承

継教育資金貸付けあつせん業務に係

る転貸法人への業務委託費を除<。 )

については、中期目標の期間の最終

の事業年度において、業務開始年度

である平成 18年度と比べて 3%程
度の額を節減すること。

さらに、福祉医療貸付事業費につ

いては、中期目標の期間の最終の事

業年度において、平成 14年度と比
べて 5%程度の削減を目指すこと。

(8)一般管理費、福祉保健医療情報
サービス事業費等の経費について

は、効率的な利用に努め、中期日

標の期間の最終の事業年度におい

て、平成 14年度と比べて 13%
程度の節減額を見込んだ中期計画
の予算を作成する。

なお、労災年金担保貸付事業に

係る一般管理費、労災年金担保貸

付業務経費等の経費については、

中期目標の期間の最終の事業年度
において、事業開始年度である平

成 16年度と比べて 9%程度の節
減額を見込んだ中期計画の予算を

作成する。

また、承継年金住宅融資等債権

管理回収業務及び承継教育資金貸

付けあつせん業務に係る一般管理

費及び業務経費等の経費 (承継年

金住宅融資等債権管理回収業務に

係る金融機関及び債権回収会社ヘ

の業務委託費並びに抵当権移転登

記経費並びに承継教育資金貸付け

あっせん業務に係る転賞法人への

業務委託費を除く。)については、
中期目標の期間の最終の事業年度

において、業務開始年度である平

成 18年度と比べて 3%程度の節
減額を見込んだ中期計画の予算を

作成する。

さらに、福祉医療貸付事業費に

ついては、中期目標の期間の最終

の事業年度において、平成 14年
度と比べて 5%程度の削減額を見

5



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

技術に精通 した人材の育成を図

る。             
‐

(4)各業務の特性に応 じて、当該業
務にlyl要な :Tに関する技能の習
得を推進するため、臓員に対する

研修等を計画的に実施する。

精通した人材を育成するための研

修プログラムを改善し、プログラ

ムに基づき研修を受講する。

(4)各業務の特性に応して、当該業
務に必要な !丁 に関する技能の向

上を図るため、情報イじ統括責任者

(C10)補 佐宮及び情報管理担
当部署による職員研修等を計画的

に実施する。

この場合、社会経済情勢の変化等を

踏まえた政策的要請や金融情勢の変

化により影響を受けることについて

配慮する。

「行政改革の重要方針」(平成 17
年 12月 24日閣議決定)を踏まえ、
平成 18年度以降の 5年間におい
て、国家

/AN務
員に準 した人件費削減

の取組を行うこと。これを実現する

ため、現中期目標期間の最終年度ま

での間においても、必要な取組を行

うこと。

併せて、国家公務員の給与構造改

革を踏まえ、給与体系の見直しを進
めること。

(4)利用者に対するサービスの向上
個人情報保護に配慮しつつ、利用

者情報の総合化や利用者に対する調
査の実施により、業務運営における

利用者対応の充実を図ること。

(5)業務・システムの最適化の実施
福祉医療貸付事業、福祉保健医療

情報サービス事業、退職手当共済事

業、年金担保貸付事業及び承継年金

住宅融資等債権管理回収業務の業務

の見直しと併せて、システム構成及

込んだ中期計画の予算を作成す

る。この場合、社会経済情勢の変

化等を踏まえた、政策的要請や金

融情勢の変化による影響を考慮す

る。

「行政改革の重要方針」 (平成

17年 12月 24日 閣議決定)を
踏まえ、平成 18年度以降の 5年
間において、人件費について、5%
以上の削減を行う。これを実現す

るため、現中期目標期間の最終年

度までの間においても、平成 17
年度を基準として 2%以上の削減
に取り組むこととする。

ただし、平成 18年度に承継さ
れる年金住宅融資等債権管理回収

業務及び教育資金貸付けあつせん

業務に係る 2勘定については、平
成 18年 4月 1日 に在職する人員
及びこれを前提として支払われる
べき人件費を基準とする。

併せて、国家公務員の給与構造

改革も踏まえ、3!き続き、勤務実

績の給与への反映等の取組を行

9。

(9)利用希望者の利便性を向上させ
るため、各種事業における利用手

続き、利用対象者、利用条件その

他事業利用に当たつて必要な情報

を、ホームページ等を積極的に活

用して迅速かつ正確に提供する。

また、利用者対応の迅速イし、利用

者の利便性の向上に資するため、

顧客情報の総合化を、各事業の横

断的な連携を踏まえ、段階的に推

進する。

(10)業 務・システムの最適化の実
施のため、福祉医療貸付事業、福

祉保健医療情報サービス事業、退

職手当其済事業、年金担保貸付事

業及び承継年金住宅融資等債権管

理回収業務の業務の見直しと併せ

6



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

び調達方式の見直しを行うことによ

り、システムコス ト削減、システム

調達における透明性の確保及び業務

運営の合理化を図ること。

このため、当該事業等に係る業

務・システムの監査及び刷新可能性

調査を実施し、これらを踏まえ、平

成 19年度までに業務・システムの
最適化計画を策定し、公表すること。

て、システム構成及び調達方式の

見直しを行うことにより、システ

ムコス ト削減、システム調達にお

ける透明性の確保及び業務運営の

含理化を図る。        ,
このため、当該事業等に係る業

務・システムの監査及び刷新可能
性調査を実施し、これらを踏まえ、

平成 19年度までに業務・システ
ムの最適化計画を策定 し、公表す

る。

■評価項目3■ 評価の視点 (案 )
○ 業務・システムの最適化計画に基づき、経費の節減及び随意契約の見直 し等を図 つているか。
O 業務の実施を効率的・安定的に支援するために、システム等の継続的な改善に努めているか。

○ 情報化統括責任者 (C10)及 び情報化統括責任者 (C10)補 佐官を中心とした専門性の高い情報化推
進体制の強化を図 っているか。
O i丁 技術に精通 した人材の育成を計画的に実施しているか。
O 職員に対する ITに 関する研修等を計画的に実施 しているか。

■評価の視点■

○ システム構成及び調達方式の見直 しを行い、システムコス トの削
減、業務運営の合理化、システム調達における透明性の確保等を図っ
たか。

O 業務・ システムの監査及び刷新可能性調査を踏まえ、平成 19年度
までに、業務・システムに関する最適化計画を策定 。公表 し、その後
速やかにその計画を実施したか。

○ 利用希望者の利便性を向上させるため、どのような措置が講じられ
たか。

[次の評価の視点は評価項目4へ移行]
0 -般 管理費 (労災年金担保貸付事業並びに承継年金住宅融資等債権
管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務に係る一般管理
費、業務経費等の経費を除く。)、 福祉保健医療情報サービス事業等
の削減対象経費について、中期計画予算における一般管理費、人件費、
各業務経費及び減価償却費の含算額が、平成 14年度の相当経費と比
較して中期目標の数値を達成しているか。
なお、削減対象経費のうち自己収入を得るために要した費用につい
ては者慮する。
O 労災年金担保貸付事業に係る一般管理費、労災年金担保貸付業務経
費等の削減対象経費について、平成16年度においては、円滑な業務
移管に配慮しつつ、節約に努めるとともに、平成 17年度以降におい
ては、中期計画予算における一般管理費、人件費及び業務経費の合算
額が、平成16年度の相当経費と比較して中期目標の数値を達成して
いるか。

○ 福祉医療貸付事業資の削減対象経費について、中期計画予算におけ
ヽ  る支払利息、業務委託費、債券発行諸費及び貸付回収金充当費の合移

7



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

額が平成 14年度の相当経費と比較して中期目標の数値を達成 してい
るか。

なお、この場合、社会経済情勢の変化等を踏まえた政策的要請に

よる貸付残高の変動や金融情勢の変化に伴う金利変動による影響を

控除する。

O 承継年金住宅融資等償権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあ
っせん業務に係る一般管理費、業務経費等の削減対象経費について、

平成 18年度においては、円滑な業務移管に配慮 しつつ、節約に努め

るとともに、平成 19年度においては、中期計画予算における一般管
理費、人件費及び業務経費の合算額が、平成18年度の相当経費と比
較して中期目標の数値を達成 しているか。

O 一般管理費のうち人件費について、「行政改革の重要方針」 (平成
17年 12月 24日 閣議決定 )を踏まえ、平成 18年 度以降の5年間にお
いて5%以上の削減を行うための取組を進めたか。
O 国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役臓員の給与について必要な
見直しを進めたか。

8′



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

2 経費の節減
(1)業務方法の見直 し及び事務の効
率化を行い、経費の節減に努める

こと。

(2)契約については、原則として一
般競争入札等によるものとし、以

下の取組により、随意契約の適正

イしを推進すること。

①  「随意契約見直し計画」に基
づ<取組を着実に実施するとと
もに、その取組状況を公表する

こと。

② 一般競争入札等により契約を
行う場合であつても、特に企画

競争や /A・募を行う場合には、競

争性、透明性が十分確保される

方法により実施すること。

③ 監事及び会計監査人による監
査において、入札・契約の適正

な実施について徹底的なチェッ

クを受けること。

(3)一般管理費、人件費及び業務経
費 (退職手当金、承継年金住宅融

資等債権管理回収業務に係る金融

機関及び債権回収会社への業務委

託費及び抵当権移転登記経費並び

に承継教育資金貸付けあつせん業

務に係る経費を除 <。 )について
は、効率的な利用に努め、中期目

標期間の最終事業年度において、

平成 19年度予算と比べて 15.
5%程度の額を節減すること。
人件費については、「簡素で効

率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律」 (平成

18年法律第47号 )に基づき、

2 経費の節減
(1)質が高く効率的な業務運営を確
保し、組織における資源を有効に

活用するため、業務の外部委託(ア

ウトソーシング)を適切に活用す
る。

(2)契約については、原則として一
般競争入札等によるものとし、以

下の取組により、随意契約の適正

化を推進する。

①  「随意契約見直し計画」に基
づく取組を着実に実施するとと

もに、その取組状況を公表する。

② 一般競争入札等により契約を
行う場合であつても、特に企画

競争や公募を行う場合には、競

争性、透明性が十分確保される

方法により実施する。

③ 監事及び会計監査人による監
査において、入札・契約の適正

な実施について徹底的なチェッ

クを受ける。

(3)毎年度、業務方法等を点検し、
業務方法の改善等を行うことによ

り、事務の効率化を推進する。

(4)一般管理費、人件費及び業務経
費 (退職手当金、承継年金住宅融

資等債権管理回収業務に係る金融

機関及び債権回収会社への業務委

託費及び担当権移転登記経費並び

に承継教育資金貸付けあつせん業

務に係る経費を除く。)について
は、効率的な利用に努め、中期目

標期間の最終事業年度において、

平成 19年度予算と比べて 15.
5%程度の額を節減する。
人件費については、「簡素で効

率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律」 (平成

18年法律第47号 )に基づき、

2 経費の節減
(1)質が高<効率的な業務運営を確
保し、組織における資源を有効に

活用するため、業務の外部委託(ア

ウトツーシング)を適切に活用す
る 。

(2)契約については、原則として一
般競争入札等によるものとし、以

下の取組により、随意契約の適正

化を推進する。

①  「随意契約見直し計画」に基
づ<取組を着実に実施するとと
もに、その取組状況を公表する。

② 一般競争入札等により契約を
行う場合であつても、特に企画

競争や/A・募を行う場合には、競

争性、透明性が十分確保される

方法により実施する。

③ 監事及び会計監査人による監
査において、入札・契約の適正

な実施について徹底的なチェッ

クを受ける。

(3)業務方法等を点検し、業務方法
の改善等を行うことにより、事務

の効率化を推進する。

(4)一般管理費、人件費及び業務経
費 (退職手当金、承継年金住宅融

資等債権管理回収業務に係る金融

機関及び債権回収会社への業務委

託費並びに抵当権移転登記経費並

びに承継教育資金貸付けあつせん

業務に係る経費を除く。)につい
ては、経費節減に関する中期目標

の達成を念頭に置きつつ、効率的

な利用に努める。

「簡素で効率的な政府を実現する

ための行政改革の推進に関する法

律」 (平成18年法律第47号 )
及び経済財政運営と構造改革に関

◆経費の節減 (P5。 6参照)◆ ◆経費の節減 (P5・ 6参照)
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

平成 18年度以降の5年間で、平
成 17年度を基準 (ただし、平成
18年度に承継された年金住宅融
資等債権管理回収業務及び教育資

金貸付けあっせん業務に係る 2勘
定については、平成 18年 4月 1
日に在職する人員及びこれを前提

として支払われるべき人件費を基

準)と して5%以上を削減するこ
と。

さらに、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2006(平
成 18年 7月 7日 閣議決定)に基
づき、国家 /AN務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成23年度まで継
続すること。

併せて、機構の給与水準につい

て、以下のような観点からの検証

を行い、その検証結果や取組状況

については/AN表するものとするこ

と。

① 職員の在職地域や学歴構成等

の要因を考慮 してもなお国家公

務員の給与水準を上回つていな

いか。

晴員に占める管理臓割合が高

いなど、給ち水準が高い原因に

ついて、是正の余地はないか。

国からの財政支出の大きさ、

累積欠損の存在、類似の業務を

行つている民間事業者の給与水

準等に照らし、現状の給与水準

が適切かどうか十分な説明がで

きるか。

その他、給与水準についての

説明が十分に国民の理解の得ら

れるものとなつているか。

②

③

平成 18年度以降の5年間で、平
成 17年度を基準 (ただし、平成
18年度に承継された年金住宅融
資等債権管理回収業務及び教育資

金貸付けあっせん業務に係る2勘
定については、平成 18年 4月 1
日に在臓する人員及びこれを前提

として支払われるべき人件費を基

準)と して 5%以上を削減する。

さらに、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2006(平
成 18年 7月 7日間議決定)に基
づき、国家公務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成 23年度まで継
続する。

併せて、機構の給5水準につい
て、以下のような観点からの検証

を行い、これを維持する含理的な

理由がない場合には必要な措置を

講することにより、給与水準の適

正イじに速やかに取り組むととも

に、その検証結果や取組状況につ

いては公表するものとする。

① 職員の在職地域や学歴構成等
の要因を考慮 してもなお国家/AN

務員の給与水準を上回っていな

い か 。

② 臓員に占める管理職割合が高
いなど、給与水準が高い原因に

ついて、是正の余地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、
累積欠損の存在、類似の業務を

行つている民間事業者の給与水

準等に照らし、現状の給与水準
が適切かどうか十分な説明がで

きるか。

④ その他、給与水準についての
説明が十分に国民の理解の得ら

れるものとなつているか。

する基本方針2006(平 成18
年 7月 7日間議決定)を確実に実
行するため、常動職員数を抑制し、
人件費削減に取り組む。

併せて、機構の綸与水準につい

て、その妥当性に係る検証結果や

適正イしに向けた取組状況を公表す

る。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

■評 価項 目 4■ .評価の視 点 (案)  |

○ 業務の外部委託 (ア ウトツーシング)を通切に活用するなど、経費を節減しているか。
○ 随意契約の適正化について、中期計画に示したとおり適切に行われているか。
○ 業務方法をどのように改善し、事務の効率化を図つているか。
O 一般管理費等の経費の節減については、中期目標を達成しているか。

○ 人件費の削減については、中期目標を達成しているか。

O 機構の給与水準について、中期目標に示されたとおり、通切に取組んでいるか。

■評価の視点■

○ 一般管理費 (労災年金担保貸付事業並びに承継年金住宅融資等債権
管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務に係る一般管理

費、業務経費等の経費を除く。)、 福祉保健医療情報サービス事業等

の削減対象経費について、中期計画予算における一般管理費、人件費、

各業務経費及び減価償却費の合算額が、平成 14年度の相当経費と比
較して中期目標の数値を達成しているか。

なお、削減対象経費のうち自己収入を得るために要した費用につい

ては考慮する。                .
○ 労災年金担保貸付事業に係る一般管理費、労災年金担保貸付業務経
費等の削減対象経費について、平成16年度においては、円滑な業務
移管に配慮しつつ、節約に努めるとともに、平成17年度以降におい
ては、中期計画予算における一般管理費、人件費及び業務経費の合算

額が、平成16年度の相当経費と比較して中期目標の数値を達成して
いるか。

O 福祉医療貸付事業費の削減対象経費について、中期計画予算におけ
る支払利息、業務委託費、債券発行諸費及び貸付回収金充当費の合計

額が平成14年度の相当経費と比較して中期目標の数値を達成してい
るか。

なお、この場合、社会経済情勢の変化等を踏まえた政策的要請によ

る貸付残高の変動や金融情勢の変化に伴う金利変動による影響を控

除する。

O 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあ
っせん業務に係る一般管理費、業務経費等の削減対象経費について、

平成18年度においては、円滑な業務移管に配慮しつつ、節約に努め
るとともに、平成19年度においては、中期計画予算における一般管
理費、人件費及び業務経費の合算額が、平成18年度の相当経費と比
較して中期目標の数値を達成しているか。

O 一般管理費のうち人件費について、「行政改革の重要方針」 (平成
17年 12月 24日 間議決定)を踏まえ、平成 18年度以降の5年間にお
いて5%以上の削減を行うための取組を進めたか。
O 国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な
見直しを進めたか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

第 4 業務の質の向上に関する事項
通則法第29条第 2項第 3号 の
国民に対 して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事

項は、次のとおりとする。

福祉医療貸付事業 (福祉貸付事
業 )

福祉貸付事業については、国の福

祉政策に即 して民間の社会福祉施設

等の整備に対し長期・固定・低利の

資金を提供すること等により、福祉、

介護サービスを安定的かつ効率的に

提供する基盤整備に資するため、以

下の点に特に留意してその適正な実

施に努めること。

(1)国 の福祉政策における政策日標
を着実に推進するため、毎年度、

国と協議のうえ、当該年度におけ

る融資の基本方針を定めた融資方

針に基づき、政策優先度に即して

効果的かつ効率的な政策融資を実

施すること。

第3 業務の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置

通則法第30条第 2項第 2号の
国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事

項は、次のとおりとする。

福祉医療貸付事業 (福祉貸付事

業 )

福祉貸付事業については、国の福

祉政策に即して民間の社会福祉施設

等の整備に対し長期・固定・低利の

資金を提供すること等により、福祉、

介護サービスを安定的かつ効率的に

提供する基盤整備に資するため、以

下の点に特に留意してその適正な実

施に努める。

(1)政策優先度に即して効果的かつ
効率的な政策融資を行うため、毎

年度、国と協議のうえ、当該年度

における融資の基本方針を定めた

融資方針に基づき、福祉貸付事業

を実施する。

第 3 業務の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置

福祉医療賞付事業 (福祉貸付事

業)

福祉貸付事業については、国の福

祉政策に即して民間の社会福ll施設

等の整備に対し長期・固定・低利の

資金を提供すること等により、福祉、

介護サービスを安定的かつ効率的に

提供する基盤整備に資するため、以

下の点に特に留意してその適正な実

施に努める。

区  分 平成 20事 業年度

貸付契約額

資金交付額

千円

173,500,000
163,700,000

(1)政策優先度に即して効果的かつ
効率的な政策融資を行うため、利

用者等への融資方針の周知等に努

め、当該融資方針に基づいた事業

を実施する。

第3 事業毎の業務運営の改善に関
する事項

業製罰艦穆鯛電讐属農
び同項第 3号の国民に対して提供
するサービスその他の業務の質の

向上に関する日標のうち、事業毎

に掲げるものは、次のとおりとす

る。

1 福祉医療貸付事業
福祉医療貸付事業については、国

の福祉政策及び医療政策に即して民

間の社会福祉施設、医療施設等の整

備に対し長期・固定・低利の資金を

提供すること等により、福祉、介護、

医療サービスを安定的かつ効率的に

提供する基盤整備に資するため、以

下の点に特に留意してその通正な実

施に努めること。

また、特殊法人等整理合理化計画

(平成 13年 12月 19日閣議決定、
以下「整理合理化計画」という。)

に基づき、貸付資産等のリスク管理

及び引当金の開示については、引き

続き適切に実施するとともに、病院

等融資については、中期目標期間中

も「民間でできるものは、できるだ

け民間に委ねる」という原則の下に、

融資対象事業を医療政策上真に必要

なものに限 つた上で、コス トに応じ

た金利設定の導入を検討し、段階的

に実施すること。

(1)業務運営の効率化に関する事項

ア 国の福祉政策や医療政策におけ
る政策目標を着実に推進するた

め、政策融資の果たすべき役割を

踏まえつつ、政策効果の高い融資

内容となるよう努めること。

第 2 事業毎の業務運営の改善に関
する目標を達成するためにとる
べき措置

独立行政法人通則法第 30条第
2項第 1号の業務運営の効率イしに
関する日標及び同項第 2号の国民
に対 して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標の

うち、事業毎に掲げるものは、次

のとおりとする。

1 福祉医療貸付事業
福祉医療貸付事業については、国

の福祉政策及び医療政策に即して民

間の社会福祉施設、医療施設等の整

備に対し長期・固定 。低利の資金を

提供すること等により、福祉、介護、

医療サービスを安定的かつ効率的に

提供する基盤整備に資するため(以
下の点に特に留意してその適正な実

施に努める。

また、特殊法人等整理合理化計画

(平成 13年 12月 19日間議決定。
以下「整理合理化計画」という。)

に基づき、貸付資産等のリスク管理

及び引当金の開示については、引き

続き適切に実施するとともに、病院

等融資については、中期目標期間中

も「民間でできるものは、できるだ

け民間に委ねる」という原則の下に、

融資対象事業を医療政策上真に必要

なものに限った上で、コストに応じ

た金利設定の導入を検討し、段階的

に実施する。

(1)業務運営の効率化に関する目標
を達成するためにとるべき措置

ア 国の政策と密接に連携し、ゴー
ル ドプラン 21、 新エンゼルプラ

ン、新障害者プラン等に基づく介

護、子育て支援、障害者の社会参

力0等の基盤整備を推進するととも

に、医療制度改革に対応し医療施

12



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

(2)政策融資の果たすべき役割を踏
まえ、国の要請等に基づき、災害

復l日、制度改正、金融環境の変化
に伴う経営悪化への対応に臨機応

変に対応すること。

(3)政策融資の果たすべき役割を踏
まえ、事業者の施設整備等に関す

る相談等を適切に実施することに

より、利用者サービスの向上を図

ること。

(4)民業補完の推進の観点から、福
祉貸付における協調融資制度を充
実し、制度の適切な運用に努める

こと。

(5)調査業務及び資金交付業務につ
いて利用者サービスの向上を図る

こと。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏
まえ、国の要請等に基づき、災害

復 1日、制度改正、金融環境の変イヒ

に伴う経営悪化への対応に臨機応

変に対応する。

特に、療養病床の再編を推進す

るため、医療貸付事業と連携 し、

転換の受け皿となる施設の優先的

整備を進める。

(3)利用者サービスの向上を図るた
め、福祉施設の整備の融資相談等

を充実する。

(4)協調融資制度の対象を福祉貸付
の全対象施設等に拡大するなど制

度を充実させるとともに周知を図

り、制度の適切な運用を行う。

(5)審査業務については特殊異例な
案件を除き、僣入申込み受理から

貸付内定通知までの平均処理期間

を75日以内とする。

また、資金交付業務については、

請求内容の不備が著しいもの等を

除き、請求後 15営業日以内に行
う。

(2)国の要請等に基づき、療養病床
の再編、障害者の就労支援、消防

法施行令改正に伴う消防用設備の

整備等に係る事業への融資を、優

遇措置等を講して実施する。

(3)事業者に対する融資内容の積極
的周知や個別融資相談の積極的実

施、さらにわかり易い諸手 31き等

の作成・提供などを行い、利用者

サービスの向上を図る。

また、国の政策目標に即 した施

設整備への支援などを行うための

情報収集・提供を行う。

(4)協調融資制度の対象範囲を福祉
貸付全体に拡大するとともに、制

度についての周知等を行う。

(5)中期計画に定められた審査業務
及び資金交付業務に係る処理期間

の順守に努め、利用者サービスの

向上を図る。

政策融資としての機能を毎年点

検することとし、事業内容を不断

に見直す等事業の効率化を進める

こと。また、中期目標期間中の新

規契約分のうち、国の政策目的の

達成のために特に定めるもの以外

は、将来にわたる利差益を確保す

るよう事業運営を行うこと。

既存施設の増改築や新設施設の

中長期の需要動向を可能な限り事

前予測することにより、事業の計

画的な推進を図ること。

工 民業補完の観点から、貸付対象
となる事業の政策上の重要性を勘

案しつつ、民間金融機関による融

資の促進策等、民間資金の一層の

活用を図る方策を検討し、段階的

に導入すること。

(2)業務の質の向上に関する事項

ア 審査業務の迅速イじにより、特殊
異例な案件を除き、僣入申込み受

設の質的向上と効率化を推進する

ことにより、福祉及び医療の政策

目標の推進に積極的に貢献する。

また、国の要請に基づき、災害、

民間金融機関の貸し渋り等への緊

急措置等に臨機応変に対応する。

こうした政策融資の果たすべき

役割を踏まえつつ、政策優先度に

応 じて重点化した融資メニューや

含理的な金利体系への改善を図る

ことにより費用対効果を高めてい

く。

イ 政策融資としての機能を毎年点
検 し、政策優先度が低下したもの

に対しては、貸付対象、貸付条件、

貸付形態等を見直す。

こうした事業の効率化を進める

ことにより、政策の変更、緊急措

置等やむを得ない事情によるもの

の外、新規契約分の利差額に関す

る中期日標を達成する。

ウ 事業の計画的な推進を図るた
め、国の政策動向や国庫補助整備

状況を勘案し、利用者に対する定

期調査を行うことにより中長期の

需要動向の事前予測に努める。な

お、福祉貸付については、国庫補

助対象事業による整備動向を把握

し、 3プラン等重点分野に対し優
先的に貸し付ける。

工 民業補完の観点から他の政策金
融の例も参考にしつつ、民間金融

機関との協調融資のあり方等を適

宣検討 し、中期目標期間中に民間

資金の一層の活用を促す仕組みに

改善する.

(2)業務の質の向上に関する日標を
達成するためにとるべき措置

ア 相談・審査体制の強化、審査方
針の見直し、事務の合理化等によ

13



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

理から貸付内定通知までの年平均

所要期間を、中期目標期間中に福

祉貸付については 4か月以内に、
医療貸付については3か月以内に
短縮すること。

貸付契約締結後の資金交付につ

いては、請求内容の不備が著しい

もの等を除き、請求後 20営業日
以内に行うこと。

僣入申込み書類の簡素合理化等

により、利用者の事務手続き負担

の軽減を図ること。

相談窓□の体制整備や受託金融

機関への業務指導の徹底により、

契約前の利用者サービスの向上を

図ること。

り審査業務の迅速化を進め、審査

期間に関する中期目標を達成す

る。

資金交付業務の迅速化を図るこ

とにより、資金交付時期に関する

中期目標を達成する。

利用者の事務手続負担の軽減を

図るため、僣入申込み書類を簡素

含理化する。

契約前の利用者サービスを向上

させるため、相談窓□の体制を充

実するとともに、受託金融機関ヘ

の業務の指導を強化する。

■評価項目5■ 評価の視点 (案 )
○ 毎年度、国と協議のうえ、当該年度における融資の基本方針を定めた融資方針に基づき、政策優先度に即
した効果的かつ効率的な政策融資を実施しているか。

○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等を受けて、政策融資として災害復旧、制度改正、金融環
境の変化に伴う経営悪化等への緊急措置に臨機応変に対応しているか。

特に、療養病床の再編を推進するため、医療貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施設の優先的整備を

進めているか。

○ 利用者サービスの向上を図るため、融資相談等を充実しているか。

○ 協調融資制度の対象を拡大するなど制度の充実を図っているか。
○ 協調融資制度の周知を図り、制度の適切な運用を行つているか。

O 審査業務の平均処理期間については、特殊異例な案件を除き、中期計画を達成しているか。

■評価の視点■

○ ゴールドプラン21、 新エンゼルプラン、新障害者プランや医療制
度改革など、福祉及び医療の政策目標に沿つた融資実績となつている

か。

O 福祉貸付については、国庫補助対象事業による整備動向を適切に把
握し、重点分野に対する貸付が優先されているか。

O 国の要請等を受けて、政策融資として災害、民間金融機関の貸 し渋
り等への緊急措置に臨機応変に対応できたか。

借入申込書等について、以前と比較して、どの程度簡素合理化が図
られているか。

○ 受託金融機関への業務指導が強化されたか。
O 相談窓□体制が充実されたか。
O 相談体制の強化、審査方針の見直し、事務の合理化等がどのように
実施されたか。

O その他、契約前の利用者サービスの向上のために何か改善が図られ
たか。

O 民間金融機関との協調融資のあり方等についてどのような検討が
行われ、民間資金の一層の活用を促す方向で適切な改善策が実施され

たか。

O 審査期間に関する適切な業務管理に基づき審査業務の迅速化が進
められ、中期目標が達成されたか。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

なお、特殊異例な案件については、その事情を考慮し評価対象から

除外する。

○ 資金交付業務の平均処理期間については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、中期計画を達成している | ○ 資金交付期間に関する適切な業務管理に基づき資金交付業務の迅
1  速化が進められ、中期目標が達成されたか。か。     .
なお、請求内容の不備が著しいもの等については、評価対象から除

外する。

[次の評価の視点は評価項目6へ移行]
〇 医療貸付については、整備計画、資金需要等に関するアンケート調
査を実施し、中長期需要動向の予測に反映させているか。

[次の評価の視点は評価項目7へ移行]
O 新規貸付契約平均利率と新規調達平均利率との比較において、中期
目標の定める利差益が確保されているか。

なお、貸付金利の設定において、政策の変更、緊急措置等やむを得

ない事情による影響を控除する。

○ どのような観点から融資メニューや金利体系の見直しが行われた
か。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

福祉医療貸付事業 (医療貸付事

業 )

医療貸付事業については、国の医

療政策に即 して民間の医療施設等の

整備に対し長期・固定・低利の資金

を提供すること等により、医療サー

ビスを安定的かつ効率的に提供する

基盤整備に資するため、以下の点に

特に留意してその適正な実施に努め

ること。

(1)国 の医療政策における政策目標
を着実に推進するため、国と協議

のうえ、中期目標期間中における

融資の基本方針を定めたガイ ドラ

インに基づき、政策優先度に即し

て効果的かつ効率的な政策融資を

実施すること。

ただし、当該ガイドラインの施

行に当たっては、制度の円滑な移

行のため十分な周知期間を設ける

こと。

(2)政 策融資の果たすべき役割を踏
まえ、国の要請等に基づき、災害

復 :日、制度改正、金融環境の変化

に伴う経営悪化への対応に臨機応

変に対応すること。

福祉医療貸付事業 (医療貸付事

業)             .
医療貸付事業については、国の医

療政策に即して民間の医療施設等の

整備に対 し長期 。固定 。低利の資金

を提供すること等により、医療サー

ビスを安定的かつ効率的に提供する

基盤整備に資するため、以下の点に

特に留意 してその適正な実施に努め

る。

(1)政策優先度に即して効果的かつ
効率的な政策融資を行うため、国

と協議のうえ、中期目標期間中に

おける融資の基本方針を定めたガ

イ ドラインに基づき、医療貸付事

業を実施する。

ただし、当該ガイドラインの施

行に当たっては、制度の円滑な移‐

行のため十分な周知期間を設け適

切に対応する。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏
まえ、国の要請等に基づき、災害

復旧、制度改正、金融環境の変化

に伴う経営悪化への対応に臨機応

変に対応する。

特に、療螢病床の再編を推進す

るため、福祉貸付事業と連携 し、

転換の受け皿となる施設の優先的

整備を進める。

福祉医療貸付事業 (医療貸付事

業)

医療賞付事業については、国の医

療政策に即して民間の医療施設等の

整備に対し長期・固定・低利の資金

を提供すること等により、医療サー

ビスを安定的かつ効率的に提供する

基盤整備に資するため、以下の点に

特に留意してその適正な実施に努め

る。

(参考 )

区  分 平成 20事 業年度

貸付契約額

資金交付額

千円

176,600,000
170,100,OOO

(1)医療貸付事業については、医療
制度改革に対応し医療施設の質的

向上と効率化を推進することによ

り、医療の政策目標の推進に積極

的に貢献する。

また、平成 21年度からのガイ
ドラインの施行に当たり、制度の

円滑な移行のための周知活動を実

施する。

なお、病院の機械購入資金、薬

局、衛生検査所、施術所、歯科技

工所、疾病予防運動施設及び温泉

療景運動施設の整備・運転に係る

融資を廃止する。

(2)政策融資の果たすべき役割を踏
まえ、病院の長期運転資金を災害

復 1日、制度改正、金融環境の変化

に伴う緊急的なものに限定する。

さらに、療贅病床の再編を推進

するため、療贅病床転換に係る貸

付条件の優遇などの支援策を実施

する。

◆福祉医療貸付事業 (P12～ 14参
照)◆

◆福祉医療貸付事業 (P12～ 14参
照)◆
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

(3)政策融資の果たすべき役割を踏
まえ、事業者の施設整備等に関す

る相談等を適切に実施することに

より、利用者サービスの向上を図

ること。

(4)審査業務及び資金交付業務につ
いて利用者サービスの向上を図る

とともに、病院の機能や経営状況

についての第二者評価結果を融資

審査に活用すること。

(3)利用者サービスの向上を図るた
め、医療施設の整備の融資相談等

を充実する。

(4)審査業務については特殊異例な
案件を除き、借入申込み受理から

貸付内定通知までの平均処理期間

を45日以内とするとともに、病
院の機能や経営状況についての第

三者評価結果を融資審査に活用す

る。

また、資金交付業務については、

請求内容の不備が著しいもの等を

除き、請求後 15営業日以内に行
D。

(3)受託金融機関への業務の指導を
強化する実務者研修の実施や、全

国数か所で融資相談会を開催する

とともに、事業計画検討中の者に

ついては、必要に応し、融資相談

に出向くなど、融資相談の充実を

図り、利用者サービスの向上に努

める。

さらに、経営環境の悪化に伴い、

これまでの融資制度を中心とした

利用者に対するサービスに加え、

施設の整備面や運営面に係る課題

の解消策等の提案を行う。

(4)継続的な審査方針の見直し、事
務の3理イじ等により、審査期間に
関する中期計画を達成するため、

審査業務の迅速化に努めるととも

に、第三者評価結果を融資審査に

活用する。

また、資金交付時期に関する中

期計画を達成するため、資金交付

業務の迅速1じに努める。

■評価項目6■  評価の視点 (案 )

○ 中期目標期間中における融資の基本方針を定めたガイ トラインに基づき、政策優先度に即した効果的かつ
効率的な政策融資を実施しているか。

O 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等を受けて、政策融資として災害復 1日、制度改正、金融環
境の変化に伴う経営悪化等への緊急措置に臨機応変に対応 しているか。

特に、療豊病床の再編を推進するため、福祉賞付事業と連携し、転換の受け皿となる施設の優先的整備を

進めているか。

O 利用者サービスの向上を図るため、融資相談等を充実 しているか。

■評価の視点■

O ゴールドプラン21、 新エンゼルプラン、新障害者プランや医療制
度改革など、福祉及び医療の政策目標に沿つた融資実績となつている

え)。

O 医療貸付については、整備計画、資金需要等に関するアンケート調
査を実施し、中長期需要動向の予測に反映させているか。

O 国の要請等を受けて、政策融資として災害、民間金融機関の貸し渋
り等への緊急措置に臨機応変に対応できたか。

○ 僣入申込書等について、以前と比較して、どの程度簡素3理化が図
られているか。

O 受話金融機関への業務指導が強化されたか。
O 相談窓口体制が充実されたか。
O 相談体制の強化、審査方針の見直し、事務の合理化等がどのように
実施されたか。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

O その他、契約前の利用者サービスの向上のために何か改善が図られ
たか。

O 審査期間に関する適切な業務管理に基づき審査業務の迅速化が進
められ、中期目標が達成されたか。

なお、特殊異例な案件については、その事情を考慮 し評価対象から

除外する。
○ 資金交付業務の平均処理期間については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、中期計画を達成している | ○ 資金交付期間に関する適切な業務管理に基づき資金交付業務の迅

○ 審査業務の平均処理期間については、特殊異例な案件を除き、中期計画を達成 しているか。

1)。

○ 病院の機能や経営状況についての第三者評価結果を融資審査に活用しているか。

速化が進められ、中期目標が達成されたか。

なお、請求内容の不備が著しいもの等については、評価対象から除
外する。

[次の評価の視点は評価項目 5へ移行 ]
○ 福祉貸付については、国庫補助対象事業による整備動向を適切に把
握 し、重点分野に対する貸付が優先されているか。

○ 民間金融機関との協調融資のあり方等についてどのような検討が
行われ、民間資金の一層の活用を促す方向で適切な改善策が実施され

たか。

[次の評価の視点は評価項目7へ移行 ]
O 新規貸付契約平均利率と新規調達平均利率との比較において、中期
目標の定める利差益が確保されているか。

なお、貸付金利の設定において、政策の変更、緊急措置等やむを得

ない事情による影響を控除する。

O どのような観点から融資メニ ューや金利体系の見直 しが行われた
え)。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

3 福祉医療貸付事業 (債権管理)
(1)福祉医療貸付事業等の効率イじ
① 政策金融改革の趣旨を踏ま
え、融資の重点化及び融資率の

引き下げを行い平成24年度予
算における福祉医療貸付事業の

新規融資額を平成 17年度にお
ける同事業の新規融資額の実績

と比べて20%程度縮減し、併
せて同事業における融資残高の

縮減に努めること。

② 福祉医療貸付事業の金利につ
いて、政策の変更、緊急措置等

やむを得ない事情により国が認

めたものを除き、現中期目標期

間中の新規契約分について利差

益が確保されるよう努めるこ

と。

③ 政策融資としての役割を効果
的に果たし、併せて民業補完を

推進するとの観点から、政策融

資としての機能を毎年点検し、

事業内容を不断に見直す等事業

の効率化を進めること。

(2)リ スク管理債権の適正な管理
福祉医療貸付事業の貸付債権に

ついて、貸付先の業況の把握、福

祉医療経営指導事業等との連携の

強化による債権悪化の未然防止に

取組むとともに、債権区分別に適

切な管理を行い、中期目標期間中

における貸付残高に対するリスク

管理債権の額の比率を第 1期中期
目標期間中の比率の平均を上回ら

ないように努めること。

3 福祉医療貸付事業 (債権管理)
(1)福祉医療貸付事業等の効率化
① 融資対象の重点化及び融資率
の引下げを行い、福祉医療貸付

事業の新規融資額の縮減に関す

る中期目標を達成する。

② 福祉医療貸付事業の金利につ
いて、政策の変更、緊急措置等

やむを得ない事情により国が認

めたものを除き、新規契約分の

利差益に関する中期目標を達成

する。

③ 政策融資としての機能を毎年
点検し、政策優先度に応して、

貸付対象等を見直す等事業の効

率化を進める。

(2)リ スク管理債権の適正な管理
①‐福祉医療貸付事業の貸付に係

る債権について、継続的に貸付

先の経営情報の収集と分析を行

い、経営状況の的確な把握に努

め、福祉医療経営指導事業等と

の連携の強化による債権悪化の

未然防止に取組むとともに、債

権区分別に適切な管理を行う。

また、リスク管理債権を抑制

する観点から発生要因別分析等

を行い賞付関係部にフィードバ

ックする。

② 中期目標期間中における貸付
残高に対するリスク管理債権の

額の比率を第 1期中期目標期間

3 福祉医療貸付事業 (債権管理)
(1)福祉医療貸付事業等の効率化
① 福祉医療貸付事業の新規融資
額については、融資対象の重点

化及び融資率の引下げを行うと

ともに、国の福祉及び医療政策

の動向等を踏まえ縮減する。

福祉医療貸付事業の金利につ

いて、政策の変更、緊急措置等

やむを得ない事情により国が認

めたものを除き、新規契約分の

利差額の状況を適切に把握す

る。

政策融資としての機能を点検

し、政策優先度に応してt貸付
対象等の見直しを行う。

(2)リスク管理債権の適正な管理
① 貸付先の経営情報を継続的に
収集し分析を行う。

また、リスク管理債権を抑制

する観点から発生要因別分析等

を行い貸付関係部にフィードバ

ックする。

② 貸出条件緩和債権について
は、福祉医療政策、事業の公共

性及びサービス需要を鑑み、貸

◆福祉医療貸付事業 (P12～ 14参
照)◆

◆福祉医療貸付事業 (P12～ 14参
照)◆



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

中の比率の平均を上回らないよ

うに努める。

付先の実態把握及び再生の見通
しを考慮の上、適正な審査を行
う。

また、20年度に創設した「療
養病床転換支援資金」等融資制

度については、貸付関係部と連

携を図り、積極的に取組む。

③ 毀損の著 しい債権の管理の徹
底を図ると共に、必要に応じて

債権保全措置を的確に実施す

る。

■評価項目7■  評価の視点 (案 )
○ 福祉医療貸付事業の新規融資額の縮減に関する中期目標を達成しているか。
○ 新規貸付契約平均利率と新規調達平均利率との比較において、利差益の確保に関する中期目標を達成して
いるか。

なお、貸付金利の設定において、政策の変更、緊急措置等やむを得ない事情により国が認めたものを控除
する。

○ 政策融資としての機能を毎年点検し、政策優先度に応じて、貸付対象等を見直す等事業の効率化を進めて
いるか。

O 継続的に貸付先の経営情報を収集し、リスク管理債権等の傾向分析を行つているか。
O 福祉医療経営指導事業等との連携の強化により、債権悪イじの未然防止に取組んでいるか。
○ 債権区分別に適切な管理を行つているか。
○ 発生要因別分析等を行い貸付関係部にフィードバックし、リスク管理債権の抑制を図つているか。
○ 中期目標期間中における貸付残高に対するリスク管理債権の額の比率を第 1期中期目標期間中の比率の
平均 (1.56%)を 上回らないように努めているか。
なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定等に伴う福祉施設及び医療施設の経営環境の著しい悪化、療贅病
床の転換支援策による機構貸付金の償還期間の延長、貸付先からの繰上償還等により機構の貸付残高の著し
い変動が生した場合等は、その事情を考慮する。

■評価の視点■

新規貸付契約平均利率と新規調達平均利率との比較において、中期
目標の定める利差益が確保されているか。

なお、貸付金利の設定において、政策の変更、緊急措置等やむを得
ない事情による影響を控除する。

どのような観点から融資メニューや金利体系の見直 しが行われた
か。

福祉医療貸付事業については、リスク管理の改善が図られ、リスク

管理債権比率が中期計画の数値を達成しているか。

なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定等に伴う福祉施設及び医療
施設の経営環境の著 しい悪化や貸付先からの繰上償還等により機構
の貸付残高の著 しい変動が生 した場合等は、その事情を考慮する。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

福祉医療経営指導事業

福祉医療経営指導事業 (集団経営

指導 (セミす―)及び個月U経営診断)
については、民間の社会福祉施設、

医療施設の経営者に対し、公的な立

場から経営に関わる正確な情報や有

益な知識を提供し、あるいは経営状

況を的確に診断することにより、福

祉、介護、医療サービスを安定的か

つ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努めること。

(1)集団経営指導 (セミナー)につ
いては、施設の健全経営のために

必要な情報を広く施設経営者等に

提供すること。

(2)施設経営者等が施設の経営状況
を的確に把握し、健全な施設経営

を行うことができるように、診断

メニューの多様化を図り、個別経

営診断の普及に努めること。特に、

実地調査を伴う個別経営診断の強

化を図り、経営が悪化あるいは悪

化が懸念される施設に対する経営

支援に努めること。

福祉医療経営指導事業

福祉医療経営指導事業 (集団経営

指導 (セ ミナー)及び個別経営診断 )
については、民間の社会福祉施設、

医療施設の経営者に対し、公的な立

場から経営に関わる正確な情報や有

益な知識を提供し、あるいは経営状

況を的確に診断することにより、福

祉、介護、医療サービスを安定的か

つ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努める。

(1)セ ミナー実施日の平均10週Fo3
前までに開催内容の告知を行う

等、受講希望者の受講機会確保と

PRに努め、中期目標期間におけ
る延べ受講者数を12,600人
以上とするも

(2)開設施設の経営改善手法につい
て良質で実践的な事例を提供する

などカリキュラムを工夫し、中期

目標期間中の受講者に対するアン

ケート調査における満足度指標を

平均65ポイント以上とする。

(3)顧客ニーズに対応して、経営指
標の策定 。診断手法の確立等の年

次計画に基づき、法人全体を対象

とした経営診断の創設、経営診断

対象施設の追力0等を段階的に実施

する。

(4)個別経営診断については、中期
目標期間中に延べ1,400件 以
上の診断を実施する。また、経営

が悪化あるいは悪化が懸念される

施設に対し問題点の解決に重点を

置いた診断・支援を図る経営改善

福祉医療経営指導事業

福祉医療経営指導事業 (集団経営

指導 (セミナー)及び個別経営診断)
については、民間の社会福祉施設(

医療施設の経営者に対し、公的な立

場から経営に関わる正確な情報や有

益な知識を提供し、あるいは経営状

況を的確に診断することにより、福

祉、介護、医療サービスを安定的か

つ効率的に提供できる施設の経営を

支援するため、以下の点に特に留意

してその通正な実施に努める。

(1)セミナー実施日の平均 10週間
前までに開催内容の告知を行う

等、受講希望者の受講機会確保と

PRに努め、平成20年度におけ
る延べ受講者数を2,520人 以
上とする。

(2)開設施設の経営改善手法につい
て良質で実践的な事例を提供する

などカリキュラムを工夫し、平成

20年度の受講者に対するアンケ
ート調査における満足度指標を平

均65ポイント以上とする。

(3)年次計画案の策定と併せて、以
下の施設種別の簡易経営診断を平

成20年度中に開始する。
①老人デイサービスセンター

②一般療贅中間型病院

(4)個別経営診断については、平成
20年度に延べ 280件 以上の診
断を実施する。

2 福祉医療経営指導事業
福祉医療経営指導事業 (集団経営

指導 (セ ミナー)、 個BU経営診断及

び開業医承継支援事業)については、

民間の社会福祉施設、医療施設の経

営者に対し、
/AN的な立場から経営に

関わる正確な情報や有益な知識を提

供し、あるいは経営状況を的確に診

断することにより、福祉、介護、医

療サービスを安定的かつ効率的に提

供できる施設の経営を支援するた

め、以下の点に特に留意してその通

正な実施に努めること。

(1)業務運営の効率化に関する事項

ア 集団経営指導については、開催
方法の工夫等による効率化や適正

な受講料の設定に努めること。

イ 個別経営診断については、実地
調査を伴うもの及び償還の緩和申

請や経営安定イじ資金の融資申請に

義務付けられているものを除き、

事務処理の迅速化により、申込書

の受理日から報告書の提示までの

期間を中期目標期間の平均で 60
日以内に短縮すること。

(2)業務の質の向上に関する事項

ア 経営指導業務の質の向上を図る
ため、担当部P3の調査研究能力の

充実強イじに努めること。

2 福祉医療経営指導事業
福祉医療経営指導事業 (集団経営

指導 (セミナー)、 個別経営診断及

び開業医承継支援事業 )については、

民間の社会福祉施設、医療施設の経

営者に対し、公的な立場から経営に

関わる正確な情報や有益な知識を提

供し、あるいは経営状況を的確に診

断することにより、福祉、介護、医

療サービスを安定的かつ効率的に提

供できる施設の経営を支援するた

め、以下の点に特に留意してその適

正な実施に努める。

(1)業務運営の効率化に関する日標
を達成するためにとるべき措置

ア 集団経営指導については、適正
な受講料を設定するとともに、必

要に応じ開催経費等の見直しを行

うなど効率化を図りながら、最低

限実費相当経費を自己収入で賄

う。

また、地方における福祉・医療

両経営セミナーの同時期、同一場

所での開催等を含め、開催の時期、

場所等を工夫することにより、効

率的な開催 。運営を行う。

イ 個別経営診断については、必要
に応し経営診断・指導マニュアル

の見直し等を行つて事務処理の迅

速化を図ることにより、所要日数

に関する中期日標を達成するとと

もに、最低限実費相当経費を自己

収入で賄う。

(2)業務の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置

ア 経営指導業務の質の向上を図る
ため、調査研究能力の充実強化の

ための体制づくりを行うととも

に、担当贈員の資質向上を図る。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

(3)社会福祉や医療の制度変更、経
営環境の変化等による経営者の二

―ズを的確に把握 し、施設経営を

支援するための情報の収集・分

析・提供の充実強化に努めること

(4)集団経営指導及び個別経営診断
の各業務において、運営費交付金

の縮減の観点から自己収入の拡大

に努めること。

支援事業に重点化し、漸次、当該

経営診断件数の増加に努める。

(5)利用者の利便の向上を図るため、
経営分析診断については、申込書

の受理から報告書の提示までの平

均処理期間を50日以内とする。

(6)施設経営者等が経営状況を客観
的に把握できるように、年次計画

に基づき、経営指標の対象施設の

拡大を段階的に図る。

(7)安定的かつ効率的な法人運営に
寄与するため、財務面や収支面等
の経営指標の組み合わせによる、

法人全体の格付についての研究及
び導入を図る。

(8)施設の経営実態及び経営改善事
例や経営統8。 分離手法等につい
て年次計画に基づき調査研究を行

い、施設経営を支援するための情

報を施設経営者等に的確に提供す

る。

(9)集団経営指導及び個8」経営診断
の各業務において、運営費交付金

の縮減の観点から適切なサービ
ス・料金体系の設定と受講者等の

増加を図ることにより、中期目標

期間中において実費相当額を上回
る自己収入を確保する。

(5)利用者の利便の向上を図るため、
経営分析診断については、申込書

の受理から報告書の提示までの平

均処理期間を50日 以内とする。

(6)年次計画案の策定と併せて、平
成20年度中に、以下の対象施設
経営指標の拡大を段階的に図る。

①認知症グループホームの経営指

標の作成

②保育所にかかる経営情報収集開

始

③社会福祉法人全体にかかる経営

情報収集開始

(7)安定的かつ効率的な法人運営に
寄与するため、財務面や収支面等

の経営指標の組み合わせによる、

法人全体の格付についての調査・

研究を行う。

(8)経営改善支援事業の重点化に向
けて、現行の施設類型を踏まえ、

施設の経営実態・改善手法等に関

し、調査の年次計画案を作成し、

これに従つて調査を行い、その結

果を取りまとめる。

(9)集団経営指導及び個別経営診断
の各業務において、運営費交付金

の縮減の観点から適切なサービ

ス・料金体系の設定と受講者等の

増加を図ることにより、実質相当

経費を上回る自己収入を確保す

る。

集団経営指導については、セミ

ナー利用者の受講機会を確保する

ため、中期目標期間の平均で遅<
とも実施2か月前までに開催内容
を告知すること。

また、中期目標期間中において

は、国の政策、方針により受講対

象者が変動する法人・施設開設者

向けのセミナーを除き、中期目標

期間中の延べ受講者数を、9,600
人以上とすること。

個別経営診断については、社会

福祉や医療の制度変更、経営環境

の変化等による経営者のニーズを

的確に把握し経営診断の対象拡大

又は診断手法の確立を行うこと。

開業医承継支援事業について中

期目標期間中における紹介件数の

総数を 135件以上とするととも
に、譲渡希望及び開業希望の登録

後のフォローアップ・サービスを

充実強化すること。

また、調査研究の成果のうち施設
経営の参考指標については、その

対象施設の種類を中期目標期間中
に4種類以上に増加させる。

集団経営指導については、セミ

ナーの開催の時期、場所、回数、
内容等に係る関係者との調整を迅

速に行うとともに、開催告知内容
等を工夫し、事前告知に関する中

期目標を達成する。

また、アンケート調査の実施に

より受講希望者のニーズの把握に

努め、開催の時期、場所、回数、
内容等を工夫し、セミナーを毎年
17回程度開催することにより、
受講者数に関する中期目標を達成
するとともに、アンケート調査に
おける受講者の満足度指標を 65
ポイント以上にする。

個別経営診断については、関係

団体のセミナーで個別経営診断事
業をPRする等、事業の広報宣伝
を充実強化することにより、中期
目標期間中の延べ診断件数を
150件以上とする。また、利用者
ニーズに対応して診断手法の改善
に努めるとともに、支援費対象施
設を経営診断対象に追加するた

め、経営指標の策定、診断手法の

確立等に関する年次計画に基づ

き、段階的に導入する。

開業医承継支援事業について
は、雑誌広告や地区医BT会等に対
するポスター掲示依頼など広報宣
伝を充実強化することにより、紹
介件数に関する中期目標を達成す
る。また、登録者のニーズに対応
し、インターネットを通じた情報
提供等を行うことにより、フォロ
ーアップ・サービスの充実強化に
努める。

ウ
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

■評価項目8■ 評価の視点 (案 )
○ セミサーの開催告知について、中期計画に定められた期間内に行うなど、受講希望者の機会確保とPRに
努めたか。

○ セミナーの受講者数について、中期計画を達成しているか。
○ カリキュラムの工夫により、受講者へのアンケート調査における満足度指標が中期計画を達成している
か。

○ 法人全体を対象とした経営診断の創設、経営診断対象施設の追加等の診断メニューの多様化を段階的に実
施し、個別経営診断の普及に努めているか。

O 経営改善支援事業に重点化を図り、問題点の解決に重点を置いた診断・支援を通切に実施し、健全な施設
経営の支援に努めているか。

○ 個8U経営診断について、延べ診断件数が中期計画を達成しているか。

○ 申込書受理日から報告書提示までの所要期間が中期計画を達成しているか。

O 経営指標の対象施設の拡大を段階的に図っているか。
O 財務面や収支面等の経目指標の組み合わせによる、法人全体の格付についての研究及び導入を図つている
か。

O 施設経営を支援するための情報を施設経営者等に的確に提供しているか。

O 集団経営指導及び個別経営診断の各業務におぃて、適切なサービス・料金体系の設定と受講者等の増加を
図り、中期目標期間中に実費相当額を上回る自己収入を確保しているか。

■評価の視点■

O セミナーの開催告知について、中期目標に定められた期間内にホー
ムページヘ掲載できたか。

O セミナーの受講者数について、中期目標の数値を達成しているか。
O 受講者へのアンケー ト調査の結果、満足度指標が中期計画の数値を
達成しているか。

○ セミナーの効率的な開催 。運営のため、どのような工夫がなされた
か。

O 調査研究能力の充実強化のため、どのような体制づ<り が行われた
か。

O 職員の資質向上に向け、どのような取組みがなされているか。
O 経営者のニーズに対応 して、経営診断の対象拡大や診断手法の確立
等に向けてどのような取り組みが行われたか。

O 個別経営診断について、延べ診断件数が中期計画の数値を達成して
いるか。・
0 申込書受理 日から報告書提示までの所要期間が中期目標を達成 し
ているか。

O /AN表 した施設経営の参考指標の対象施設の種類について中期計画

の数値を達成 しているか。

なお、経営参考指標については、対象施設の決算処理に起因するデ
‐夕の信頼性の問題で、参考指標にまとめることが困難な場合は、そ

の事情を考慮する。

O インターネッ トを通 じた情報提供等、フォローアップ・サービスの
充実強化のための取り組みがなされたか。

O セミナー受講料収入によリセミす一開催経費が賄われているか。
O 実費相当経費が自己収入で賄われているか。

〔T鴇群譜‰棚澱・ぃぃ
ヽ
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

長寿・子育て・障害者基金事業(透

明で公正な助成の実施)

長寿・子育て 。障害者基金事業に

ついては、国から出資 を受けた長

寿。子育て・障害者基金の運用益 (独

立行政法人福祉医療機構法の一部を

改正する法律 (平成 16年法律第 1
39号 )による改正後の独立行政法
人福祉医療機構法 (平成 14年法律
第 166号 )附則第 11条第 1項に
基づ<場合にあつては、基金の一部
を取り崩すことにより得られた利益

とする。)を用いて、独創的・先駆
的な活動など民間の創意工夫を活か

したボランティア団体等における自

発的な福祉活動に対 し、次に掲げる

方針の下で、効果的に資金助成を行

うことにより、多様な福祉ニーズに

対応できる社会環境の醸成に努める

こと。

(1)長寿・子育て ,障害者基金の助
成事業 (以下「基金助成事業」と

いう。)の募集に当たつては、毎
年度、助成方針を定め公表するこ

と。その際、制度改革等により変

イしする政策課題や多様化する国民
ニーズに即して、毎年度、各基金

ごとに、同事業の目的にふさわし

い重点助成分野を国と協議のうえ

設定 し、助成方針に明記すること。

また、幅広く助成配分する観点

長寿。子育て。障害者基金事業(透

明で公正な助成の実施)

長寿・子育て 。障害者基金事業に

ついては、国から出資を受けた長

寿・子育て ,障害者基金の運用益(独

立行政法人福祉医療機構法の一部を

改正する法律 (平成 16年法律第 1
39号 )による改正後の独立行政法
人福祉医療機構法 (平成 14年法律
第 166号 )附則第 11条第 1項に
基づ<場合にあっては、基金の一部
を取り崩すことにより得られた利益

とする。)を用いて、独創的・先駆
的な活動など民間の創意工夫を活か

したボランティア団体等における自

発的な福祉活動に対し、次に掲げる

方針の下で、効果的に資金助成を行

うことにより、多様な福祉ニーズに

対応できる社会環境の醸成に努め

る。

(1)長寿・子育て 。障害者基金の助
成事業 (以下「基金助成事業」と

いう。)の募集に当たつては、毎
年度、外部有識者からなる基金事

業審査・評価委員会 (以下「審査・

評価委員会」という。)において、
前年度に実施した事後評価結果等

を踏まえ、助成方針を定め、募集

要領等に明記する。

その際、毎年度、各基金ごとに

設定 した重点助成分野について

も、併せて募集要領等に明記する。

また、基金で幅広 <助成配分す

5 長著・子育て 。障害者基金事業(透
明で公正な助成の実施)

長寿・子育て・障害者基金事業に

ついては、国から出資を受けた長

寿。子育て。障害者基金の運用益 (独

立行政法人福祉医療機構法の一部を

改正する法律 (平成 16年法律第 1
39号 )による改正後の独立行政法
人福祉医療機構法 (平成 14年法律
第 166号 )附則第 11条第 1項に
基づく場合にあつては、基金の一部

を取り崩すことにより得られた利益

とする。)を用いて、独創的・先駆
的な活動など民間の創意工夫を活か

したボランテイア団体等における自

発的な福祉活動に対し、次に掲げる

方針により、平成 19事業年度分の
助成事業の適切な評価、平成 20事
業年度分の助成事業の適正な実施、

並びに平成21事業年度分の助成事
業の募集及び選定の適正な実施に努

めることとする。

(1)長若 。子育て・障害者基金の助
成事業 (以下「基金助成事業」と

いう。)の勢集に当たっては、外
部有識者からなる基金事業詈査・

評価委員会 (以下「審査・評価委

員会」という。)において、平成
19事業年度に実施した事後評価
結果等を踏まえ、平成21事業年
度助成方針を定め、当該事業年度

募集要領等に明記する。

① 平成 21事業年度分の助成に
あたり、重点助成分野について

は、制度改革等により変イじする

政策課題や多様化する国民二―

ズに目0して、各基金ごとに、同

事業の目的にふさわしい分野を

設定し、当該事業年度募集要領

等に明記する。

②  幅広 <助 成配分する観点か

長春 。子育て 。障害者基金事業

長寿 。子育て・障害者基金事業に

ついては、国から出資を受けた長

寿。子育て・障害者基金の運用益 (独

立行政法人福祉医療機構法の一部を

改正する法律 (平成 16年 法律第
139号 )による改正後の独立行政法
人福祉医療機構法 (平成 14年法律
第 166号。以下「機構法」という。)
附則第 11条第 1項に基づく場合に
あっては、基金の一部を取り崩すこ

とにより得られた利益とする。)を
用いて、独創的・先駆的な活動など

民間の創意工夫を活かしたポランテ

イア団体等における自発的な福祉活

動に対し、次に掲げる方針の下で、

効果的に資金助成を行うことによ

り、多様な福祉ニーズに対応できる

社会環境の醸成に努めること。

国における社会福祉施策の推進

とあいまって、高齢者・障害者の

在宅福祉と生きがい。健康づくり、

子育て支援、障害者の社会参加等、

社会福祉の振興を図ること。

その際、助成団体としての専P]

性・自主性を発揮して、民間福祉

活動の推進が必要な分野に資金助

成が適切に行われるように配慮す

ること。

その中で、専門的助成団体とし

て、地域における独創的・先駆的

事業への助成について、国の政策

の動向や事業評価の結果も踏ま

え、毎年度 4分野以上重点助成分
野を設け、優先的に助成を行うこ

と。

長寿・子育て 。障害者基金事業

長著 。子育て・障害者基金事業 (以

下「基金事業」という。)において
は、国から出資を受けた長著 。子育

て 。障害者基金の運用益 (独立行政

法人福祉医療機構法の一部を改正す

る法律 (平成 16年法律第 139号 )
による改正後の独立行政法人福祉医

療機構法 (平成 14年法律第 166
号。以下「機構法」という。)附則
第 11条第 1項に基づく場合にあっ
ては、基金の一部を取り崩すことに

より得られた利益とする。)を用い
て、独創的・先駆的な活動など民間

の創意工夫を活かしたポランティア

団体等における自発的な福祉活動に

対し、次に掲げる方針により本中期

目標期間内における基金事業を実施

し、効果的に資金助成を行うことに

より、多様な福祉ニーズに対応でき

る社会環境の醸成に努めることとす

る。

① 長署社会福祉基金、高齢者・障
害者福祉基金、子育て支援基金及

び障害者スポーツ支援基金の4基
金により、高齢者・障害者の在宅

福祉と生きがい・健康づくり、子

育て支援、障害者の社会参加等

様々な民間福祉活動からの資金助

成ニーズに対応していく。

なお、この場合、次の点に留意

する。

a 各基金の助成分野に跨る活動や
従来の枠を超えた新しい活動に対

しても助成対象としていくよう努

める。

b 民間福祉活動の専門的助成団体
としての戦略的視点に立ち、事業

評価の結果も踏まえ、地域におけ

る特定非営利活動法人などによる

民間福祉活動の育成 。支援の観点
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から、重点助成分野の見直 しを行

う等、事業内容の特性に配慮しつ

つ、助成事業の固定化回避に努め

ること。

(2)基金助成事業の選定については、
毎年度、選定方針を定め、外部有

識者からなる委員会において公正

に選定を行うなど、客観性及び透

明性の確保を図ること。

る観点から、必要性や効果を十分

考慮 し、事業内容の特性に配慮し

つつ、助成事業の固定化回避に努

める。

(2)基金助成事業の選定に当たって
は、毎年度、審査・評価委員会に

おいて、選定方針を策定するとと

もに、当該選定方針に基づいて審

査 し、採択を行う。

この際、以下の方針を助成方針

に明記し、当方針に基づき審査・

採択を行う。

なお、地域の実情に即 したきめ

細かな事業の推薦に均―性を確保

するため、毎年、事務説明会を開

くほか、必要に応じて事務指導を

行う。

地域における独目的・先駆

的事業及び地域の実情に即し

たきめ細かな事業について

は、事業継続の能力及び意向

を重視した審査、選定を行い、

事後評価において、中期日標

は、公平性及び透明性を確保す

るため、外部有識者からなる「審

査・評価委員会」において選定

するものとし、地域における独

創的 。先駆的事業 (以下「特別

分」という。)及び地方分にお
ける複数年助成等特別な場合を

除き、単年度限りとし、全国的

な効果を期待して実施する事業

(以下「一般分」という。)に
ついては、事業内容や全国への

波及効果等をよく勘案したうえ

で、選定方針等の見直しを行う

ものとする。

② 特別分及び地方分について
は、事業継続の能力及び意向を

重視した詈査、選定を行い、事

後評価において、中期目標期間

内に、特別な場合を除き、平均

して85%以上の事業が助成終

また、機構法附貝U第 11条第 1
項に基づき、障害者スポーツの振

興のために特に必要な助成の対象

とする活動は、独立行政法人福祉

医療機構法の一部を改正する法律

(平成 16年法律第 139号)の
制定趣旨を踏まえ、障害者スポー

ツ国際大会の開催及び選手派遣

(選手強化に関する活動を含む。)

に関する活動とすること。

② 全国的な活動から地域の実情に
即したきめ細かな活動、あるいは

独創的・先駆的な活動など、多種

多様に展開される民間福祉活動に

幅広く対応することとすること。

このため、中期目標期間内にお

いて、地域における特定非営利活

動法人等による活動の育成・支援

に特に留意すること。

③ 整理合理化計画に基づき、助成
した事業の事後押価の実施、評価

結果を反映した資源配分を実施す

ること。

このため、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努めるこ

と6

から、重点的助成分野を設定する

など、特に必要な分野に適切かつ

重点的に助成を実施していく方策

を検討し、可能なものから実施す

ることにより、重点分野に関する

中期目標を達成する。

また、機構法附貝」第 11条第 1
項に基づき、障害者スポーツの振

興のために障害者スポーツ国際大

会の開催及び選手派遣 (選手強化

に関する活動を含む。)に関する
活動に対し、特に必要な助成を行

う。

c 民間福祉活動育成という趣旨に
鑑み、地域における独創的・先駆

的事業及び地域の実情に即したき

め細かな事業については、事業継

続の能力及び意向の確認を重視し

た審査を行うことにより、中期目

標期間内において、平均 して

80%以上の助成団体において助
成終了後も事業が継続されるよう

にするものとする。

② 全国的な活動、地域におけるき
め細かな活動、そして独目的・先

駆的活動のそれぞれへの助成の募

集及び選定の方針及び方法につ

き、適宣見直しを行い、多様な二

―ズに適切に対応できる助成とな

るよう努め、助成のうち 70%以
上は、地域において特定非営利活

動法人等が実施する独創的・先駆

的事業や地域の実情に即したきめ

細かな事業に助成するものとす

る。

③ 全助成事業を対象として事後評
価を実施し、その成果を、事業の

採択及び基金事業運営の改善に活

かしていくことにより、評価結果

を反映した資源配分を実施する。

このため、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努めること

とする。

25



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

(3)助成事業交付申請等に当たつて
の事務負担の軽減を図るため、各

種提出書類の電子化などを行うこ

と。

(4)基金の運用については、安全か
つ確実な方法による運用を基本と

しながらも可能な限り運用効率を

高めるよう努めること。

期間内に、特別な場合を除き、

平均 して85%以 上の事業が
助成終了後も継続されるこ

と。
・ 全国的な効果を期待 して実

施する事業については、より

―層厳格な審査を行うととも

に、地域における独創的・先

駆的事業及び地域の実情に即

したきめ細かな事業につい

て、優先的な採択を行うこと

により、特別な場合を除き、

全助成件数の80%以 上が独
創的・先駆的事業等であるこ

と。

(3)助成先団体等の事務負担の軽減
を図るため、各種提出書類の電子

化などを行う。

(4)助成交付申請の受理から交付決
定までの平均処理期間を30日 以
内とする。

(5)安全で安定的な運用収益を確実
に上げるための運用方法を検討

し、計画的に導入する。

(6)経済情勢や市場状況に関する情
報を不断に把握し、安全確実で、

かつ、効率的な運用を行い、長期

金利の指標である国債の平均金利

を上回る運用収益を上げる。

了後も継続されるように事業を

選定するものとする。

③ 一般分については、事業の積
極的な普及啓発の観点から、事

業内容や事業の波及効果等に重

点を置いた審査を行うととも

に、特別分及び地方分について、

優先的な採択を行うことによ

り、特別な場合を除き、全助成

件数の 80%以 上が独創的・先
駆的事業等であるものとする。

(3)平成 20事業年度において、助
成先団体等の事務負担の軽減を図

るため、特別分助成金の各種提出

書類 (助成金交付要望書、助成金

交付申請書、概算払請求書及び事

業完了報告書等)にかかる電子申
請システムを構築し、試行的に運

用を開始する。

(4)平 成20事業年度分の助成金交
付申請書の受理から交付決定まで

の平均処理期間を30日以内とす
る。

(5)安全で安定的な運用収益を確実
に上げるための運用方法を検討

し、計画的に導入する。

(6)経済情勢や市場状況に関する情
報を不断に把握し、安全確実で、

かつ、効率的な運用を行い、長期

金利の指標である国債の平均金利

を上回る運用収益を上げる。

(1)業務運営の効率化に関する事項

ア 基金の運用については、安全か
つ確実な方法による運用を基本と

しながらも可能な限り運用効率を

高めるよう努めること。

助成金の交付申請の受理から交

付決定までの所要期間について、

事務処理の効率化を図り、申請内

容の不備などを除き、中期目標期

間最終年度において平均で 30日
以内で処理するよう努めるものと

する。

(1)業務運営の効率イじに関する目標
を達成するためにとるべき措置

ア 以下の措置を講 じることによ
り、中期目標期間における助成が

効率的かつ安定的なものとなるよ

う努める。

(ア )本中期目標期間内の各年度にお
ける各基金の運用益、助成額等に

ついて、一定の前提の下に中期助

成計画を策定し、金融情勢の変動

を踏まえ、定期的にその見直しを

行う。

(イ )安全かつ確実な方法による運用
を基本としながらも、経済情勢や

市場状況に関する情報を不断に把

握し、通切な運用資産及び金融機

関の選択に努めることにより可能

な限り運用効率を高める。

イ 助成金の交付申請の受理から交
付決定までの所要期間について、

事務の合理イじ等により、毎年度計

画的に縮減に努め、所要期間に関

する中期目標を達成する。
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|■評価の視点■■評価項目9■ 評価の視点 (案 )
○ 毎年度、外部有識者からなる審査・評価委員会において、前年度に実施 した事後評価結果等を踏まえ、助 | ○ 募集要領の公開について、中期計画で示された期日までにホームペ
成方針を定め、募集要領等に明記しているか。

O 毎年度、政策課題や多様化する国民ニーズに即した重点助成分野が設定されているか。         | ○

~菫

含飼霞源轟伝峯是数は中期目標を達成しているか。

○ 助成対象先の選定に当たっては、従来の枠を超えた新 しい活動を助
成対象としているか。

O 障害者スポーツの振興のため特に必要と認められる活動に対 し特
に必要な助成が行われているか。

0 年度ごとの事業計画及び運用計画が策定されているか。
○ 基金で幅広く助成配分する観点から、重点助成分野の見直しを行う等、助成事業の固定化回避に努めてい | ○ 事後評価の成果が、資源配分に適切に反映されているか。
るか。

○ 毎年度、審査・評価委員会において、選定方針を策定するとともに、当該選定方針に基づいて審査し、採 | ○ 基金事業審査・評価委員会が設置され、適切に運営されているか。
1 0 助成事業の選定については、中期計画に示されたとおり適切に行わ択を行 つているか。

○ 地域の実情に即したきめ細かな事業の推薦に均―性を確保するため、毎年、事務説明会を開<ほか、必要に応 |  れているか:
じて事務指導を行っているか。

○ 地域における独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細かな事業については、助成終了後も事業 1 0 地域における独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細か
を継続 している助成団体割合が、特別な場合を除き中期計画の数値を達成しているか。(助成事業実施の翌々 |  な事業については、助成終了後も事業を継続 している助成団体割合が

1  中期計画の数値を達成 しているか。(助成事業実施の翌々年度に測定 )年度に測定 )

O 総助成件数に占める特定非営利活動法人等が実施する独創的・先駆的事業及び地域の実情に即したきめ細 | ○ 総助成件数に占める特定非営利活動法人等が実施する独創的も先駆
かな事業への助成件数の割合が、特別な場合を除き中期計画の数値を達成しているか。         1  的事業及び地域の実情に即 したきめ細かな事業への助成件数の割合

O 助成先団体等の事務負担の軽減を図るため、各種提出書類の電子化などを行つているか。        1 0が 醐霞肇冒竃撃隔翼清ζH壬 :｀ 23ょぅな準備が進められたか。
_O 助成金交付申請書受理日から交付決定日までの平均処理期間について、中期計画を達成していぅか。   1 0 助成金交付申請書受理日から交付決定日までの所要期間について、

中期目標の数値を達成しているか。

O 安全で安定的な運用収益を確実に上げるための運用方法を検討 し、計画的に導入 しているか。      | ○ 金融情勢や市場状況に関する情報収集を十分に行い、運用判断に活
O 長期金利の指標である国債の平均金利を上回る運用収益を上げているか。               |  かしているか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

6 長寿 。子育て。障害者基金事業 (事
後評価と助成事業の成果の普及 )

(1)助成した事業の事後評価制度に
ついては、毎年度、評価すべき重

点事項を定めた評価方針を定め、

効率的かつ効果的な運営を行い、

事後評価の結果を助成制度の改善

に適正に反映すること。

(2)活動団体の応募機会の確保に努
めるとともに、活動団体が利用し

易い基金助成制度とするため、事

後評価の結果を踏まえて、制度の

継続的な改善を行うこと。

(3)基金助成事業の助成対象は特定
非営利活動法人等組織基盤が脆33

な団体が多いことを踏まえ、事業

活動に関する相談の充実に努める

こと。

(4)事後評価等の結果を踏まえ、事
業効果の高い事業等の周知とその

効果的な普及を推進すること。

6 長寿・子育て 。障害者基金事業 (事
後評価と助成事業の成果の普及)

(1)事後評価制度の効率的かつ効果
的な運用を図るため、毎年度、評

価すべき重点事項を定めた事後評

価方針を定め、当方針に基づき事

後評価を実施する。

(2)事後評価の結果は、速やかに/AN

表するとともに、活動団体が利用

し易い基金助成制度とするため、

募集要領、選定方針等に反映する

など、基金助成制度の継続的な改

善に活用する。

(3)職員の専P5性を高めることによ
り、助成団体の事業実施に対し的

確な助言ができるように努める。

(4)助成事業の事後評価後において
も、活動団体の継続的な状況の把

握に努める。

(5)事後評価結果等を踏まえ、事業
効果の高い優れた助成事業等を公

表し、広く周知を行うほか、他の

6 長寿 。子育て 。障害者基金事業 (事
後評価と助成事業の成果の普及)

(1)事後.ET価制度の効率的かつ効果
的な運用を図るため、平成 20事
業年度において、評価すべき重点

事項を定めた事後評価方針を定

め、当方針に基づき、事後評価を

実施する。

特に、事後評価のうち、助成団

体へのヒアリングを通して行う評

価については、平成20事業年度
において 100事 業以上実施する
ものとする。

(2)事後評価の結果は、速やかに公
表するとともに、活動団体が利用

し易い基金助成制度とするため、

平成21事業年度の募集要領、選
定方針等に反映するなど、基金助

成制度の継続的な改善に活用す

る。

(3)基金助成事業の効果を高めるた
め、平成 20事業年度においては、
活動団体の事業企画などに関する

相談に応じられるよう調査・研究

を行うとともに、職員の専門性の

向上を図るための研修を計画的に

行う。

(4)助成事業の事後評価後において
も、平成20事業年度において、
1年経過後に行うフォローアップ
調査に力0え、さらに数年後にもフ

ォローフップ調査を計画。実施し、

活動団体の継続的な状況の把握に

努めるとともに、その成果を平成

21事業年度の募集要領及び選定
方針等に活かす。

(5)事後評価結果等を踏まえ、平成
20事業年度において、事業効果
の高い優れた助成事業等をホーム

(2)業務の質の向上に関する事項

ア 助成の仕組みや手続が国民に理
解 しやす<利用しやすいものとな
るように、その見直しを進め、手

続の簡素含理化、相談対応や広報

の充実を図ることにより、活動団

体の応募機会の確保及び便宣に努

めること。

助成事業の事後評価を徹底し、

その成果を、助成事業採択や基金

事業運営の改善、助成団体への指

導助言に活かしてい<と ともに、
評価の高い助成事例については、

広 <周 知を図ることにより、民間
団体の活動の推進に資するととも

に、有望な助成案件の把握に努め

ること。

(2)業務の質の向上に関する日標を
達成するためにとるべき措置

ア 助成の仕組みや手続が国民に理
解しやすく利用しやすいものとな

るよう、次の措置を講じる。

(ア )助成の募集の広報を幅広く積極
的に行い、周知を図るとともに、

様々な相談に対応する。このため、

募集要領を募集締め切りの 2か月
前までにホームページなどで公開

する。

(イ )助成の応募などの手続について
電子申請の実現に向けて準備を進

める。

イ 助成事業の選定及び事後評価に
ついて、外部有識者の委員会を設

けて一体的に審議するとともに、

以下の措置を請じる。

(ア )助成事業の選定にあたっては、
客観性及び透明性を確保するた

め、次の措置を講じる。
・ 助成については、原則として単

年度限りとし、全国的規模の事業

については、事業の内容によって

は 3年間まで継続を認めるが、毎
年度の事業終了後に行う事業評価

の結果によっては打ち切る。
・ 上記委員会において、審査及び

選定の方針を定め、それに基づき

選定を行う。
・ 採択した事業については、毎年
1回 4月下旬までにホームページ
や広報誌などで公開する。

(イ )助成事業の事後評価については、

適切に評価を行うため、次の措置

を講じる。
・ 事後評価は、助成先団体が行う

自己評価並びに上記委員会及び事

務局が行う総含評価により行う。
・ 評価結果については、ホームペ
ージ、広報誌などで/AN関する。ま

た、評価結果の公表にあたっては、
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

助成団体等との情報の共有イじ等を

行う。

(6)事業効果の高い優れた事業につ
いては、効果的な普及を行う。こ

のため、助成事業説明会や報告会

並びに相談会を中期目標期間内に

15回以上開催する。

ページや広報誌などで公表 し、広

く周知を行うほか、他の助成団体

等との情報の共有化や意見交換を

行うなどにより、民間福祉団体の

ニーズを把握する。

(6)事業効果の高い優れた事業につ
いては、効果的な普及を行う。

① 優れた助成事業の周知及び効

果的な普及を行うため、平成 2
0事業年度において、助成事業
説明会や報告会並びに相談会を

計3回以上開催する。
② 助成事業の内容や助成団体並
びにその成果物等について、全

国的な普及を図るとともに、顧

客の利便性に資するため、平成

20事業年度において、電子図
書館システムを構築し、試行的

に運用を開始する。

助成先の団体や、他の資金助成

を行う団体などと積極的に情報交

換・意見交換を行うとともに、基

金による資金助成が真に必要な分

野についての調査研究に努めるこ

と。

特に評価の高い事業を、毎年度平

均 20事業以上選び出し特に明記
するとともに、年 2回以上の各地
での事業報告会、年 4回発行する
広報誌等で紹介し、広く周知を図

る。
・ 職員の専門性を高めるとともに、

評価の専門家を確保することによ

り、助成団体の事業実施に対し的

確な指導助言ができるように努め

る。

ウ 多様なニーズを踏まえた助成事
業の運営を可能とするため、次の

措置を講じる。

(ア )助成先の団体との意見交換によ
り民間福祉団体のニーズを把握す

るとともに、他の大手の民間資金

助成団体との間で、基金事業にお

ける事業の実施・評価の情報提供

等、情報交換・意見交換を年 2回
以上行うことにより、各民間資金

助成団体との事業実施ノウハウの

共有イし、助成の効率化に資する。

(イ )我が国の福祉施策や地域福祉の
動向、さらには本基金の果たして

いる役割、助成事業の社会的波及

効果等について調査研究を行い、

今後の基金助成の75向について検

討する。

■評価項目10■ 評価の視点 (案 )
0 毎年度、評価すべき重点事項を定めた事後評価方針を定め、当方針に基づき事後評価を実施しているか。
O 事後評価の結果を速やかに公表するとともに、その結果が、募集要領、選定方針等の基金助成制度の経続
的な改善に活用されているか。

O 専門性の高い臓員を育成し、助成団体の事業実施に対し的確な助言ができているか。
O 事後評価後における活動団体の状況についても、継続的に把握しているか。
O 事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い優れた助成事業等を公表し、広<周知を行つているか。
O 他の助成団体等との情報の共有化等を行つているか。
O 事業効果の高い優れた事業について、効果的な普及を行うため、助成事業説明会や報告会並びに相談会に
ついて、中期計画に示されたとおり実施しているか。

■評価の視点■

○ 事後評価については、中期計画に示されたとおり適切に行われてい
るか。

民間福祉団体との意見交換の実施にあわせて、民間資金助成団体と

の情報交換・意見交換を中期計画に示されたとおり実施しているか。

本基金の果たしている役割、助成事業の社会的波及効果等について

の調査研究が、中期計画に示されたとおり適切に実施されているか。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

[次の評価の視点は評価項目9へ移行 ]
○ 募集要領の公開について、中期計画で示された期日までにホームペ
ージヘ掲載できたか。

O 基金事業審査・評価委員会が設置され、適切に運営されているか。
○ 助成事業の選定については、中期計画に示されたとおり適切に行わ
れているか。

○ 助成金の電子申請について、どのような準備が進められたか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施

設等を経営する社会福祉法人等の相

互扶助の精神に基づき、社会福祉施

設等に従事する職員について退職手

当共済制度を確立し、もって社会福

祉事業の振興に寄与するためt以下
の点に留意してその適正な実施に努

めること。

(1)退職手当金の綸付事務の効率化
により、請求書の受付から給付ま

での平均処理期間の短縮を図るこ

と。

(2)利用者への説明会や提出書類の
簡素化等により、利用者の手続き

面での利便性の向上及び負担の軽

減に努めること。

退職手当共済事業

退職手当基済事業は、社会福祉施

設等を経営する社会福祉法人等の相

互扶助の精神に基づき、社会福祉施

設等に従事する臓員について退職手

当共済制度を確立し、もつて社会福

祉事業の振興に寄与するため、以下

の点に留意してその適正な実施に努

める。

(1)退職手当金支給に係る事務処理
の効率化を図ることにより、請求

書の受付から給付までの平均処理

期間を75日以内とする。

(2)業務委託先が実施する共済契約
者の事務担当者に対する実務研修

会に機構職員を派遣し、制度内容

の周知と適正な手続きに関する指

導を行うとともに、必要に応じて

共済契約者を直接訪問して個別指

導を行う。

(3)提出書類の電子届出イじ及び簡素
化等を進めることにより、利用者

の手続き面での負担を軽減する。

退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施

設等を経営する社会福祉法人等の相

互扶助の精神に基づき、社会福祉施

設等に従事する職員について退職手

当共済制度を確立し、もって社会福

祉事業の振興に寄与するため、以下

の点に留意してその適正な実施に努

める。

なお、当該事業における被共済職

員数、退職手当支給者数、退職手当

金支給額及び単位掛金額を次のとお

り見込む。

(1)請求書の受付から給付までの平
均事務処理期間について、事務処

理の効率イじを図りながら、75日
以内とする。

(2)共済契約者の事務担当者を対象
に業務委託先が実施する全ての実

務研修会に機構職員を派遣し、制

度内容の周知、掛金届や請求書等

の作成上の留意点等について指導

する。

また、実務研修会が開催された

都道府県においては、必要に応じ

て共済契約者を直接訪問し、事務

取扱について指導を行う。

(3)利用者の手続き面での負担を軽
減するため、次の措置を議じる。

① 平成 19年度より運用を開始
した掛金納付対象職員届の電子

届出システムについて、利用者

区  分 「 成 20事業年度

4月 1日現在の被共済職員数

退職手当金支綸者数

退職手当金支給額

単 位 掛 金 額

673,337人
79,558人
89,592,382

千円

44,700円

退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施

設等を経営する社会福祉法人等の相

互扶助の精神に基づき、社会福祉施

設等に従事する職員について退職手

当共済制度を確立し、もつて社会福

祉事業の振興に寄与するため、以下

の点に留意してその適正な実施に努

めること。

業務の質の向上に関する事項

ア 退職手当金の綸付事務の効率化
により、請求書の受付から給付ま

での平均所要期間を中期目標期間

中に 75日以内に短縮すること。

提出書類の簡素化等により、利

用者の手続き面での負担の軽減に

努めること。

業務委託先への業務指導を徹底

することにより、窓口相談、届出

受理の機能強化を図ること。

退職手当共済事業

退職手当共済事業は、社会福祉施

設等を経営する社会福祉法人等の相

互扶助の精神に基づき、社会福祉施

設等に従事する職員について退臓手

当共済制度を確立し、もつて社会福

祉事業の振興に寄与するため、以下

の点に留意してその適正な実施に努

める。

業務の質の向上に関する日標を達成

するためにとるべき措置

ア 退職手当金支給に係る事務処理
の効率化を図るとともに、掛金等

の給付財源が早期に確保できるよ

う必要な措置を講することによつ
て、請求書の受付から給付までの

平均所要期間に関する中期目標を

達成する。

イ 提出書類の簡素化、提出書類の
作成支援を進めることにより、利

用者の手続き面での負担を軽減す

る。

ウ 年次計画を定め、順次業務委託
先を通して、共済契約者の事務担

当者に対する実務者研修を実施す

ることとし、研修会開催が困難な

業務委託先には、現地における事

務指導を行う機会を設けるなど全
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

(3)業務委託先への業務指導を徹底
することにより、窓□相談、届出

受理の機能強化を図ること。

(4)業務委託先の窓□相談・届出受
理の機能強イじを図るため、業務委

託先の事務担当者に対する事務打

合せ会を実施するほか、必要に応

して業務委託先を個別に訪問して

業務指導の徹底を行う。

アンケート調査を実施し、その

結果をシステム改善や操作性向

上に反映させ、利用促進を図る。

② 施設等新設届 。申出書につい
て、電子届出システムで作成で

きる機能の運用を開始する。

③ 請求書・退職届について、二
次元バーコードを付加した作成

支援システムをホームページに

掲載し、運用を開始する。

④ 上記以外の届書について、入
力と印刷が可能な電子媒体とし

てホームページに掲載し、利用

者への提供を開始する。

(4)業務委託先の事務担当者に対す
る事務打合せ会を実施し、事務処

理の円滑・適正な実施を周知する。

また、必要に応じて業務委託先

を個別に訪問して業務指導の徹底

を行う。

都道府県において共済契約者の事

務担当者に研修の機会を提供す

る。

■評 価 項 目 11■  評価 の視 点 (案 )

○ 請求書受付日から退職手当金の振込日までの所要期間について中期計画を達成しているか。
なお、退職手当金の支給原資のうち、国及び地方公共団体の補助金等の予算制約が生した場合は、当該事
情を考慮する。

○ 共済契約者の事務担当者に対する実務研修会等において、制度内容の周知と適正な手続きに関する指導に
努めているか。

○ 必要に応して共済契約者を直接訪問して個BU指導を行つているか。
○ 提出書類の電子届出イじ及び簡素化等を進めることにより、利用者の手続き面での負担を軽減しているか。

○ 業務委託先の事務担当者に対する事務打含せ会を実施するほか、必要に応じて業務委託先を個別に訪問して業
務指導の徹底を行つているか。

■評価の視点■

○ 請求書受付日から退職手当金の振込日までの所要期間について中
期目標を達成できているか。
なお、退職手当金の支給原資のうち、国及び地方公共団体の補助金

等の予算制約が生した場合は、当該事情を考慮する。

.0 年次計画が定められ、共済契約者の事務担当者に対する研修会が年
次計画どおりに開催されているか。

○ 提出書類の作成支援がどのように進められているか。
O 提出書類及び記載項目が以前と比較して簡素化が図られているか。
なお、手続きについては、法令等によリー定の制約があることを考
慮する。

O 業務委託先への業務指導を徹底し、窓□相談、届出受理の機能強化
が図られているか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

8 1bl身障害者扶養保険事業
心身障害者扶養保険事業(以下「扶

費保険事業」という。)については、
地方公共団体が実施する心身障害者

扶贅共済制度 (以下「扶養共済制度」

という。)によって地方 /A・共団体が
カロ入者に対 して負う共済責任を保険

する事業に関する業務を安定的に行

うことにより、′b身障害者の保護者
の不安を解消し、保護者死亡後の,い

身障害者の生活安定に寄与すること

を目的とし、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努めること。

なお、扶養共済制度に関し、国に

おいては、その安定的な運営を図り、

将来にわたり障害者に対する年金給

付を確実に行うため、 19年度末の
積立不足に対応し、機構が定期的に

行う扶養共済制度の長期的な財政状

況の検証を踏まえ、毎年度予算編成

を経て必要な財政支援措置を各地方

公共団体とともに請することとし、

機構は、上記の国 。地75公共団体に

よる財政措置を踏まえ、資金の安全

かつ効率的な運用に努めること。

(1)財政状況の検証
扶養保険事業の安定的な運営を

図り、将来にわたり障害者に対す

る年金給付を確実に行うため、毎

年度、扶養保険事業の財政状況を

検証するとともに、加入者等に対

し公表すること。

なお、国においては少な <と も
5年ごとに保険料水準等の見直し

を行なうこととしていることか

ら、基礎数値等見直しに必要な情

報を提供するとともに、将来的に

当該事業の安定的な運営に支障が

見込まれる場合には、厚生労働大

臣に対しその旨申出をすることし

(2)扶量保険資金の運用

′む身障害者扶養保険事業

心身障害者扶養保険事業(以下「扶

養保険事業」という。)については、
地方公共団体が実施する心身障害者

扶餐共済制度 (以下「扶養共済制度」

という。)によつて地方公共団体が
な0入者に対して負う共済責任を保険

する事業に関する業務を安定的に行

うことにより、 1い身障害者の保護者

の不安を解消し、保護者死亡後の心

身障害者の生活安定に寄与すること

を目的とし、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。

(1)財政状況の検証
扶養保険事業の安定的な運営を

図り、将来にわたり障害者に対す

る年金給付を確実に行うため、毎

年度、扶震保険事業の財政状況を

検証するとともに、力0入者等に対

し公表する。

なお、検証の結果は、厚生労働

省に報告するとともに、将来的に

当該事業の安定的な運営に支障が

見込まれる場合には、厚生労働大

臣に対しその旨申出をする。

(2)扶量保険資金の運用

8 心身障害者扶餐保険事業
心身障害者扶養保険事業(以下「扶

贅保険事業」という。)については、
地方公共団体が実施する心身障害者

扶養共済制度によつて地方
/AN共
団体

が加入者に対して負う共済責任を保

険する事業に関する業務を安定的に

行うことにより、心身障害者の保護

者の不安を解消し、保護者死亡後の

心身障害者の生活安定に寄与するこ

とを目的とし、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努める。

なお、当該事業における新規加入

者数その他を次のとおり見込む。

(参考)

(1)財政状況の検証
平成19年度の決算を踏まえ、
財務状況検討会で財務状況の検証

を行い、検証結果を報告書に取り

まとめ、厚生労働省へ報告すると

ともに、①地方公共団体に対して

は、事務担当者会議において報告、

②加入者等に対しては、ホニムペ

ージで公表、③障害者関係団体(親

の会等)に対しては、情報提供を
行う。

また、検証の結果、将来的に当

該事業の安定的な運営に支障が見

込まれる場合には、厚生労働大臣

に対しその旨申出を行う。

(2)扶贅保険資金の運用

区   分 平成 20事業年度

新 規 加 入 者 数

新規年金受綸者数

保険対象加入者数

年金綸付保難支払対象●害者螢

死亡・障害保険金額

年金綸付保険金額

598人

2,314人

89,102人

46,381人

8,281,8∞ 千 円

11,286,196T円

心身障害者扶養保険事業

′む身障害者扶贅保険事業(以下「扶

養保険事業」という。)については、
地方公共団体が実施する心身障害者

扶賛共済制度 (以下「扶養共済制度」

という。)によって地方/AN共団体が
加入者に対して負う共済責任を保険

する事業に関する業務を安定的に行

うことにより、 1い身障害者の保護者

の不安を解消し、保護者死亡後の心

身障害者の生活安定に寄与すること

を目的とし、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努めること。

また、扶量保険事業の財務状況に

ついて、加入者等に対し定期的に公

表すること。

なお、中期目標期間の出来るだけ

早い時期に事業が見直されるものと

すること。

(1)業務運営の効率化に関する事項

扶養保険資金の運用 について

は、市場動向を考慮 し、中期目標

期間中において、安全性を重視し

た運用に努めること。

(2)業務の質の向上に関する事項

心身障害者及びその保護者に対
するサービスの向上を図るため、

心身障害者扶養保険事業

心身障害者扶養保険事業(以下「扶

養保険事業」という。)については、
地方公共団体が実施する心身障害者

扶養共済制度 (以下「扶養共済制度」

という。)によつて地方 /A・共団体が
力0入者に対 して負う其済責任を保険

する事業に関する業務を安定的に行

うことにより、心身障害者の保護者

の不安を解消し、保護者死亡後の心

身障害者の生活安定に寄与すること

を目的とし、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。

また、扶養保険事業の財務状況に

ついて、力0入者等に対し定期的に公

表する。

(1)業務運営の効率化に関する日標
を達成するためにとるべき措置

扶養保険資金については、制度
に起因する資金の特性を十分に踏
まえ、厚生労働大臣の認可を受け

た金銭信託契約の内容に基づき、

市場動向を考慮し、安全性を重視
した運用を行う。また、運用の適

正な実施を確保するため、共同受

話者に対し定期的な運用成績等の

報告を求めるとともに上記方針等
に従って適切に指導を行う。

(2)業務の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置
′じ身障害者及びその保護者に対

するサービスの向上を図るため、
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

① 基本的考え方

扶養保険資金の運用 について

は、制度に起因する資金の特性を

十分に踏まえ、長期的な観点から

安全かつ効率的に行うことによ

り、将来にわたって扶量保険事業

の運営の安定に資することを目

的として行うこと。

② 運用の目標

厚生労働大臣が別途指示する

運用利回りを確保するため、長期

的に維持すべき資産構成割合 (以

下「基本ポー トフォリオ」とい

う。)を定め、これに基づき管理
を行うこと。

各年度において、各資産ごとに

各々のベンチマーク収益率を確

保するよう努めるとともに、中期

目標期間において、各々のベンチ

マーク収益率を確保すること。

ベンチマークについては、市場

を反映した構成であること、投資

可能な有価証券により構成され

ていること、その指標の詳細が開

示されていること等の条件を満

たす適切な市場指標を用いるこ

と。

運用におけるリスク管理

① 基本的者え方

扶量保険資金の運用について

は、制度に起因する資金の特性を

十分に踏まえ、厚生労働大臣の認

可を受けた金銭信託契約の内容

に基づき、長期的な観点から安全

かつ効率的に行うことにより、将

来にわたって扶養保険事業の運

営の安定に資することを目的と

して行う。

このため、分散投資を基本とし

て、長期的に維持すべき資産構成

割合 (以下「基本ポートフォリオ」

という。)を、,い身障害者扶贅保
険資産運用委員会 (資産運用に精

通 した外部専門家により構成さ

れる組織をいう。以下「資産運用

委員会」という。)の議を経た上
で策定し、扶量保険資金の運用を

行う。

② 運用の目標

厚生労働大臣が別途指示する

運用利回りを長期的に確保する

ため、基本ポー トフォリオを定

め、これを通切に管理する。

また、運用受話機関の選定、管

理及び評価 を適切に実施するこ

と等により、各年度における各資

産ごとのベ ンチマーク収益率を

確保するよう努めるとともに、中

期目標期間においても各資産ご

とのベンチマーク収益率を確保

する。

ベンチマークについては、市場

を反映した構成であること、投資

可能な有価証券により構成され

ていること、その指標の詳細が開

示されていること等の条件を満

たす適切な市場指標を用いる。

③ 運用におけるリスク管理

① 基本的考え方

扶養保険資金の運用について

は、制度に起因する資金の特性を

十分に踏まえ、厚生労働大臣の認

可を受けた金銭信託契約の内容

に基づき、長期的な観点から安全

かつ効率的に行うことにより、将

来にわたって扶養保険事業の運

営の安定に資することを目的と

して行う。

このため、分散投資を基本とし

て、長期的に維持すべき資産構成

割合 (以下「基本ポートフォリオ」

という。)を、1い身障害者扶量保
険資産運用委員会 (資産運用に精

通した外部専P5家により構成さ

れる組織をいう。以下「資産運用

委員会」という。)の議を経た上
で策定し、扶養保険資金の運用を

行う。

② 運用の日標

ア 基本ポー トフォリオに基づ
きリバランスを行い、これを

適切に管理する。

イ 運用受託機関の選定、管理
及び評価を適切に実施するこ

と等により、各資産ごとのベ

ンチマーク収益率を確保する

よう努める。

ウ ベンチマークについては、
中期計画の条件を満たす適切

な市場指標を用いる。

③ 運用におけるリスク管理

扶養共済制度を運営する地方公共

団体と相互の事務処理が適切にな

されるように連携を図ること。

扶贅共済制度を運営する地方公共

団体と相互の事務処理が適切にな

されるよう連携を図るため、事務

担当者会議 (年間 2か所)を開催
する。
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扶費保険資金については、分散

投資による運用を行うとともに、

運用に伴う各種リスクの管理を

行うこと。

④ 年金給付のための流動性の確

保

扶費保険事業の財政見通し及

び収支状況を踏まえ、年金給付等

に必要な流動性 (現金等)を確保
すること。́

⑤ 運用に関する基本方針の策定

扶養保険資金の運用について、

基本方針を策定すること。

⑥ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオは、扶養保

険事業の数理上の前提と整合的

なものとなるように策定するこ

ととし、その際、以下の点に留意

すること。
・ 厚生労働大臣が別途指示す

る運用利回りを確保するよ

うな資産構成とすること。
・ 扶養保険事業の短期資金需

要等を踏まえて策定するこ

と。
・ 扶養保険事業の財政の安定

イヒの観点から、変動リスクを

一定範囲に抑える資産構成

とすること。その際、株式の

リターン・リスクについて

は、そのリスク特性に配慮し

つつ、慎重に推計を行い、ポ
コ ートフオリオ全体のリスク
を最小限に抑制すること。

リターン・リスク等の特性が異

なる複数の資産に分散投資する

ことをリスク管理の基本とし、運

用に伴う各種リスクの管理を適

切に行う。

④ 年金給付のための流動性の確

保

年金給付等に必要な流動性 (現

金等)を確保するとともに、効率
的な現金管理を行う。

⑤ 運用に関する基本方針の策定

及び定期的見直し

扶養保険資金の運用に関する

基本方針を資産運用委員会の議
を経た上で策定し、公表するとと

もに、少なくとも毎年 1回検討を
tOえ、必要があると認めるときは

速やかに見直しを行う。

⑥基本ポートフォリオの基本的
考え方

資産運用委員会の議を経た上

で策定される基本ポートフォリ

オは、扶養保険事業の数理上の前

提と整合的なものとなるように

策定することとする。

その際、厚生労働大臣が別途指

示する運用利回りを確保するよ

うな資産構成とし、扶養保険事業

の財政の安定化の観点から変動

リスクを一定範囲に抑える。

併せて、株式のリターン・リス

クについては、そのリスク特性に

配慮しつつ、慎重に推計を行い、

基本ポートフォリオ全体のリス

クを最小限に抑制する。

⑦ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオを構成す

る資産区分については、国内債

券、国内株式、外国債券、外国株

リターン・リスク等の特性が異

なる複数の資産に分散投資する

ことをリスク管理の基本とし、運

用に伴う各種リスクの管理を行

9。

④ 年金給付のための流動性の確

保

年金給付等に必要な流動性 (現

金等)を確保するとともに、効率
的な現金管理を行う。

⑤ 運用に関する基本方針の策定

及び定期的見直し

扶養保険資金の運用に関する

基本方針を資産運用委員会の議

を経た上で策定し、公表する。

⑥ 基本ポートフォリオの基本的

考え方

資産運用委員会の議を経た上

で策定される基本ポートフォリ

オは、扶量保険事業の数理上の前

提と整含的なものとなるように

策定することとする。

その際、厚生労働大臣が別途指

示する運用利回りを確保するよ

うな資産構成とし、扶養保険事業

の財政の安定化の観点から変動

リスクを一定範囲に抑える。

併せて、株式のリターン・リス

クについては、そのリスク特性に

配慮しつつ、慎重に推計を行い、

基本ポートフォリオ全体のリス

クを最小限に抑制する。

⑦ 基本ポートフォリオの策定

基本ポートフォリオを構成す

る資産区分については、国内債

券、国内株式、外国債券、外国株
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⑦ 基本ポートフォリオの見直し

基本ポートフォリオの策定時
に想定した運用環境が現実から

乖離していないかなどについて
の検証を行い、必要に応して随時
見直すこと。

③ リスク管理の徹底

基本ポートフォリオ管理を適

切に行うとともに、資産全体、各
資産、各運用受話機関及び各資産

管理機関のリスク管理を行うこ

と。

式及び短期資産とする。

扶養保険事業の短期資金需要

等に配慮 して、基本ポー トフォ

リオを次のとおり定める。また、

各資産に固有の収益率の変動の

大きさ、基本ポートフォリオに

おける組入比率の大きさ、取引
コス ト等を総合的に勘案 し、乖

離許容幅を次のとおり設定す

る。

(目 標収益率 320%、 標準偏差
5.05%)
③ 基本ポートフォリオの見直し

基本ポートフォリオの策定時
に想定した運用環境が現実から

乖離していないかなどについて、
毎年 1回、資産運用委員会で検証
を行うとともに、必要に応して随
時見直す。

◎ 基本ポートフォリオの管理及

びその他のリスク管理

基本ポートフォリオを通切に

管理するため、資産全体の資産構
成割合と基本ポートフォリオと
の乖離状況を少な<と も月 1回
把握するとともに、必要な措置を

講じる。
扶養保険資金について、運用受

話機関への委託等により運用を
行うとともに、運用受話機関及び

資産管理機関からの報告等に基
づき、資産全体、各資産、各運用

受話機関及び各資産管理機関に
ついて、以下の方法によリリスク

管理を行う。

区 分
基本

ホ
・―トフォリオ

乖離

許容幅

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

短期資産

71.6% ±8%
±5%
±5%
±5%
±4%

78%
78%
78%
5.0%

式及び短期資産とする。

扶養保険事業の短期資金需要

等に配慮して、基本ポー トフォリ

オを次のとおり定める。また、各

資産に固有の収益率の変動の大

きさ、基本ポートフォリオにおけ

る組入比率の大きさ、取引コス ト

等を総合的に勘案し、乖離許容幅

を次のとおり設定する。

③ 基本ポートフォリオの見直し

基本ポートフォリオの策定時
に想定した運用環境が現実から
乖離していないかなどについて、
平成20年度中に 1回、資産運用
委員会で検証を行うとともに、必

要に応して随時見直す。

◎ 基本ポートフォリオの管理及

びその他のリスク管理

基本ポートフォリオを適切に

管理するため、資産全体の資産構
成割合と基本ポートフォリオと
の乖離状況を少なくとも月 1回
把握するとともに、必要な措置を
請じる。

扶量保険資金について、運用受

話機関への委託等により運用を

行うとともに、運用受話機関及び

資産管理機関からの報告等に基
づき、資産全体、各資産、各運用
受話機関及び各資産管理機関に
ついて、以下の方法によリリスク

管理を行う。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

⑨ 運用手法

長期保有を前提としたインデ

ックス運用等のパッシブ運用を

中心とすること。

⑩ 企業経営等に与える影響への

考慮

企業経営等に与える影響を者

慮し、株式運用において個別銘柄

の選択は行わないこと。また、長

期的な株主等の利益の最大化を

資産全体

資産全体の リスクを確認

し、リスク負担の程度につい

て分析及び評価を行うとと

もに、必要な措置を講じる。

各資産

市場リスク、流動性リスク、

信用リスク等を管理する。ま

た、金融・資本市場のグb―
バル化、緊密化の進展を踏ま

え、ソフリン・リスク (外国

政府の債務に投資するリス

ク)についても注視する。
各運用受話機関

運用受託機関に対し運用ガ

イ トライン及びベンチマー

クを示し、各社の運用状況及

びリスク負担の状況を把握

し、適切に管理する。

また、運用受託機関の信用

リスクを管理するほか、運用

体制の変更等に注意する。
・ 各資産管理機関

資産管理機関に対し資産管

理ガイトラインを示し、各機

関の資産管理状況を把握し、

適切に管理する。

また、資産管理機関の信用

リスクを管理するほか、資産

管理体制の変更等に注意す

る。

⑩ 運用手法

各資産ともパッシフ運用を中

心とする。

① 企業経営等に与える影響への

考慮

企業経営等に与える影響を者

慮し、株式運用において個別銘柄

の選択は行わない。

企業経営に直接影響を与える

' 資産全体
資産全体の リスクを確認

し、リスク負担の程度につい

て分析及び評価を行うとと

もに、問題がある場合には適

切な措置を請じる。
・ 各資産

各資産における管理すべき

市場リスク、流動性リスク、

信用リスク等を把握 し適切

に管理する。また、ソフリ

ン・リスクについても注視す

る。

・各運用受託機関及び各資産管

理機関

運用受託機関及び資産管理

機関に対 し運用及び資産管

理に関するガイ ドラインを

示し、機関の運用状況及びリ

スク負担の状況を把握し、適

切に管理する。   |
また、運用受託機関及び資

産管理機関の信用 リスクを

管理するほか、運用体制及び

資産管理体制の変更等に注

意する。

⑩ 運用手法

各資産ともパッシフ運用を中

′じとする。

① 企業経営等に与える影響への

考慮

企業経営等に与える影響を者

慮し、株式運用において個別銘柄

の選択は行わない。

企業経営に直接影響を与える

37



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

目指す観点から、株主議決権の行
使などの適切な対応を行うこと。

① 扶養保険事業に関する生命保

険契約における運用実績等の検

証

扶量保険事業の財政状況の検

証に資するため、毎年度、市場環

境や投資行動の観点から運用実

績を確認する等の検証を行うこ

と。     ・

(3)事務処理の適切な実施
lい身障害者及びその保護者に対

するサービスの向上を図るため、

扶養共済制度を運営する地方公共

団体と相互の事務処理が適切にな

されるように連携を図ること。

との懸念を生じさせないよう株

主議決権の行使は直接行わず、運

用を委託 した民間運用機関の判

断に委ねる。ただ し、運用受託機

関への委託に際し、コ‐ポレート

ガバナンスの重要性を認識し、議

決権行使の目的が長期的な株主

利益の最大化を目指すものであ

ることを示すとともに、運用受託

機関における議決権行使の方針

や行使状況等について報告を求

める。

⑫ 扶姜保険事業に関する生命保

険契約における運用実績等の検

証

扶養保険事業の財政状況の検

証に資するため、毎年度、市場環

境や投資行動の観点から、外部有

識者等からなる心身障害者扶養

保険事業財務状況検討会におい

て運用実績を確認する等の検証

を行う。

(3)事務処理の適切な実施
心身障害者及びその保護者に対

するサービスの向上を図るため、

扶螢共済制度を運営する地方/AN共

団体と相互の事務処理が適切にな

されるよう連携を図るため、事務

担当者会議を開催する。

との懸念を生 じさせないよう株

主議決権の行使は直接行わず、運

用を委託した民間運用機関の判

断に委ねる。ただし、運用受託機

関への委託に際し、コーポレート

ガバナンスの重要性を認識し、議

決権行使の目的が長期的な株主

利益の最大化を目指すものであ

ることを示すとともに、運用受託

機関における議決権行使の方針

や行使状況等について報告を求

める。

⑫ 扶養保険事業に関する生命保

険契約における運用実績等の検

証

平成21年度 (平成20年度決
算判明時)から検証を行うための
準備を行う。
・ 生命保険会社からの提出資
料の確定
・ 分析手法の検討

(3)事務処理の適切な実施
事務担当者会議を 2か所で開催
し、適切に事務処理を行うための

留意事項の徹底等きめ細かに対応

する。

■評価 項 目 12■  評価 の視 点 (案 )

○ 毎年度、扶贅保険事業の財政状況を検証するとともに、加入者等に対し公表しているか。
O 長期的に維持すべき資産構成割合 (以下「基本ポートフォリオ」という。)を、心身障害者扶養保険資産運用
委員会の議を経た上で策定し、扶贅保険資金の運用を行つているか。
O 基本ポートフォリオは、厚生労働大臣が別途指示する運用利回りを長期的に確保するよう定めているか。
O 基本ポートフォリオを通切に管理しているか。
O 運用受話機関の選定、管理及び評価を適切に実施しているか。
O 各年度において、各資産ごとのベンチマーク収益率を確保するよう努めているか。
○ 中期目標期間において、各資産ごとのベンチマーク収益率を確保しているか。
O ベンチマークについては、市場を反映した構成であること等の条件を満たす適切な市場指標を用いている
か 。

○ 扶養保険資金の管理及び運用に伴う各種リスクの管理を適切に行つているか。

■評価の視点 ■

O 加入者等に対し、財務状況が定期的に/AN開されているか。
O 金銭信託契約に基づいて安全性を重視した運用が行われているか。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

〇 年金給付等に必要な流動性 (現金等)を確保するとともに、効率的な現金管理を行つているか。

   見 |              _
O 扶贅保険資金の運用に関する基本方針を資産運用委員会の議を経た上で策定し、 /AN表 しているか。
○ 運用に関する基本方針について、少なくとも毎年 1回検討を加え、必要があると認めるときは速やかに 1

|直しを行つているか。
○ 基本ポートフォリオは、中期日標で示された留意点を踏まえ、扶養保険事業の数理上の前提と整合的

ξ 、

1                              1

のとなるように適切に策定しているか。

O 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離していないかなどについて、毎年 1
資産運用委員会で検証を行うとともに、必要に応じて随時見直しているか。

O 資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を少なくとも毎月
講じているか。

O 資産全体のリスクを確認し、リスク負担の程度について分析及び評価を行うと
は必要な措置を講しているか。

O 各資産ごとに市場リスク、流動性リスク、信用リスク等を管理しているか。
O ソフリン・リスク (外国政府の債務に投資するリスク)に ついても注視してし
O 運用受話機関に対し運用ガイドライン及びベンチマークを示し、各社の運用状
把握し、通切に管理しているか。

0 運用受託機関の信用リスクを管理しているか。
O 資産管理機関に対し、資産管理ガイドラインを示し、各機関の資産管理状況を
るか。

○ 資産管理機関の信用リスクを管理するほか、資産管理体制の変更等に注意し1
0 各資産ともパッシフ運用を中心としているか。
0 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用において個別銘柄の選択は行つていないか。
O 株主議決権の行使は直接行わず、運用を委託した民間運用期間の判断に委ね、運用受話機関に対し、コー
ボレートガバナンスの重要性を認識し、議決権行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指すものである

ことを示すとともに、運用受話機関における議決権行使の方針や行使状況等について報告を求めているか。

○ 扶量保険事業の財政状況の検証に資するため、毎年度、市場環境や投資行動の観点から、外部有識者等か
らなる心身障害者扶養保険事業財務状況検討会において運用実績を確認する等の検証を行つているか。

O 心身障害者及びその保護者に対するサ‐ビスの向上を図るため、地方公共団体と相互の事務処理が適切に 1 0 地方
/AN共団体の担当者を対象とした事務担当者会議が中期計画ど

|  おり開催されているか。なされるよう事務担当者会議を開催しているか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

9 福祉保健医療情報サービス事業
(WAM NET事 業 )
WAM NET事 業については、福
祉及び保健医療に関する情報システ

ムの整備及び管理を行い、行政機関

や福祉保健医療に関係する民間団体

に対して全国規模での共通の基盤を

提供することにより情報交換の推進

を支援し、併せて福祉・介護及び保

健医療サービスの利用者に対する提

供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努

めること。

(1)福祉保健医療情報に対する国民
のニーズの高度化とこれら情報の

提供機関の多様化等に対応して、

WAM N匡 丁の特長を最大限に
活かすことができる事業への重点

化を図るとともに、提供する情報

の質の向上等に努めること。

(2)福祉保健医療施策及び機構業務
の効率的実施を推進するためにW
AM N匡 丁基盤を活用すること。

(3)WAM NE丁 事業について、運
営費交付金の縮減の観点から広告

収入等の自己収入の拡大に努める

ほか、業務・システム最適化計画

9 福祉保健医療情報サービス事業
(WAM NET事 業)
WAM NET事 業については、福
祉及び保健医療に関する情報システ

ムの整備及び管理を行い、行政機関

や福祉保健医療に関係する民間団体
に対して全国規模での共通の基盤を

提供することにより情報交換の推進

を支援し、併せて福祉・介護及び保

健医療サービスの利用者に対する提

供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努

める。

(1)WAM NETの 特長を最大限に
活かすことができる介護関係情

報、障害者福祉関係情報、医療関

係情報等の提供事業に重点化を図

るとともに、提供する情報の質の

向上に努める。

(2)利用者ニーズに合わせて、コン
テンツ及び機能の見直しを行い、

中期目標期間中における年間アク

セス件数を 1,400万 件以上、
利用機関登録数を7.5万 件以上
とするとともに、アンケート調査

における情報利用者の満足度を 9
0%以上とする。

(3)国の福祉保健医療施策及び機構
業務の効率的実施を推進するため

にWAM NttT基 盤を活用する。

(4)WAM N巨 丁事業について、運
営費交付金の縮減の観点から広告

収入等の自己収入の拡大に努め、

中期日標期間の最終事業年度にお

9 福祉保健医療情報サービス事業
(WAM NE丁 事業)
WAM NET事 業については、福
祉及び保健医療に関する情報システ
ムの整備及び管理を行い、行政機関

や福祉保健医療に関係する民間団体
に対して全国規模での共通の基盤を

提供することにより情報交換の推進
を支援し、併せて福祉・介護及び保

健医療サービスの利用者に対する提
供情報の拡充を目的とし、以下の点
に特に留意してその適正な実施に努
める。

(1)WAM NE下 の特長を最大限に
活かすことができる介護関係情
報、障害者福祉関係情報、医療関
係情報等の提供事業について、提
供する情報の質の向上に努める。

(2)利用者ニーズに合わせて、コン
テンツ及び機能の見直しを行い、

年間アクセス件数の増加に努める
とともに、利用機関登録数を6.
8万件以上、アンケート調査にお
ける情報利用者の満足度の90%
以上を確保する。

(3)国の福祉保健医療施策を支援す
るため、WAM NET基 盤を活用
した吾護師等養成所報告管理シス

テム等を適切に運用するととも

に、機構業務の効率的実施を推進
するため、WAM NET基 盤を活
用した電子届出の拡充を図る。

(4)現在実施しているパナー広告等
による自己収入を確保するととも

に、新たな自己収入の増力0策につ

いては検討のために、市場調査等

6 福祉保健医療情報サービス事業
(WAM N匡 丁事業)
WAM NET事 業については、福
祉及び保健医療に関する情報システ

ムの整備及び管理を行い、行政機関

や福祉保健医療に関係する民間団体
に対して全国規模での共通の基盤を

提供することにより情報交換の推進
を支援し、併せて福祉・介護及び保

健医療サービスの利用者に対する提
供情報の拡充を目的とし、以下の点
に特に留意してその適正な実施に努
めること。

(1)業務運営の効率化に関する事項
福祉及び保健医療情報の利用者
ニーズに対応するため、効率的な

情報提供基盤の整備及び活用に努

めること。

6 福祉保健医療情報サービス事業
(WAM NET事 業 )
WAM NET事 業については、福
祉及び保健医療に関する情報システ

ムの整備及び管理を行い、行政機関

や福祉保健医療に関係する民間団体

に対して全国規模での共通の基盤を

提供することにより情報交換の推進

を支援し、併せて福祉・介護及び保

健医療サービスの利用者に対する提

供情報を拡充することを目的とし、
・ 平成 12年度の介護保険制度の
施行に際しては、指定事業者デー

タの蓄積及び利用者への情報提供
。 平成 13年度の福祉サービスの
第三者評価事業の導入に当たって

は、第三者評価機関及び受審済事

業者の評価結果の情報提供
・ 平成 15年度の障害者支援費制
度の導入に当たっては、指定事業

者データベースの構築及び利用者
への情報提供
。 その他、社会福祉法人等の情報

提供システムやデータベースの構

築

等、国の施策を支援するための事業

を展開してきたところであるが、今

後、事業の運営に当たつては、以下

の点に特に留意してその適正な実施

に努める。

(1)業務運営の効率イしに関する日標
を達成するためにとるべき措置

ア WAM N匡 丁事業の運営に当
たつては、事業の効率的な運用及

び管理のために必要な機器等基盤
の整備に努める。

イ 支援費事業者情報システム等に
ついては、行政機関や関係団体が

WAM NETに 直接入力するこ

とにより、情報の蓄積、活用が同

時に行えるという特性を活かし、
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

に基づき業務委託の見直しを行う

ことにより事務の効率化を図るこ

と。

また、専用サイトについては利

用料を徴収するなど、新たな自己

収入の増加策について検討し、業

務・システム最適化計画の実施に

合わせて平成 21年度末までに結
論を得、更なる自己収入の拡大に

努めること。

いて 1, 500万 円以上の自己収
入を確保するほか、業務・システ

ム最適イじ計画に基づき業務委託の

見直しを行うことにより事務の効

率化を図る。

また、専用サイトについては利

用料を徴収するなど、新たな自己

収入の増力0策について検討し、業

務・システム最適化計画の実施に

合わせて平成 21年度末までに結
論を得、更なる自己収入の拡大を

図る。

を行うなど情報の収集を行う。

(2)業務の質の向上に関する事項

フ 福祉及び保健医療情報の総合的
な情報窓□として、網羅的かつ速

やかな情報提供と内容の充実に努

めること。

利用者の利便性の向上を図ると

ともに、WAM NttTの利用促進
策を積極的に講し、中期目標期間

中に年間アクセス件数 700万件
以上、利用機関登録数 5万件以上
を達成すること。 _

情報収集の効率イじや利便性の向上

を図つているところであるが、今

後は、他の事業についてもこのよ

うな特性を適用していく。

ウ 福祉及び保健医療分野において
多様で多数の利用者が存在すると

いうメリットやセキュリティーの

高いイントラネットの環境を活か

し、他の機関の事務事業について、

その執行の便宣性、効率性の観点

からWAM NETの 基盤を利活

用することが有効と判断されるも

のについて、本事業の目的を損な

わない範囲で委託を受け入れるこ

と等により収入の確保を目指す。

(2)業務の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置

ア 従来の福祉介護分野にとどまら
ず保健医療分野に至る国の施策に

対する支援を基本としつつ、他の

機関のホームページ等とリンクを

拡張することにより、福祉及び保

健医療を網羅する情報の充実に努

さな)、

。 今後の医療制度改革に伴う医療
機関の情報開示の一環として、行

政機関情報の有効利用等による医

療機関情報の提供
・ 利用者の健康管理のための保健

医療情報とリンクすることによ

り、時宣を得た迅速な情報提供な

どにより、利用者の利便性の向上

を図つていく。

イ WAM NttT利 用機関の中か
らモニターを抽出し、操作性、コ

ンテンツなどについてのアンケー

ト調査を定期的に実施、意見聴取

することにより、操作性の向上及

びコンテンツの整備充実を図り、

情報利用者の満足度を高め、利用

者の拡大に繋げる。
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福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

情報更新や内容確認の頻度を高
めることにより、提供情報が正確

で最新の内容となるよう努めるこ

と。

利用者の利便性の向上を図ると

ともに、WAM NE丁 の利用の促
進を図るため、次の措置を講じる

ことにより、年間アクセス件数及

び利用機関登録数に関する中期目

標を達成する。

医療貸付事業における利用者に

対 し利活用を勧めることにより、

保健医療分野における利用機関登

録の促進を図る。

利用頻度の低い地方を中心に利

用機関等を対象とした活用講習会

を年 2回以上開催する。
WAM NETの コンテンツの充
実について審議を行う学識経験者

で構成する委員会を年 1回開催
し、幅広い分野での利用を可能と

する。

情報の改定に併せて情報更新や

内容確認を行うほか、利用頻度の

高い基本情報は月 1回、その他全
データについては年 1回、情報の
正確性、最新性についての検証作

業を行う。

■評価項目 13■  評価の視点 (案 )
○ 福祉保健医療情報に対する国民のニーズに対応 し、介護関係情報、障害者福祉関係情報、医療関係情報等の
提供事業に重点化を図るとともに、質の向上に努めているか。

〇 年間アクセス件数、利用機関登録数及び利用者満足度について、中期計画を達成しているか。

O 国の福祉保健医療施策及び機構業務の効率的実施を推進するためにWAM NE丁 基盤を活用している
た)。

O 自己収入の確保について、広告収入等の自己収入の拡大に努め、中期計画を達成しているか。
O 業務・システム最適化計画に基づき業務委託の見直しを行うことにより事務の効率化を図っているか。

■評価 の視 点 ■

O WAM NETの 特性を活かして情報収集の効率イじや利便性の向上
が適切に図られているか。
O 医療機関の情報提供がどのように充実されたか。なお、本事業の遂
行に当たっては、厳しい経費削減目標との関係上、可能な範囲での実
施となる事情を考慮する。

O 中期計画に示されたとおりの利用促進措置が講じられたか。
O 情報の改定に併せて情報更新及び内容確認が適切に行われている
た)。

O 中期計画に示された更新周期で検証作業が行われてぃるか。
0 年間アクセス件数及び利用機関登録数に関する中期目標の数値を
達成しているか.

O アンケート調査を実施し、その結果をどのように反映したか。
O 保健医療情報については、他機関とのリンクの拡張が図られている
か 。

O 事業の効率的な運用及び管理のために必要な基盤整備が適切に行
われているか。
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・
(新旧対照表)

なお、本事業の遂行に当たつては、厳しい経費削減目標との関係上、

可能な範囲での実施となる事情を考慮する。

○ 専用サイ トについては利用料を徴収するなど、新たな自己収入め増加策について検討 し、業務・システム 1 0u」霞暮雪
g享
多3器員醤8覆55雇 辱是思讐料ヨンテンツの構築、又

最適化計画の実施に合わせて平成21年度末までに結論を得、更なる自己収入の拡大を図つているか。   |  は外部からの業務受話により収入確保につながつているか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

10 年金担保貸付事業及び労災年
金担保貸付事業

年金担保貸付事業については、厚

生年金保険制度、船員保険制度及び

国民年金制度に基づき支給される年

金並びに労災年金担保貸付事業につ

いては、労働者災害補償保険制度に

基づき支給される年金の受給者に対

し、その受給権を担保にする特例措

置として低利で小日の資金を貸し付

けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援すること及び労災年金受

給者の生活を援護することを目的と

して、以下の点に留意してその適正

な事業実施に努めること。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金
担保貸付事業においては、「独立

行政法人整理合理化計画」 (平成

19年 12月 24日間議決定)に
基づく運営費交付金の廃上、及び

年金担保貸付事業における貸付原

資の自己調達化を踏まえ、業務運

営コストを分析し、その適正イしを

図るとともに、貸付金利の水準に

適切に反映することにより、安定

的で効率的な業務運営に努めるこ

と。

(2)業務運営に当たつては、利用者
の利便性に配慮するとともに、僣

入申込時に年金受給者にとって無

理のない返済となるように配慮し

た審査等を行うこと。

また、貸付後の返済方法などの

返済条件の緩和の必要性について

検討し、通切な措置を講じること。

(3)年 金担保貸付制度及び労災年金
担保貸付制度の周知を図るととも

に、受託金融機関の窓□等におけ

る利用者への適切な対応に努める

10年 金担保貸付事業及び労災年金
担保貸付事業

年金担保貸付事業については、厚

生年金保険制度、船員保険制度及び

国民年金制度に基づき支給される年

金並びに労災年金担保貸付事業につ

いては、労働者災害補償保険制度に

基づき支給される年金の受給者に対

し、その受給権を担保にする特例措

置として低利で小□の資金を貸し付

けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援すること及び労災年金受

給者の生活を援護することを目的と

して、以下の点に留意してその適正

な事業実施に努める。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金
担保貸付事業においては、「独立

行政法人整理合理化計画」 (平成

19年 12月 24日閣議決定)に
基づ<運営費交付金の廃止、及び
年金担保賞付事業における貸付原

資の自己調達化を踏まえ、業務運

営コストを分析し、その適正イじを

図るとともに、貸付金利の水準に

適切に反映することにより、安定

的で効率的な業務運営に努める。

(2)業務運営に当たつては、利用者
の利便性に配慮するとともに、僣

入申込時に年金受給者にとって無

理のない返済となるように配慮し

た審査等を行う。

また、貸付後の返済方法などの

返済条件の緩和の必要性について

検討し、適切な措置を講じる。

(3)ホームページ、リーフレット等
により、年金担保貸付制度及び労

災年金担保貸付制度の周知を図

る。

10 年金担保貸付事業及び労災年
金担保貸付事業

年金担保貸付事業については、厚

生年金保険制度、船員保険制度及び

国民年金制度に基づき支給される年

金の受給者に対し、労災年金担保貸

付事業については、労働者災害補償

保険制度に基づき支給される年金の

受給者に対し、その受給権を担保に

する特例措置として低利で小口の資

金を貸し付けることにより、高齢者

等の生活の安定を支援することや労

災年金受給者の生活を援護すること

を目的として、以下の点に留意して

その適正な事業実施に努める。

また、業務運営に当たつては、利

用者の利便性に配慮し、年金受給者

にとつて無理のない返済となるよう

配慮した運用に努めるとともに、年

金担保賞付事業と労災年金担保貸付

事業を併せて実施するというメリッ

トを活かして効率的な業務運営に努

める。

なお、当該事業における貸付契約

額、資金交付額及び原資を次のとお

り見込む。

(参考 )

〇年金担保貸付事業

7 年金担保貸付事業
年金担保貸付事業については、公

的年金の受給者に対し、その受給権

を担保にする特例措置として低利で

小日の資金を貸 し付けることによ

り、高齢者等の生活の安定を支援す

ることを目的として、以下の点に留

意してその適正な事業実施に努める

こと。

また、業務運営に当たつては、利

用者の利便性に配慮するとともに、

年金受給者にとつて無理のない返済

となるよう配慮した運用に努めるこ

と。

(1)業務運営の効率化に関する事項
年金担保貸付事業における業務

運営コス トを分析し、その増加を

抑制するとともに、貸付金利の水

準に適切に反映することにより、

安定的で効率的な業務運営に努め

ること。

(2)業務の質の向上に関する事項
ア 年金担保貸付制度の周知を図る
とともに、受話金融機関の窓□等

における利用者への適切な対応に

努めること。

イ 事務処理方法の見直し等によ
り、借入申込みから貸付実行まで

の期間を、平成 15年度 (概ね 4
週間)に対し、1週間 (事務処理
日数 5日 )短縮することを目指す
こと。

7 年金担保貸付事業
年金担保貸付事業については、公

的年金の受給者に対し、その受給権

を担保にする特例措置として低利で

小日の資金を貸 し付けることによ

り、高齢者等の生活の安定を支援す

ることを目的として、以下の点に留

意 してその適正な事業実施に努め

る。

また、業務運営に当たつては、利

用者の利便性に配慮するとともに、

年金受給者にとつて無理のない返済

となるよう配慮した運用に努めるこ

ととする。

(1)業務運営の効率化に関する目標
を達成するためにとるべき措置

年金担保貸付事業における業務

運営コストを分析し、その増加を

抑制するとともに、貸付金利の水

準に適切に反映することにより、

安定的で効率的な業務運営に努め

る。

(2)業務の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置

ア 悪質な賃金業者が年金証書等を
預かり高金利で融資を行う問題に

ついての国の注意喚起とあいまつ

て、リーフレット等により、年金

担保貸付制度の周知を図る。

また、受話金融機関事務打ち含

せ会議を年4回以上開催し受話金
融機関に対する指導を強化する。

イ 事務処理方法の見直し及び電算
処理システムの改善等を行うこと

により、借入申込みから貸付実行

までの事務処理期間の短縮に関す

る中期目標を達成する。

貸付回収金等

うち財投機関債)

貸付回収金等



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

(4)年金受総者にとって無理のない
返済となるように配慮した審査等
の実施に伴う事務処理の増力0を考

慮しつつ、事務処理方法の見直し

等により、借入申込みから貸付実

行までの期間を平成 19年度と比
較して短縮するよう取組を行うこ

と。

(4)受話金融機関の窓□等における
利用者への適切な対応に努めるた

めに、受託金融機関事務打含せ会

議の開催場所、回数等を見直し、

更なる周知徹底に努める。

(5)年金受給者にとって無理のない
返済となるように配慮した審査等

の実施に伴う事務処理の増加を者

慮しつつ、事務処理方法の見直し

等により、借入申込みから貸付実

行までの期間を平成 19年度と比
較して短縮するよう取組を行う。

(1)年金担保貸付事業及び労災年金
担保貸付事業を安定的かつ効率的

に運営するため、業務運営コスト

を分析し、その適正化を図るとと

もに、運営費交付金の廃止及び資

金調達方法の変更に伴う影響を貸

付金利に適切に反映させる。

(2)業務運営に当たっては、利用者
の利便性に配慮し、任繰剰余金に

ついて早期振込の実施の検討を行

D。

また、年金受給者にとって無理

のない返済となるよう配慮した運

用に努めるとともに、貸付後の返

済条件の緩和措置等について検討

する。

(3)年金担保貸付制度及び労災年金
担保貸付制度の周知を図るととも

にt生活に無理のない僣入れなど
の注意を促すため、ホームページ

やリーフレット等による広報を行

う。

(4)受託金融機関の窓□等における
利用者への適切な対応に努めるた

めに、受託金融機関事務打合せ会

議の開催場所、回数等を見直し、

更なる周知徹底に努める。

(5)年金受給者にとって無理のない
返済となるように配慮した審査方

法等の検討を行うとともに、僣入

申込から貸付実行までの事務処理

方法の問題点の洗い出しを行う。

8 労災年金担保貸付事業
労災年金担保貸付事業について

は、労災年金の受給者に対 し、その

受給権を担保にする特例措置として

低利で小□の資金を貸し付けること

により、労災年金受給者の生活を援

護することを目的として、以下の点

に留意してその適正な事業実施に努

めること。

また、業務運営に当たつては、年

金担保貸付事業と併せて実施すると

いうメリットを活かして効率的な業

務運営に努めること。

(1)業務運営の効率化に関する事項

労災年金担保貸付事業における

業務運営コス トを分析し、その増

加を抑制するとともに、貸付金利

の水準に適切に反映することによ

り、安定的で効率的な業務運営に

努めること。

(2)業務の質の向上に関する事項
ア 労災年金担保貸付制度の周知を
図るとともに、受託金融機関の窓

口等における利用者への適切な対

応に努めること。

事務処理方法の見直し等によ

り、僣入申込みから貸付実行まで

の期間を、平成 15年度 (概ね 4
週間)に対し、1週間 (事務処理
日数 5日 )短縮することを目指す
こと。

8 労災年金担保貸付事業
労災年金担保貸付事業について

は、労災年金の受給者に対 し、その

受給権を担保にする特例措置として

低利で小日の資金を貸し付けること

により、労災年金受総者の生活を援

護することを目的として、以下の点

に留意 してその適正な事業実施に努

める。

またt業務運営に当たつては、年
金担保貸付事業と併せて実施すると

いうメリットを活かして効率的な業

務運営に努めることとする。

(1)業務運営の効率化に関する日標
を達成するためにとるべき措置

労災年金担保貸付事業における

業務運営コス トを分析し、その増

加を抑制するとともに、貸付金利

の水準に適切に反映することによ

り、安定的で効率的な業務運営に

努める。

(2)業務の質の向上に関する目標
を達成するために とるべき措置

ア 労災年金担保貸付制度の周知を
図るとともに、受託金融機関事務

打ち含せ会議を年 4回以上開催.し
受託金融機関に対する指導を強化

する。

イ 事務処理方法の見直し及び電算
処理システムの改善等を行うこと

により、僣入申込みから貸付実行

までの事務処理期間の短縮に関す

る中期目標を達成する。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

|■評価の視点■■評価項目 14■ 評価の視点 (案 )
○ 運営費交付金の廃上、及び年金担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コストを 1 0 業務運営コストを分析し、その増力0を抑制するための管理が適切に

1  行われているか。分析し、その適正化を図つているか。

なお、本事業は年金受給者の増大に伴つて事業量の増、コストの増
大が見込まれるが、オンコスト金利によって充てられる事情を考慮す
るとともに、単位あたリコストの状況も考慮する。

○ 貸付金利に業務運営コストを適切に反映する利率の設定方式となつているか。             1 0 貸付金利に業務運営コストを適切に反映する利率の設定方式とな
つているか。

○ 利用者の利便性に配慮するとともに、借入申込時に年金受給者にとつて無理のない返済

i[「[う

に配慮

| 。 利用者に対 し、リーフレット等による制度周知が適切に行われてい

した審査等を行つているか。

○ 貸付後の返済方法などの返済条件の緩和の必要性について検討し、適切な措置を請 して
○ 利用者に対 し、ホームページ、 リーフレット等による制度周知を図つているか。

るか。
○ 受託金融機関事務打合せ会議の開催場所、回数等を見直し、更なる周知徹底に努めているか。       | ○ 受託金融機関打ち含せ会議について、中期計画で示された回数を開

催しているか。
○ 借入申込みから貸付実行までの期間を平成 19年度と比較して短縮するよう取組を行つているか。    1 0 僣入申込から貸付実行日までの所要期間短縮について中期目標の
なお、年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した審査等の実施に伴う事務処理の増加は者 1  数値を達成できているか。
慮する。 | ○ 業務処理方法の見直 し及び電算処理システムの改善がどのように

行われているか。
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11 承継年金住宅融資等債権管理
回収業務及び承継教育資金貸付け

あっせん業務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回
収業務

承継年金住宅融資等債権管理回

収業務については、回収金が国ヘ

の納付により年金給付の財源とな

ることを踏まえ、以下の点に留意

してその適正な業務実施に努める

こと。

① 年金住宅融資等債権につい
て、貸付先の財務状況等の把握

及び分析、担保物件及び保証機

関又は保証人の保証履行能力の

評価等を適時 に行うことによ

り、適切な債権管理に努めるこ

と。

年金住宅融資等債権につい

て、適時的確に回収を行うこと

により、延滞債権の発生の抑制

に努めること。

11 承継年金住宅融資等債権管理
回収業務及び承継教育資金貸付け

あっせん業務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回
収業務

承継年金住宅融資等債権管理回

収業務については、回収金が国ヘ

の納付により年金給付の財源とな

ることを踏まえ、以下の点に留意

してその適正な業務実施に努め

る。

① 必要に応して関係行政機関及
び受託金融機関と緊密に連携し

つつ、年 1回、貸付先の財務状
況等の把握及び分析を行うとと

もに、適時、担保物件及び保証

機関又は保証人の保証履行能力

の評価等を行う。

年金住宅融資等債権につい

て、年 1回、回収の難易度に応
じた債権分類の実施又は見直し

を行う。

③ 転貸債権に係るローン保証会
社について、年 1回、保証履行
能力の把握及び分析を行う。

④ 年金住宅融資等債権につい
て、必要に応して関係行政機関

との協議を行いつつ、担保や保

証の状況等に応して適時的確に

債権回収を行うことにより、延

滞債権の発生の抑制に努める。

11 承継年金住宅融資等債権管理
回収業務及び承継教育資金貸付け

あっせん業務

(1)承継年金住宅融資等債権管理回
収業務

承継年金住宅融資等債権管理回

収業務については、回収金が国ヘ

の納付により年金給付の財源とな

ることを踏まえ、以下の点に留意

してその適正な業務実施に努め

る。

① 転貸法人等貸付先の財務分析
を年 1回行うとともに、受話金
融機関及び監督宮庁との連携を

図り、適切な債権管理及び着実

な債権回収を行う。

また、受託金融機関事務打含

せ会議の開催場所、回数等を見

直し、受託金融機関に対する指

導を適切に行う。

② 年金住宅融資等債権につい
て、年 1回、貸付先についての

債権分類を実施し、貸付先の財

務状況等を勘案した自己査定を

行う。

③ 転賞債権に係るローン保証会
社について、年 1回、保証履行
能力の把握及び分析を行う。

④ 年金住宅融資等債権につい
て、必要に応して関係行政機関

との協議を行いつつ、担保や保

証の状況等に応して適時的確に

債権回収を行うことにより、延

滞債権の発生抑制に努める。

また、経済情勢の変化に伴う

□―ン返済困窮者及び災害の被

災者等に関しては、年金住宅貸

付の返済条件の変更措置を請す

ることにより、被保険者の生活

の安定を支援しつつ、将来にわ

9 承継年金住宅融資等債権管理回
収業務

承継年金住宅融資等債権管理回収

業務については、回収金が国への納

付により年金給付の財源となること

を踏まえ、以下の点に留意してその

適正な業務実施に努めること。

(1)適切な債権管理に関する事項

年金住宅融資等債権について、

貸付先の財務状況等の把握及び分

析、担保物件及び保証機関又は保

証人の保証履行能力の評価等を適

時に行うことにより、適切な債権

管理に努めること。

(2)着実な債権回収に関する事項

年金住宅融資等償権について、

適時的確に回収を行うことによ

り、延滞債権の発生の抑制に努め

ること。

また、延滞債権について、貸付

先に対する督促、保証機関又は保

証人に対する保証履行請求及び担

保物件の処分等を通切に行うこと

により、早期の債権回収に努める

こと。

9 承継年金住宅融資等債権管理回
収業務

承継年金住宅融資等債権管理回収

業務については、回収金が国への納

付により年金給付の財源となること

を踏まえ、以下の点に留意してその

適正な業務実施に努める。

(1)適切な債権管理に関する日標を
達成するためにとるべき措置

ア 必要に応して関係行政機関及び
受託金融機関と緊密に連携 しつ

つ、年 1回、貸付先の財務状況等
の把握及び分析を行うとともに、

適時、担保物件及び保証機関又は

保証人の保証履行能力の評価等を

行う。

イ 年金住宅融資等債権について、
年 1回、回収の難易度に応した債
権分類の実施又は見直しを行う。

ウ 転貸債権に係るローン保証会社
について、年 1回、保.I履行能力
の把握及び分析を行う。 (

(2)着実な債権回収に関する日標を
達成するためにとるべき措置

ア 年金住宅融資等債権について、
必要に応 して関係行政機関との協

議を行いつつ、担保や保証の状況

等に応して適時的確に債権回収を

行うことにより、延滞債権の発生

の抑制に努める。

イ 延滞債権について、貸付先に対
する督促、保証機関又は保証人に

対する保証履行請求及び担保物件

の処分等を通切に行うことによ

り、早期の債権回収に努める。
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延滞債権について、貸付先に

対する督促、保証機関又は保証

人に対する保証履行請求及び担

保物件の処分等を適切に行うこ

とにより、早期の債権回収に努

めること。

(2)承継教育資金貸付けあつせん業
務

「独立行政法人整理合理化計

画」を踏まえ、平成 20年度から
承継教育資金貸付けあっせん業務

を休止すること。

⑤ 延滞債権について、貸付先に
対する督促、保証機関又は保証

人に対する保証履行請求及び担

保物件の処分等を適切に行うこ
とにより、早期の債権回収に努

める。

⑥ 転貸法人に対して必要な助言
等を行うことにより、転貸法人
による適切な債権回収を推進す
る。

(2)承継教育資金貸付けあつせん業
務

承継教育資金貸付けあつせん業

務については、平成 20年度から
業務を休止する。

たる円滑な元利金の返済を確保

する。なお、災害等の被災者に

係る返済条件変更措置について

は、ホームページにより周知を

図る。

⑤ 長期延滞債権については、保
証履行請求及び担保物件の処分

等により早期の回収に努める。

⑥ 転貸法人に対して必要な助言
等を行うことにより、転賞法人

による適切な債権回収を推進す

る。また、必要に応 して転貸法

人に債権管理回収に係る指導専

門員を派遣 し、年 1回以上指導
専門員の打含せを行い、転貸法

人の債権管理に関する指導を適

切に行う。

(2)承継教育資金貸付けあつせん業
務

平成20年度は、承継教育資金
貸付けあつせん業務については、

業務を休止する。

なお、国民年金の被保険者等に

対 して住宅金融 /A・庫による住宅融

資と併せて行われた年金住宅融資

に係る債権に関し、平成 19年 4
月 1日 に設立される独立行政法人
住宅金融支援機構が行う債務保証

及び当該債権の一部の譲受けにつ

いては、独立行政法人住宅金融支

援機構による債務保証の仕組みを

維持するために必要な範囲内で債

権譲渡を行うことに留意して、適

切に対処すること。

10 承継教育資金貸付けあつせん
業務

承継教育資金貸付けあつせん業務

については、国民生活金融公庫又は

沖縄振興開発金融 /A・庫から小口の教

育資金の貸付けを受けようとする年

金被保険者に対して、当該賞付けを

受けることについて国民生活金融公

庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあ

っせんを行うことにより、年金被保

険者の福祉の増進に寄与することを

目的として、制度の周知を図ること

及び制度に関する照会等に適切に対

応することに留意して、その適正な

業務実施に努めること。

転賞法人に対 して必要な助言等

を行うことにより、転貸法人によ

る適切な債権回収を推進する。

国民年金の被保険者等に対して

住宅金融公庫による住宅融資と併

せて行われた年金住宅融資に係る

債権に関し、平成 19年 4月 1日
に設立される独立行政法人住宅金

融支援機構が行う債務保証及び当

該債権の一部の譲受けについて

は、関係行政機関と緊密に連携し

つつ、独立行政法人住宅金融支援

機構による債務保証の仕組みを維

持するために必要な範囲内で債権

譲渡を行うことに留意して、適切

に対処する。

0 承継教育資金貸付けあっせん
業務

承継教育資金貸付けあつせん業務

については、国民生活金融公庫又は

沖縄振興開発金融公庫から小□の教

育資金の貸付けを受けようとする年

金被保険者に対して、当該貸付けを

受けることについて国民生活金融/At

庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあ

つせんを行うことにより、年金被保

険者の福祉の増進に寄与することを

目的として、以下の点に留意してそ

の適正な業務実施に努める。

ア 教育資金貸付けを受けることに
ついてのあっせんの申込資格要件

等について、ホームページヘの掲

載により周知を図る。

イ 教育資金貸付けを受けることに
ついてのあつせんに関する照会等

に対して適切に対応するため、手

31書の改訂等を行う。
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|■評価の視点■■評価項目 15■  評価の視点 (案 )
○ 関係行政機関及び受託金融機関と連携しつつ、年1回、貸付先の財務状況等の把握及び分析を行うととも 1 0 関係行政機関及び受託金融機関と連携しつつ、年1回、貸付先の財
に、適時、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を行つているか。          1  務状況等の把握及び分析が行われ、適時、担保物件及び保証機関又は

保証人の保証履行能力の評価等が行われたか。
〇 年金住宅融資等債権について、年1回、回収の難易度に応した債権分類の実施又は見直しを行つているか。| 〇 年金住宅融資等債権について、年1回、回収の難易度に応じた債権

分類の実施又は見直しが行われたか。
○ 転貸債権に係るローン保証会社について、年 1回 t保証履行能力の把握及び分析を行つているか。    | ○ 転貸債権に係る□■ン保証会社について、年 1回、保証履行能力の

把握及び分析が行われたか。

〇 年金住宅融資等債権について、担保や保証の状況等に応 して適時的確に債権回収を行い、延滞債権の発生 | 〇 年金住宅融資等債権について、担保や保証の状況等に応 して適時的
の抑制に努めたか。
○ 延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保物件あ処分 | 〇

確

橿揮涯尾経3「讐:』
『
黒巨ξξξξぽ劇轟嘉轟襲ごま保証人に対

等を適切に行うことにより、早期の債権回収に努めているか。                     |  する保証履行請求及び担保物件の処分等を適切に行うことにより、早

期の債権回収に努めたか。

○ 転貸法人に対する指導・助言等を実施 し、転賞法人による適切な債権回収を推進 しているか。      | ○ 転貸法人に対 して必要な助言等を行ったか。

[平成 19年度に対処済み]
○ 国民年金の被保険者等に対して住宅金融公庫による住宅融資と併
せて行われた年金住宅融資に係る債権に関し、関係行政機関と緊密に

連携しつつ、独立行政法人住宅金融支援機構による債務保証の仕組み

を維持するために必要な範囲内で債権譲渡が行われるよう適切に対

処したか。   ・

[承継教育資金貸付けあつせん業務は平成 20年度から休止]
○ 教育資金貸付けを受けることについてのあっせんの申込資格要件
等の周知が図られたか。

○ 教育資金貸付けを受けることについてのあつせんに関する熙会等
に係る受話機関用手引書の改訂等が行われ、制度に関する照会等への

適切な対応が確保されているか。
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第5 財務内容の改善に関する事項
通貝」法第 29条第 2項第 4号の
財務内容の改善に関する目標は、

次のとおりとする。

運営費交付金以外の収入の確保

運営費交付金を充当して行う事業

については、それぞれの事業目的を

損なわない範囲で、利用者負担その

他の自己収入を確保することに努め

ること。

自己資金調達による貸付原資の

確保

福祉医療貸付事業及び年金担保賞

付事業において、財投機関債の発行

等 による資金調達を適切に行うこ

と。

資産の有効活用

機構の保有する資産の活用方法に

ついて、自己収入の増加を図る等の

観点から、中期目標期間中に見直し

を行うこと。

予算、収支計画及び資金計画

予算

別表 1のとおり
収支計画

BU表 2のとおり
資金計画

別表 3のとおり

短期借入金の限度額

限度額

91,600百 万円

2 想定される理由
(1)運営資交付金の受入れの遅延等
による資金不足に対応するため。

(2)一般勘定において、貸付原資の
調達の遅延等による貸付金の資金

不足に対応するため。

(3)年金担保貸付勘定及び労災年金
担保貸付勘定において、貸付原資

に充当するため。

(4)共済勘定において、退職者の増
力0等による給付費の資金不足に対

応するため。

(5)予定外の退職者の発生に伴う退
職手当の支給等、偶発的な出費に

対応するため。

第 6 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供しようとするときは、その計

画

宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建

3戸 )、 川西宿舎 (兵庫県川西市、
戸建 1戸 )、 千里山田宿舎 (大阪
府吹田市、区分所有建物 2戸 )及
び戸塚宿舎 (横浜市戸塚区、集合

住宅 1棟 )を売却する。

第7 剰余金の使途
・全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための

原資

職員の資質向上のための研修等

第4
1

第 5
1

予算、収支計画及び資金計画

予算

別表 1のとおり
収支計画

別表 2のとおり
資金計画

別表 3のとおり

短期借入金の限度額

限度額

91,600百 万円

2 想定される理由
(1)運 営費交付金の受入れの遅延等
による資金不足に対応するため。

(2)一 般勘定において、貸付原資の
調達の遅延等による貸付金の資金

不足に対応するため。

(3)年金担保貸付勘定及び労災年金
担保貸付勘定において、貸付原資

に充当するため。

(4)共済勘定において、退職者の増
加等による給付費の資金不足に対

応するため。

(5)予定外の退職者の発生に伴う退
職手当の支綸等、偶発的な出費に

対応するため。

第6 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供しようとするときは、その計

画

宝塚宿舎 (兵庫県宝塚市、戸建

3戸 )、 川西宿舎 (兵庫県川西市、
戸建 1戸 )、 千里山田宿舎 (大阪
府吹田市、区分所有建物 2戸 )及
び戸塚僣舎 (横浜市戸塚区、集合

住宅 1棟)の売却を進める。

第7 剰余金の使途
・全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための

原資

職員の資質向上のための研修等

第 4
1

第5
1

第4 財務内容の改善に関する事項
通則法第 29条第 2項第 4号の
財務内容の改善に関する日標は、

次のとおりとする。

運営費交付金以外の収入の確保

運営費交付金を充当して行う事業

については、それぞれの事業目的を

損なわない範囲で、利用者負担その

他の自己収入を確保することに努め

ること。

2 貸付原資についての自己資金調
達の拡大

福祉医療貸付事業及び年金担保貸

付事業において、財投機関債の発行

等自己資金調達の拡大に努めるこ

と。

3 貸付事業におけるリスク管理の
徹底

(1)リ スク管理債権の適切な処理
福祉医療貸付事業については、

審査業務におけるリスク把握手法

の改善を図るとともに、債権管理

業務における賞付先のフォローア

ップやリスク債権の管理の徹底、

債権の保全方法の改善等を図るこ

とにより、貸付残高に対するリス

ク管理債権の額の比率が中期日標

期間中 20%を 上回らないように
努めること。

年金担保貸付事業及び労災年金

担保貸付事業については、信用保

証制度等を活用することにより、

貸倒れ リスクの抑制に努めるこ

と。

(2)適切な資産負債管理 (ALM)の

第 3 予算、収支計画及び資金計画
1 予算
別紙 1のとおり
2 収支計画
別紙 2のとおり
3 資金計画
別紙 3のとおり

第4 短期借入金の限度額
1 限度額
128,700百万円

2 想定される理由
(1)運営費交付金の受入れの遅延等
による資金不足に対応するため。

(2)一般勘定、年金担保貸付勘定及
び労災年金担保貸付勘定におい

て、貸付原資の調達の遅延等によ

る貸付金の資金不足に対応するた

もか 。

(3)共済勘定において、退職者の増
力D等による給付費の資金不足に対

応するため。

(4)予定外の退職者の発生に伴う退
職手当の支給等、偶発的な出費に

対応するため。

第 5 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供しようとするときは、その計

画

なし

第 6 剰余金の使途
・全勘定に共通する事項

業務改善にかかる支出のための

原資

臓員の資質向上のための研修等
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の財源
・長寿・子育て・障害者基金勘定に

係る事項

剰余金が生した年度の翌年度以

降の助成の業務の財源
・労災年金担保貸付勘定に係る事項

1薔来の資金需要の増加に対処す

るための貸付原資

の財源
・長寿 。子育て 。障害者基金勘定に

係る事項

剰余金が生じた年度の翌年度以

降の助成の業務の財源
・労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処す

るための貸付原資

実施

福祉医療貸付の原資についての

自己資金調達の拡大による金利リ

スクの拡大が予測されるなか、健

全な財務構造を維持するため、

ALM(資 産負債管理)シ ステムを
活用して、調達や運用のポー トフ

ォリオを設定すること。

の財源
・長寿 。子育て 。障害者基金勘定に

係る事項
1

剰余金が生 した年度の翌年度以

降の助成の業務の財源
・労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処す

るための貸付原資

■評価項目 16■  評価の視点 (案 )

O 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業については、それぞれの事業目的を損なわない
範囲で自己収入の確保に努めているか。

O 福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、財投機関債の発行等による資金調達を通切に行つてい
るか。

○ 宝塚宿舎等の売却については、計画どおり適切に実施 しているか。

■評価 の視 点 ■

○ 予算、収支計画及び資金計画について、各費日に関して計画と実績
の差異がある場合には、その発生理由が明らかになつており、含理的

なものであるか。

O 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業につい
ては、それぞれの事業目的を損なわない範囲で自己収入の確保に努め

ているか。



福祉医療機構の評価の視点 (新旧対照表)

第 6 その他業務運営に関する重要
事項

通則法第29条第 2項第 5号の
その他業務運営に関する重要目標

は、次のとおりとする。

人事に関する事項

(1)効率的かつ効果的な業務運営を
行うため、組織編成及び人員配置

を実情に応して見直すこと。

(2)人事評価制度の運用により職員
の努力とその成果を適正に評価す

るとともに、人材の育成に努め、

士気及び専門性の高い組織運営に

努めること。

第8 その他主務省令で定める業務
運営に関する事項

独立行政法人福祉医療機構の業

務運営並びに財務及び会計に関す
る省令 (平成 15年厚生労働省令
第 148号 )第 4条の業務運営に
関する事項は、次のとおりとする。
1 騰員の人事に関する計画
(1)方針
① 業務処理方法の改善等を図り
組織のスリム化に努めるととも

に、各業務の特性や業務量を踏
まえ、組織編成及び人員配置を

実情に即して見直す。

② 人事評価制度の適正な運用を
行い、評価結果を人事及び給与

等に反映し、士気の高い組織運

営に努める。

③ 質の高いサービスの提供を行
うことができるように、各業務

の特性に応じて、専門性の高い

臓員の育成・確保に努める。

④ 担当業務に必要な知識・技術
の習得、職員の能力開発等を目

的として各種研修を実施する。

(2)人員に係る指標
期末の常勤職員数を期初の常勤

職員数の 100%以 内とする。
(参考 1)
期初の常勤職員数 299人
(参考 2)
申期目標期間中の人件費総額

見込み 11,509 百万円
ただし、上記の額は、役員報

酬並びに職員基本給、職員諸手

第 8 その他主務省令で定める業務
運営に関する事項

1 職員の人事に関する計画
(1)方針
① 事務・事業の合理化・効率化
を図り、業務の実態を踏まえつ

つ組織のスリム化を図るととも

に、業務の量及び質に対応した、

より適正な組織編成及び人員配

置を行う。

② 人事評価結果を活用した人事
や更なる給与への反映等の取組

を進める。

③ 着手臓員の育成を目的とした
福祉医療分野に関する専門研修

を実施するとともに、福祉医療

経営指導事業における専門性の

高い贈員を育成するための研修
体系の構築を進める。

｀

④ 平成 19年度に導入した教
育・訓練プログラムの運用の改

善を図り、各事業部門毎に必要

な知識・技術の習得、及び職階

毎に求められる個人の能力開発

等を目的としたより効果的な研

修を実施する。

(2)人員に係る指標
平成20年度末の常勤職員数を
年度当初の 100%以 内とする。

第 5 その他業務運営に関する重要
事項
′ 通則法第 29条第 2項第 5号の
その他業務運営に関する重要目標

は、次のとおりとする。

人事に関する事項

臓員の専門性を高め、その勤務

成績を考慮した人事評価を実施す

るとともに、業務の量・質に対応

した適正な人員配置を行うこと。

第7 その他主務省令で定める業務
運営に関する事項

独立行政法人福祉医療機構の業

務運営並びに財務及び会計に関す

る省令 (平成 15年厚生労働省令
第 148号 )第 4条の業務運営に
関する事項は、次のとおりとする。

1 職員の人事に関する計画
(1)方針
① 職員の努力を通正に評価し、
組織目標を効率的かつ効果的に

達成するための人事評価制度を

構築すること。

② 有為な人材の育成や能力の開
発を行うための研修を実施する

こと。

③ 業務処理方法の改善を図り、
業務の量・質に対応した、より

適正な人員配置を行うこと。

(2)人員に係る指標
期末の常勤贈員数は、期初の常
勤贈員数、労災年金担保貸付事業

の業務移管に伴う常勤職員数及び

承継年金住宅融資等債権管理回収

業務等の移管に伴う常勤職員数の

100%以 内とする。
(参考 1)

期初の常勤贈員数 264人
労災年金担保貸付事業の業務

移管に伴い増員した常勤職員

数 1人 ′
承継年金住宅融資等債権管理

回収業務等の移管に伴い増員
した常勤贈員数 34人
期末の常勤贈員数

299人以内
(参考 2)
中期目標期間中の人件費総額

見込み 10,679百 万円
ただし、上記の額は、役員報

酬並びに職員基本給、職員諸手

当及び時間外勤務手当に相当す
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当及び時間外勤務手当に相当す

る範囲の費用である。

施設及び設備に関する計画

なし

積立金の処分に関する事項

前期中期目標の期間の最終事業年

度において、独立行政法人通貝」法第

44条の処理を行つてなお積立金が
あるときは、その額に相当する金額

のうち厚生労働大臣の承認を受けた

金額について、長寿・子育て 。障害

者基金の助成事業及び自己収入財源

で取得し、当期へ繰り越した固定資

産の減価償却に充てることとする。

施設及び設備に関する計画

なし

積立金の処分に関する事項

前期中期目標期間からの繰越積立

金は、長寿 。子育て・障害者基金の

助成事業及び前期中期目標期間中に

自己収入財源で取得し、当期へ繰り

越した固定資産の減価償却に充てる

こととする。

２

　

　

　

３

る範囲の費用である。

施設及び設備に関する計画

なし

積立金の処分に関する事項

なし

■評価項目17■ 評価の視点 (案 )
O 臓員の人事に関する計画について、中期計画に掲げる方針に基づき、実施等 しているか。
O 期末の常勤職員数が期初の常勤職員数の 100%以 内となつているか。

■評価の視点■

0 人事に関する計画の実施状況はどのようなものか。

ヽ

こ
―

リ
から明が由理生発のそ



資料2-4

福祉医療機構の業務方法書の変更 (案)の概要

今回の業務方法書の変更は、平成21年度予算等に合わせて福祉医療貸付事業の融資条件

等の変更を行うもので
'あ
る。 (平成21年 4月 1日施行)             .

◆少子イヒ対策の推進関連事項の変更

1。「新待機児童ゼロ作戦」に基づ<保育所等の整備に係る融資条件の優遇措置

待機児童をゼロとすることを目標とした「新待機児童ゼロ作戦」に基づき、集中重点期間

である平成22年度までの緊急事業として、以下の施設の整備について融資率を引き上げる。

(平成 22年度まで) 【第 14条関係】

区分| IIII】 一叩
一

保育所
融資率 90%

80%

放課後児童クラフ 75%

2.社会保障審議会報告に基づ<児童自立生活援助事業の整備に係る融資条件の優遇措置

年長児の自立支援策の拡充の観点から児童自立生活援助事業 (自立援助ホーム)の整備に

ついて融資率を31き上げる。 【別表9関係】

区分
一新 |:11111:

児童自立生活援助事業

(自立援助ホーム)
融資率 80% 75%

◆その他予算関連事項の変更

1.障害者グループホーム等における消防用設備設置促進のための融資要件の緩和

特定非営利活動法人が設置 。経営する以下の事業について、消防用設備設置促進のための

融資要件を緩和する。 【第4条、第6条及び附則第11条関係】

区分 | lml ■畔

共同生活介護

共同生活援助

貸付対象事業
消防用設備を設置

する事業

消防法政省令の改正を受

けて消防用設備を設置

する事業

2.アスベスト対策事業に係る優遇措置 (昨年度からの継続事項)

平成21年度において、アスベスト対策事業について、融資率を5%引き上げる。(福祉貸

付は融資率80%未満、医療貸付は融資率85%未満のものに限る。)
【附貝」第5条及び第7条関係】

3.融資率の見直し
基盤整備促進法に基づく有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービス

センターについて、融資率を75%から70%に引き下げる。
※アスベスト対策事業、地震防災対策事業及び災害復旧事業については、上記にかかわらず80%とする。

【第 17条並びに附則第6条及び第7条関係】



福祉医療機構の業務方法書の変更 (案)の新旧対照表 (改正部分のみ)
資料2-5

掲げる者とする
`

掲げる者とする。
貸付けの相手方貸付対象施設

社会福祉法人

日本赤十字社

ウ 施行令第 2条第 2号
及び第 4号に規定する

医療法人

施行令第 2条第 4号、

第 4号の 3及び第 8号

に規定する一般社団法

人又は~般財団法人
特定非営利活動促進

法 (平成10年法律第 7

する特定非営利活動法

第 5条第10項に規定す

条第16項に規定する共

において「共同生活援

アからコまでに掲げるもののほか、社

会福祉法 (昭和26年法律第45号)第 2条

第 2項及び第 3項に規定する社会福祉事

業に係る施設

貸付対象施設 貸付けの相手方

ア～コ  (略 ) (略 )

社ヽ
蜂
樽

か

第

福

ほ

＞

会

の

号

社

の

４５

る

も

第

す

る

律

定

げ

法

規

掲

年

に

に

２６

項

で

和

３

ま

昭

第

設

コ
＜

び

施

ら

法

及

る

か

祉

項

係

ア

福

２

に

　

　

　

　

　

　

―

一ナ

会

第

業

　

　

　

　

　

　

‐

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社
ウ 施行令第 2条第 2号
及び第 4号に規定する

医療法人
工 施行令第 2条第 4号、
第 4号の 3及び第 8号
に規定する一般社団法

人又は一般財団法人



1日
新

業に係る施設に限る。 )

シ～ツ  (略 ) (略 )
シ～ツ  (略 ) (略 )

2～ 4 (略 )
(貸付金の使途)

藉6条 第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設に対する貸付金の使途

は、当該施設の設置、整備又は経営に必要な資金 (同項
の表のサに掲げる施

設のうち共同生活介護又は共同生活援助を行う事業に係る施設、有料考
人ホ

ーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サ
ニビスセンターについては、

経営に必要な資金を除く。

橘あオに掲げる者が行 う事業に係る施設については、当該施設
の消防用設備

暮護吾丁る死らiこ豚妻な設置・整備資金に限る。)で次の各号に掲げるも?
とする。ただし、旧債返済資金又は転貸資金は融通しな

い。

(1)設置 。整備資金
ア 建築資金
イ 設備備品整備資金
ウ 施設の用に供するための土地取得資金

に掲げるとおりとする。

でに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる

い額とする。

までに掲げる施設及び同条第 4項に掲け

0分の7501表 9に掲げる社会福祉事業カ

F政法人国立病院機構法施行令 (平成 15生

1第 1号、第 2号又は第 4号の規定により

国立病院等 (独立行政法人国立病院機帯

1第 16条の規定による改正前の厚生労働4

第16条第 1項に規定する国立病院又は巨

め用に供されている資産を減額した価萄

付けについては100分のloo)、 特定有滲

|の 100分の70

2～ 4 (略 )
(貸付金の使途)

第6条 第 4条第 1項の表のアから夕ま
は、当該施設の設置、整備又は経営に

設のうち障害者自立支援法第 5条第lC

設、同条第16項の共同生活援助を行う

齢者総合福祉センター及び在宅介護サ

要な資金を除く。)で次の各号に掲げ

又は転貸資金は融通しない。

(1)設 置・整備資金
ア 建築資金
|  イ 設備備品整備資金

額ヽとする。

にでに掲げる施設及び同条第 4項に掲げ

分の7501表 9に掲げる社会福祉事業施

行政法人国立病院機構法施行令 (平成 15

項第 1号、第 2号又は第 4号の規定によ

いら国立病院等 (独立行政法人国立病院

附則第16条の規定による改正前の厚生労

争)第 16条第 1項に規定する国立病院又

)の用に供されている資産を減額した

つ貸付けについては100分の100)、 特定

資金の100分の70



イ 担保による貸付けについては、その担保評価額の100分の70
特定民間福祉施設については所要資金の100分の70

三 通所等施設及び在宅サービス事業については所要資金の100分の70

附 則
(貸付対象施設の特例)

5条 平成20年度及び平成21年度において、第 4条第 1項の表の
「貸付対象

施設」の欄のオ中「老人福祉施設 (軽費老人ホー
ムのうちA型及びB型並び

に老人福祉センターを除く。)」 とあるのは
「老人福祉施設 (老人福祉セン

ターを除く。また、軽費老人ホームのうちA型及びB型にあつては、石綿の

除去等のための整備事業、災害復旧のための整備事業及び地震防災対策
のた

業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条第 1項及び第 3項又は地

震防災対策特別措置法 (平成 7年法律第110号)第 4条第 1項及び第3項
の新

・                  
一
     

一
 ・ ・   ヽ一 ― ・  ― ヽ  ヽ

一
月 ‐
―
Lゥ ‐ L―

―
〕ユ ■ ι  rt● 苦 豊

イ 担保による貸付けについては、その担保評価額の100分の70
特定民間福祉施設については所要資金の100分の75

三 通所等施設及び在宅サービス事業については所要資金の100分の70

附 則
(貸付対象施設の特例 )

5条 平成20年度において、第 4条第 1項の表の「貸付対象施設」の欄のオ

中「老人福祉施設 (軽費老人ホームのうちA型及びB型並びに老人福祉セ
ン

ターを除く。)」 とあるのは「老人福祉施設 (老人福祉センタ
ーを除く。ま

た、軽費老人ホームのうちA型及びB型にあつては、石綿の除去等のための

整備事業、災害復旧のための整備事業及び地震防災対策のため
の改築又は改

業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第 4条第 1項及び第 3項又は地

震防災対策特別措置法 (平成 7年法律第■0号)第 4条第 1項及び第 3項の甥

定iこより国の負担又は補助の特例の適用を受けて実施する改築又は改修
事業

のために貸し付ける貸付金及び災害復旧のための整備事業のために貸
し付け

る貸付金に係る第17条に規定する貸付金の限度額に
ついては、第17条第 1号

中「所要資金の100分の75」 とあるのは
「所要資金め100分の80」 と、

「所要

資金の100分の70」 とあるのは
「所要資金の100分の75」 と、第17条第 2号中

「所要資金の100分の70」 とあるのは
「所要資金の100分の80」 と、第17条第

3号中「所要資金の100分の70」 とあるのは
「所要資金の100分の75」 とする。 3号中「所要資金の100分の70」 とあるのは

「所要資金の100分の75」 とする。

(石綿の除去等のための整備事業に係る貸付金の限度額
の特例 )

7条 平成 18年度から平成20年度までの間において、石綿の除去等のための

整備事業のために貸し付ける貸付金に係る第17条及び第
26条第 1項に規定す

る貸付金の限度額については、第17条第 1号中
「所要資金の100分の75」 とと

るのは「所要資金の100分の80」 と、
「所要資金の100分の70」 とあるのは

「

50'急肯挙曽誓ま、i:[:こ「i『言ili31言      ili
80以内の額」とあるのは「所要資金の100分の85以内の額」とする。

80以内の額」とあるのは「所要資金の100分の85以内の額」とする。



~    
病院の乙種増改築資金又は2 平成19年度から平成21年度までの間において、:

診療所の増改築資金のうち、医療施設近代化施設整備事業 (医療施設
の患者

療養環境の改善のための施設整備事業をいう。)の対象であつて、療養病床

を整備するものであり、かつ、石綿の除去等のための整備事業
のために貸し

彗増改築資金又は診療所の2 平成 19年度及び平成20年度において、病院の乙章
増改築資金のうち、医療施設近代化施設整備事業 (医療施設

の患者療養環境

付ける貸付金に係る第26条第 1項に規定する貸付金の限度額については、第

26条第 1項及び前項の規定にかかわらず、所要資金の100分の90以内
の額とす

ア

イ

ウ
エ

オ

る特定非営利活動法人

(保育所及び放課後児童健全育成事業の整備事業に係る貸付金
の限度額の特

例 )

蜂 塑匿 幽 剛 姓 襲 堅 半 岬 響 事 叫 :摯♀ギ径♀
菌菊2頂 iこ類雇丁石蕨謀覆蒐董健全青成事業め整備事業のための貸付署■奨

わヽらず、次の各号のいずる貸付金の限度額につい
‐

れか低い額とする。

(1)所要資金の100分の90
(2)担保による貸付けについては、その担保評価額の100分の型

附 則 (平成21年●月●日厚生労働大臣認可)

:亘憂轟直亜蛋嚢2聟躍墜壁二』り塑菫型』巳碧ユ■学専享4午

(消防用設備に係る貸付けの相手方の特例)

社会福祉法人

日本赤十字社

医療法人

この業務方法書の一部変更の施行の際平成20年度以前を初年度とする



新

区分 施設及び事業の種類

1 (略 ) (略 )

児童福祉法 珈的障害児施設         |
知的障害児通園施設

自ろうあ児施設

岐体不自由児施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

保育所

乳児院 (第 8条に規定する貸付けに

限る。)

3・ 4 (略 ) (略 )

いるものについ

区分 施設及び事業の種類
・

1 (略 ) (略 )

児童福祉法

]][][鵞昌施設      |
岐体不自由児施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

児童自立生活援助事業

保育所

乳児院 (第 8条に規定する貸付けに

限る。)

3・ 4 (略 ) (略 )

5/5



資料 276
平 成 15年 10月 1日

厚 生 労 働 大 臣 認 可

平成 16年 4月 1日 改正

平成 17年 4月 1日 改正

平成 17年 9月 1日 改正

平成 18年 2月 3日 改正

平成 18年 4月 1日 改正

平成 18年 7月 4日 改正

平成 18年 10月 1日 改正

平成 19年 4月 1日 改正

平成 19年・7月 26日 改正

平成 20年 3月 31日 改正

平成 20年 9月 5日 改正

平成 20年 12月 1日 改正

平成 21年 ●月● 日改正

福祉医療機構の業務方法書の変更後全文 (案 )

日次

第 1章 総則 (第 1条一第 3条 )
第 2章 福祉医療貸付事業
第 1節 福祉貸付事業 (第 4条―第 21条 )
第 2節  医療貸付事業 (第 22条 ―第 29条 )
第 3章 経営の診断及び指導 (第 30条 。第 31条 )

第 4章 助成及び調査研究等 (第 32条一第 36条 )
第 5章 退職手当共済事業 (第 37条一第 39条)           

｀

第 6章 心身障害者扶養保険事業 (第 40条 。第 41条 )
第 7章 福祉及び保健医療に関する情報の提供等 (第 42条 。第 43条 )

第 8章 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 (第 44条一第 49条 )
.第 9章 業務の受託及び委託の基準 (第 50条 一第 55条 )
第 10章 競争入札その他契約に関する基本的事項 (第 56条 )
第 11章 補則 (第 57条 )

附則

第 1章 総 則

(目 的 )

第 1条  この業務方法書は、独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号。以下「通則法」とい

う。)第 28条第 1項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構 (以下「機構」という。)の業務

の方法について、基本的事項を定め、もつてその業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務の執行)                           '

第 2条 機構の業務は、通則法、独立行政法人福祉医療機構法 (平成 14年法律第 166号。以下「機

-1-



構法」という。)その他の関係法令によるほか、この業務方法書に定めるところにより行 う。

(業務運営の基本方針 )

第 3条 機構は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれ ら
の施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済

制度の運営、心身障害者扶養保険事業の実施、福祉及び保健医療に関する情報提供により、福祉

の増進並びに医療の普及及び向上を図るものとする。

2 機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、船員保険制度、国民年金制度及び労
働者災害補償保険制度に基づき支給 され る年金たる給付の受給権 (以下 「年金受給権」 とい

う。)を担保として小日の資金の貸付けを行 う。

3 機構は、厚生労働大臣の認可を受けた中期計画 (当該計画を変更 した場合にあっては、変更の

認可を受けた中期計画)に よるほか、通則法、機構法その他の関係法令の定めるところにより、

業務の適正かつ効率的運営を期するとともに、その透明性の確保に努めるものとする。

4 機構は、厚生労働省及びその他の関係機関と緊密な連携を保ち、その業務を適正かつ効率的に
運営するものとする。

第 2章  福祉医療貸付事業

第 1節 福祉貸付事業
(貸付対象)                      '
第 4条 機構法第 12条第 1項第 1号の規定に基づく貸付けの対象となる社会福祉事業施設は、次の
表の「貸付対象施設」の欄に掲げる施設とし、貸付けの相手方は、同表の「貸付対象施設」の区分

に応 じ「貸付けの相手方」の欄に掲げる者 とする。

設施象対付貸 貸付けの相手方

ア 生活保護法 (昭和 25年法律第 144号 )に規定する保護
施設

イ 障害者自立支援法 (平成 17年法律第 123号 )附則第
58条第 1項の規定によりなお従前の例により運営をする

ことができることとされた同項に規定する知的障害者援

護施設 (以下「旧法に規定する知的障害者援護施設」と

いう。 )

ウ 売春防止法 (昭和 31年法律第 H8号)に規定する婦人
保護施設

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社

工 児童福祉法 (昭和 22年法律第 164号 )に規定する児童
福祉施設      ‐

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十宇社
ウ ー般社団法人又は一般財団法人
工 宗教法人

オ 老人福祉法 (昭和 38年法律第 133号)に規定する老人
福祉施設 (軽費老人ホームのうちA型及び B型並びに老

人福祉センターを除く。 )

力 障害者自立支援法附則第 41条第 1項の規定によりなお
従前の例により運営をすることができることとされた同

項に規定する身体障害者更生援護施設 (以下 「旧法に規

定する身体障害者更生援護施設」という。 )

キ 身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第 283号)に規定す
る身体障害者社会参加支援施設

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社
ウ ー般社団法人又は一般財団法人
工 独立行政法人福祉医療機構法施行
令 (平成 15年政令第 393号。以下
「施行令」という。)第 2条第 1号
に規定する医療法人 (当分の間に限

る。 )

-2-



ク 母子及び寡婦福祉法 (昭和 39年法律第 129号)に規
定する母子福祉施設

ケ 障害者自立支援法附則第 48条の規定によりなお従前の
例により運営をすることができることとされた同条に規
｀
定する精神障害者社会復帰施設 (以下「旧法に規定する

精神障害者社会復帰施設」という。)

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社

二 三霞糧合法人又は一般財占法人
コ 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設 ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社
ウ 施行令第 2条第 4号の 2に規定する
一般社団法人又は一般財団法人

サ アからコまでに掲げるもののほか、社会福祉法 (昭和

26年法律第 45号 )第 2条第 2項及び第 3項に規定する

社会福祉事業に係る施設

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社
ウ 施行令第 2条第 2号及び第 4号に
規定する医療法人

工 施行令第 2条第 4号、第 4号の 3
及び第 8号に規定する一般社団法人

又は一般財団法人

生 特定非営利活動促進法 (平成 10年
法律第 7号)第 2条第 2項に規定す
る特定非営利活動法人 (左欄に掲げ

る施設のうち、障害者自立支援法第

5条第 10項に規定する共同生活介護

(以下第 6条において「共同生活介

護」という。)又は同条第 16項に規

定する共同生活援助 (以下第 6条に

おいて 「共同生活援助Jと いう。 )

″行 う事業に係る施設に限る。 )

シ 更生保護事業法 (平成 7年法律第 86号)に規定する
更生保護事業に係る施設

ア 更生保護法人
イ ー般社団法人又は一般財団法人

施行令第 1条第 2号に規定する有料老人ホーム (以下
「有料老人ホーム」という。)であつて、厚生労働大臣
の定める基準 (平成 17年厚生労働省告示第 209号)第
1号に該当するもの (以下「特定有料老人ホーム」とい

う。)                    __

社会福祉法人 (老人福祉法に規定す

る養護老人ホーム、特別養護老人ホー

ム又は軽費老人ホ‐ムを現に経営する

者に限る。 )

有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準

(平成 17年厚生労働省告示第 209号 )第 2号に該当す

るもの

7 竺倉[苫糎食又は一般財団法人  |
ウ 営利を目的とする法人 (入居時
からねたきり等により常時介護を必要

とする者を、開設時より入居定員の

20パーセン ト以上受け入れることを

予定し、かつ、入居後介護状態となつ

た者が一時的に介護を受けるための居

室であつて、特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準 (平成 H年
厚生省令第 46号 )第 11条第 3項第 1

号 (同号イ、口、二及びりを除く。 )

に定める居室の設備基準を満たしたも

の (介護状態にある者が常時介護を受



ソ 施行令第 1条第 3号に規定する施設であつて、地域に

おける公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する

法律 (平成元年法律第 64号。以下 「基盤整備促進法」

という。)第 16条に規定する認定事業者が同条に規定

する認定計画 (当該認定計画に従つて整備 される基盤整

備促進法第 2条第 3項第 4号の有料老人ホーム延床面積

が当該認定計画に従つて整備される同項の特定民間施設

全体の延床面積の 2分の 1以上であるものに限る。)に

従つて整備するもの (以下「高齢者総合福祉センター」

という。 )

けるための居室を含む。以下「一時

護室等」 とい う。)の定員が 25パー

セン ト以上の有料老人ホームを設置

し、又は経営する者に限る。 )

工 施行令第 2条第 5号の規定に基づ

き厚生労働大臣の定める次の者

(ア)健康保険組合、健康保険組合連

合会、国民健康保険組合、国民健

康保険団体連合会 、厚生年金基

金、企業年金連合会、国民年金基

金及び国民年金基金連合会

(イ)農業協同組合、農業協同組合連

合会、農業協同組合中央会、消費

生活協同組合、消費生活協同組合

連合会、水産業協同組合、労働組

合、中小企業等協同組合 (火災共

済協同組合及び信用協同組合を除

く。 )、 中小企業団体中央会、酒

造組合、酒造組合連合会、酒造組

合中央会、酒販組合、酒販組合連

合会、酒販組合中央会、商工会議

所、生活衛生同業組合、生活衛生

同業組合連合会、商工組合、商工

組合連合会、内航海運組合、内航

海運組合連合会、商工会、商店街

振興組合、商店街振興組合連合

会、森林組合及び森林組合連合会

(ウ)宗教法人
ア 社会福祉法人
イ 営利を目的とする法人 (左欄に掲
げる有料老人ホームについて、入居

時からねたきり等により常時介護を

必要とする者を、開設時より入居定

員の 20パーセン ト以上受け入れるこ

とを予定し、かつ、一時介護室等の

定員が 25パーセント以上の有料老人

ホームを設置し、又は経営する者に

限る。 )
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施行令第 1条第 4号に規定する施設であつて、基盤整

備促進法第 16条に規定する認定事業者が同条に規定す

る認定計画 (当該認定計画に従つて整備される基盤整備

促進法第 2条第 3項第 4号の有料老人ホームの延床面積

が当該認定計画に従つて整備 される同項の特定民間施設

全体の延床面積の 2分の 1以上であるものに限る。)に

従つて整備するもの (以下「在宅介護サービスセンタ

ー | ルいう^)

一般社団法人又は一般財団法人

チ 老人福祉法第 5条の 2第 3項に規定する老人デイサー
ビス事業、同条第 4項に規定する老人短期入所事業又は

同条第 6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事

業に係る施設   _

法人 (社会福祉法人、日本赤十字社

及び医療法人を除く。 )

ツ 老人福祉法第 20条の 2の 2に規定する老人デイサー

ビスセンター又は同法第 20条の 3に規定する老人短期

入所施設

法人 (社会福祉法人、日本赤十字

社、一般社団法人、一般財団法人及び

医療法人を除く。)     __

2 機構法第 12条第 1項第 5号の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、次の各号に掲げる事業

(以下「在宅サービス事業」という。)と し、貸付けの相手方は、当該事業を行う者とする。

(1)身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に
つきその者の

居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業 (次号に掲げるも
のを除く。)

(2)身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、そ
の者の

居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であつて、同時に入浴の介護を行うも
の

(3)主 として日常生活上の便宜を図る■めの用具 (専 ら身体上又は精神上
の障害があることによ

り日常生活を営むのに支障がある者 (以下この号及び次項において
「要介護者」という。)に使

用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護に係る者に賃

貸し、又は販売する事業であつて、施行令第 o条第 3号の規定に基づき厚生労働大臣
の定める基

準に適合するもの

3 前項第 3号に規定する用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1)特殊寝台 (使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するも
の。)

(2)車いす

(3)床ずれ防止マット

(4)その他前各号以外の用具で専ら要介護者に使用させることを目的として製作したも
の   、

4 機構法第 12条第 1項第 6号の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、次の各号に掲げる事業

とし、貸付けの相手方は、当該事業を行う者とする。

(1)社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修事業

(2)社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の福利厚生事業

(3)その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業

(貸付けの方法)

第 5条 証書貸付を原則とする。
(貸付金の使途 )

第 6条 第4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設に対する貸付金の使途は、当該施設の設置、

整備又は経営に必要な資金 (同項の表のサに掲げる施設のうち共同生活介護又
は共同生活援助を行

う事業に係る施設、有料老人ホーム、高齢者総合福祉センタ
ー及び在宅介護サービスセンターにつ

いては、経営に必要な資金を除く。また、同項の表のサに係る
「貸付けの相手方Jの欄のオに掲げ

-5-



資金に限る。)で次の各号に掲げるものとする。ただし、旧債返済資金又は転貸資金は融通しない。

(1)設置・整備資金

ア 建築資金

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2)経営資金

施設の経営に必要な資金

2 第 4条第 1項の表のチ及びツに掲げる施設 (当該施設に対応する貸付けの相手方が設置し、又は

経営するものに限る。以下「通所等施設」とい ?。 )並びに在宅サービス事業に対する貸付金の使

途は、当該施設又は当該事業の設置、整備又は経営に必要な資金で次の各号に掲げるも
のとする。

ただし、旧債返済資金又は転貸資金は融通しない。

(1)設置 。整備資金

ア 建築資金 (賃借に要する資金を含む。 )

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2)経営資金

施設の経営に必要な資金

3 第 4条第 4項の規定による貸付金の使途は、第 1項第 1号に掲げる資金 とする。ただし、旧債

返済資金又は転貸資金は融通しない。

(利率 )

第 7条  第 4条の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めるところにより、機構法第

17条第 1項の規定に基づく長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券の利率及び発

行の価額により計算 して得られる当該債券の利回 りを勘案 して求められる第 4条の規定による貸

付けに必要な資金の調達に係る金利を基準として、その金利を下回らな
い範囲内で、政策融資上

の必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案し、機構の理事長が定める。

(利子を徴 しない貸付金)

第 8条  社会福祉法人が設置する別表 1の左欄に掲げる施設であつて、その老朽の程度が次の各号

に定めるところにより算定した数を連乗 して得た数が 4,500以下であるものの整備事業のために、

昭和 42年度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金につい

ては、前条の規定にかかわらず、利子を徴 しないものとする。ただ し、当該整備事業に
つき都道

府県又は市町村 (特別区を含む。)の補助が行われ、かつ、当該補助につき国の補助が行われる

ものである場合に限る。

一 別表 2の第 1項から第 3項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計 して得た数に、

根継ぎした柱が半数以上あるときは 0.8を 、半数未満あるときは 0.9を 、根継ぎした柱がない

ときは 1を乗 じ、これに 50を加算して得た数

二 別表 3の第 1項から第 7項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計して得た数

三 別表 4の第 1項から第 3項までの各項の該当する欄の記号の組合せにより別表 5か ら得た係

数

2 社会福祉法人が設置する別表 1の左欄に掲げる施設であつて、その老朽の程度が前項各号に定

めるところにより算定した数を連乗 して得た数が 5,500以 下であり、かつ、当該各施設の居室に

ついて、別表 1の右欄に掲げる基準定員を満たす居室とするものの整備事業のために、平成元年

度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、前条
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の規定にかかわらず、利子を徴しないものとする。こ
の場合においては、前項ただし書の規定を

準用する。

3 社会福祉法人が設置する別表 1の左欄に掲げる施設であつて、次の各号のいずれ
かに該当する

ブロック造りのものの整備事業のために、昭和 57年度から平成 22年度ま
での間において当該社

会福祉法人に対し貸し付ける貸付‐金については、前条の規定に
かかわらず、利子を徴しないもの

とする。この場合においては、第 1項ただし書の規定を準用する。

一 当該施設が昭和 35年以前に建築されたもの

二 当該施設が建築された年度から起算した当該施設に係る経過期間が、別表 6に定める年数を

超えない期間内に老朽化したもの。この場合において、そ
の老朽の程度は、別表 7に定めると

ころにより算定して得た現存率が 70パーセント以下のものとする。

4 社会福祉法人が設置する別表 1の左欄に掲げる施設であつて、その老朽の程度が別表
7に定め

るところにより算定して得た現存率が 70パーセント以下である鉄筋造り
のものの整備事業のため

に、平成 2年度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸
し付ける貸付金につ

ぃては、前条の規定にかかわらず、利子を徴しないものとする。
この場合においては、第 1項た

だし書の規定を準用する。

第 9条 社会福祉法人が設置する社会福祉法第 2条第 2項及び第 3項に規定する社会福祉事業
に係

る施設 (専 ら当該施設の延床面積の 2分の 1以上が 10年以上経過したも
のに限る。)の うち、地

方自治法第 281条に規定する特別区、人口 10万人以上の市又はそ
の周辺における市であつて都市

部における社会福祉施設の整備の促進について (平成 17年社援発第
1005011号 )に基づき設置さ

れているものであり、かつ、当該地域の用地難の緩和を図るた
め、整備需要の高い障害者自立支

援法に規定する障害福祉サービス事業所みび障害者支援施設
と併せて設置するものの整備事業の

ために、当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金に
ついては、第 7条の規定にかかわらず、利

子を徴しないものとする。この場合においては、前条第 1項ただし書
の規定を準用する。

第 10条 肖り除
第 11条 社会福祉法人が設置する別表 8に掲げる木造施設の整備事業であつて、地震防災

対策強化

地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置
に関する法律 (昭和 55年法律第

63号

'第

4条第 1項及び第 3項の規定により国の負担又は補助の特例の適用を受け
ているもっの

ために、昭和 57年度以降において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金に
ついては、第 7条

の規定にかかわらず、利子を徴しないものとする。

第 12条 社会福祉法人が設置する社会福祉法第 2条第 2項及び第 3項に規定する社会福祉事業
に係

る施設であつて、土砂災害等の危険区域等として都道府県等に指定
されている区域内に設置され

ているもののうち、当該区域から危険区域等として指定されて
いない区域等今移転するものの整

備のために、昭和 62年度から平成 22年度までの間において当該社会福祉法
人に対し貸し付ける

貸付金については、第 7条の規定にかかわらず、利子を徴しな
いものとすう。この場合において

は、第 8条第 1項ただし書の規定を準用する。

第 13条  災害が発生した場合に貸し付ける社会福祉事業施設 (第 4条第 1項の表
のスからツまで

に掲げる施設を除く。)の設置・整備資金については、第 7条の規定にかかわらず、利
子を徴しな

いものとする。

第 14条 削除
第 15条 削除
(償還期間及び据置期間)

第 16条 第 4条の規定による貸付金の償還期間は、次の各号に定めるところによるも
のとする。
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一 設置・整備資金

ア 耐火構造による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。 )

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業 20年以内

(イ)通所等施設及び在宅サービス事業 15年以内

イ 耐火構造以外による建築資金 (附帯施設等の整備資金を含む。) 15年以内

ウ 設備備品整備資金

(ア)第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設、通所等施設、在宅サービス事業及び同条

第 4項に掲げる事業 15年以内

(イ)第 4条第 1項の表のセに掲げる施設、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセン

ター (以下 「特定民間福祉施設」という。) 5年 以内

工 施設の用に供するための土地取得資金

(ア)第 4条第 1項の表のアから夕までに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業 20年以内

(イ)通所等施設及び在宅サービス事業 15年以内

二 経営資金

施設の経営に必要な資金  5年以内

2 前項の規定による貸付金の据置期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

= 設置・整備資金    :
ア 設置・整備資金 (特定民間福祉施設に係る設備備品整備資金を除く。) 2年 以内 (た だ

し、償還期間が 5年以内の貸付けについては、 1年以内とする。 )

イ 特定民間福祉施設に係る設備備品整備資金  6月 以内

二 経営資金  6月 以内

(貸付金の限度額 )

第 17条  貸付金の限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 第 4条第 1項の表のアからスまでに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業については、次

のいずれか低い額とする。

ア 第 4条第 1項の表のアからシまでに掲げる施設及び同条第 4項に掲げる事業については所

要資金の 100分の 75(別表 9に掲げる社会福祉事業施設については 100分の 80、 独立行政法

人国立病院機構法施行令 (平成 15年政令第 516号)附則第 21条第 1項第 1号、第 2号又は

第 4号の規定により、独立行政法人国立病院機構から国立病院等 (独立行政法人国立病院機構

法 (平成 14年法律第 191号 )附則第 16条の規定による改正前の厚生労働省設置法 (平成 11

年法律第 97号 )第 16条第 1項に規定する国立病院又は国立療養所をいう。以下同じ。)の

用に供されている資産を減額 した価額で譲渡を受ける場合の資産の貸付けに
ついては 100分

の 100)、 特定有料老人ホームについては所要資金の 100分の 70

イ 担保による貸付けについては、その担保評価額の 100分の 70

二 特定民間福祉施設については所要資金の 100分の 70

三 通所等施設及び在宅サービス事業については所要資金の 100分の 70

(償還の方法 )

第 18条  貸付金の償還は、原則 として割賦償還の方法によるものとする。

(担保 )

第 19条  担保は、原則として徴求するものとする。

(保証人 )

第 20条 保証人は、原則として立てさせるものとする。
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(都道府県知事等の意見 )

第 21条 貸付けに当たつては、原只1と して貸付けに係る社会福祉事業施設等を管轄する都道府県
知

事又は市町村 (特別区を含む。)の長の意見を求めるものとする。

第 2節 医療貸付事業

(貸付対象)

第 22条 機構法第 12条第 1項第 2号の規定に基づく貸付けの対象となる施設は、次の表の

象施設」の欄に掲げる施設 (以下「医療関係施設」という。)と し、貸付け
の相手方は、

「貸付対象施設」の区分

「貸付対

同表の

付 け の 相 手 方貸 付 対 象 施 設

個人

医療法人

一般社団法人又は
二般財団法人

社会福祉法人

日本赤十字社

医学又は歯学あ学部を置く大学を設置する学校法人

施行令第 4条第 3号に操定する学校法人

施行令第 4条第 4号の規定に基づき厚生労働大臣の定める

次の者

(ア)健康保険組合、健康堡険組合連合会、国民健康保険組

合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金

連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ )農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農業協

同組合中央会 (いずれも、建築資金及び土地取得資金を

除く。 )、 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合

会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火

'災 共済協同組合及び信用協同組合を除く。)、 中小企業団

体中央会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央

会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商
工

会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、

商工組合、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組

合連合会、商工会、
´
商店街振興組合、商店街振界

組合連

合会、森林組合及び森林組合連合会

(ウ)宗教法人
(工)厚生年金保険の適用事業所の事業主

ア 医療法人
イ 社会福祉法人であつて、その開設する介護老人保健施設の

経営を主たる事業とするもの

ウ 日本赤十宇社
工 個人:一般社団法人、一般財団法人、医学若 しくは歯学の

学部を置く大学を設置する学校法人又は施行令第 4冬第 3号

に規定する学校法人であつて、厚生労働大臣の定める介護
老

人保健施設を開設できる者 (平成 11年厚生省告示第 96号 )

第 10号に掲げる者

オ 施行令第 4条第 4号の規定に基づき厚生労働大臣の定める

介 護 老 人 保 健 施 設
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者のうち次の者

(ア )健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組

合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金

連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ )農業協同組合若 しくは農業協同組合連合会又は農業協

同組合中央会 (いずれも、建築資金及び土地取得資金を

除 く。 )、 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合

会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火

災共済協同組合及び信用協同組合を除く。 )、 中小企業団

体中央会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央

会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工

会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、

商工組合、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組

合連合会、商工会、商店街振興組合、商店街振興組合連

合会、森林組合及び森林組合連合会

(ウ)宗教法人           _     t  __
所産助

(児童福祉法に規定する助産施

設を除く。 )

・
ア

イ

ウ

個人

医療法人

一般社団法人又は一般財団法人

工 社会福祉法人 (恩賜財団済生会及び北海道社会事業協会を

除く。 )

施行令第 3条第 5号に規定する

施設 (以下「医療従事者養成施

設」とい う。)の うち、助産師、

看護師、准看護師、理学療法士、

作業療法士、臨床工学技士、義肢

装具士、救急救命士又は歯科衛生

士を養成する施設

ア 医療法人
イ ー般社団法人又は一般財団法人
ウ 社会福祉法人 (恩賜財団済生会及び北海道社会事業協会は

病院又は診療所に併設される看護師又は准看護師を養成する

場合に限る。)

工 日本赤十字社 (病院又は診療所に併設される看護師又は准

看護師を養成する場合に限る。 )

オ 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人

力 施行令第 4条第 10号に規定する厚生労働大臣の定める者

のうち次の者 (病院又は診療所に併設される看護師又は准看

護師を養成する施設を開設する場合に限る。 )

(ア)健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組

合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金連

合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

(イ)農業協同組合若 しくは農業協同組合連合会又は農業協同

組合中央会 (いずれ も、建築資金及び土地取得資金を除

く。 )、 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水

産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火災共済

協同組合及び信用協同組合を除く。 )、 中小企業団体中央

会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組

合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工会議所、生活

衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、商工組合、商工

組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、商工



会、商店街振興組合、

び森林組合連合会

(ウ)宗教法人

商店街振興組合連合会、森林組合及

ア 個人

一般社団法人又は一般財団法人イ

医療従事者養成施設のうち、あ

ん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師又は柔道整復師を養成す

る施設           __
2 機構法第 12条第 1項第 3号の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、指定訪問看護事業 (介

護保険法 (平成 9年法律第 123号)第 41条第 1項本文の指定に係る同法第 8条第
1項に規定する

居宅サービス事業 (同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第
53条第 1項

本文の指定に係る同法第 8条の 2第 1項に規定する介護予防サ
ービス事業 (同条第 4項に規定する

介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。以下この章において同じ。)と
し、貸付けの相手

方は、次の各号に掲げる者とする。

(1)医療法人

(2)社会福祉法人

(3)日 本赤十字社

(4)医師を会員として設立した一般社団法人

(5)1又 は
'以

上の都道府県の医域を単位とし、当該区域内の看護師等を会員
として設立された

一般社団法人である看護協会 (社団法人日本看護協会 (昭和
22年 6月 5日 に社団法人日本助産

婦看護婦保健婦協会という名称で設立された法人をいう。)及びその会員である看護協
会に限

る。 )

(6)社団法人北海道総合在宅ケア事業団 (平成 5年 6月 25日 に社団法人北海
道総合在宅ケア事業

団 とい う名称で設立された法人をい う。 )

(7)指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者 (平成4年厚生省告
示第32号)第 14号

に掲げる者 (ただして営利を目的としない法人に限る。)

(8)施行令第5条第2号に規定する厚生労働大臣が定める次の者

ナ 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年
金基金、企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会

イ 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、消費生活協同組合、消費生活協

同組合連合会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合 (火災
共済協同組合及び信用

協同組合を除く。)、 中小企業団体中央会、酒造組合、酒造組合連
合会、酒造組合中央会、酒

販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工会議所、生活衛
生同業組合、生活衛生同業組

合連合会、商工組合、商工組合連合会、内航海達組合、内航海運組合連
合会、商工会、商店街

振興組合、商店街振興組合連合会、森林組合及び森林組合連合会

ウ 宗教法人
工 財団法人厚生年金事業振興団 (昭和 18年 ■ 月 19日 に財団法人厚生団という名称で設立さ

れた法人をいう。)、 財団法人船員保険会 (昭和 16年 11月 21日 に財団法人船員
保険会とい

う名称で設立された法人をいう。)、 社団法人日本海員液済会 (明治
31年 10月 20日 に社団

法人日本海員液済会という名称で設立された法人をいう。)及び全国社会保険協会連合会 (昭

和 27年 12月 17日 に社団法人全国社会保険協会連合会という名称で設立され
た法人をい
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う。 )

(貸 付金の使途 )

第 23条 前条の規定による貸付金の使途は、医療関係施設又は指定訪問看護事業
の設置、整備又は

経営に必要な資金で次の各号に掲げるものとする。

(1)設置・整備資金

ア 医療関係施設又は指定訪問看護事業を行 う事業所 (以下単に「事業所」という。)の新設に

必要な建築資金 (建物の購入又は賃借に要する資金を含む。以
下同じ。)又は土地取得資金

(以下「新築資金」という。)であつて、次の表の
「施設又は事業の種類」の区分に応 じ

「貸

付金の使途」の欄に掲げるもの

イ 医療関係施設又は事業所の増築、改築若 しくは移転に必要な建築資金 (建物の購入又は賃借

に要する資金を含む。)又は土地取得資金 (以下
「増改築資金」といい、 「甲種増改築資金」

と「乙種増改築資金」に区分する。)であつて、次の表の
「施設又は事業の種類」の区分に応

じ「貸付金の使途」の欄に掲げるもの

(ア)甲 種増改築資金

(1)病床の不足している地域における病院若しくは有床診療所又は臨床検病

有  床
院

診 療  所 査その他の検査のため医師が共同で利用することを主たる目的とする有

床診療所 (いずれも、その経営に関し特に必要と認められる看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金であつて、次のいずれかに該当する

もの。ただし、医療法第 30条の 11の規定に基づく勧告に従わなか
つた

場合を除く。

ア 当該施設の増床のために必要なもの。ただし、病床数の増加又は病

床の種別の変更に関して行われた医療法第 30条の Hの規定に基づく

勧告に従わなかつた場合を除く。

イ 当該施設の維持が必要と認められ、かつ、次に該当するもの

(ア)耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若 し

くは保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なも
の

使
施設又は事業の種類

CH自 内の不[している地域における病院若しくは有床診療所又は臨床検

査その他の検査のため医師が共同で利用することを主たる目的とする有

床診療所 (いずれも、その経営に関し特に必要と認められる看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金。ただし、当該新設に関して行われ

た医療法第 30条の Hの規定に基づく勧告に従わなかつた場合を除く。

(2)当 該施設の用に供する_ための土地取得資金

病床 を有す る診療所

(以下 「有床診療所」

という。 )

(1)診療所の普及が不十分である地域における無床診療所若しくは歯科診

療所又は臨床検査その他の検査のため医師が共同で利用する
ことを主た

る目的とする無床診療所 (いずれも、その経営に関し特に必要と認
めら

れる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金。ただし、医療法第

30条の Hの規定に基づく勧告に従わなかつた場合を除く。

(2)当該施設の用tこ供するための土地取得資金

病床を有しない診療所

(以下「無床診療所」

という。 )

歯 科 診 療 所

0「介護者人保健施設 (そ の経営に関し特に必要と認められる看護師宿舎

等の附属施設を含む。)の建築資金

(2)当 該施設の用に供するための土地取得資金

介 護 老 人 保 健 施 設

助産のための施設の

医療従事者養成施設の建築資金医療従事者養成施設

事業所の建築資金指 定 訪 問 看 護 事 業

貸 付 金 使 途
施設又は事業の種類
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分である地域における無床診療所若しくは歯科診

療所又は臨床検査そあ他の検査のため医師が共同で利用する
ことを主

たる目的とする無床診療所 (いずれも、その経営に関し特に必要
と認

められる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金であつて、次

のいずれかに該当するもの。ただし、医療法第 30条の Hの規定に基

づく勧告に従わなかつた場合を除く。

ア 耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の年生、防火若 しく

は保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なも
の

イ 看護師宿舎に係るものであつて、看護要員の増員を主たる目的とす

る整備で必要なもの

ウ 災害の復旧のために必要なもの

(2)当 該施設の用に供するための土地取得資金

所

所

療

療

診

診

床

科

無

歯

(イ)附属施設である看護師宿舎及び保育施設の整備で必要なもの

(ウ)附属施設である職員宿舎に係るものであつて、増床に伴 う職員の

増員を主たる目的とする整備で必要なもの

(工)災害の復旧のために必要なもの

(2)当 該施設の用に供するための土地取得資金

(イ)乙種増改築資金

ウ 医療関係施設 (病院を除く。)又は指定訪問看護事業に必要な機械器具の購入に必要な資金

(以下 「機械購入資金」とい う。)であつて、次に掲げるもの。

(ア)新設に伴い必要なもの (助産所を除く。 )

(イ)機能の充実のために必要なもので、機構が別に定めるもの

。 (ウ)災害の復旧のために必要なもの

(2)長期運転資金         .
ア 医療関係施設の経営に必要な長期運転資金であつて、次に掲げるもの

(ア)新設に伴い必要なもの (病院及び助産所を除く。 )

(イ)災害の復 1日 のために必要なもの

(ウ)病院、診療所又は介護老人保健施設の経営の安定化を図るために必要なもので、機構が別

に定めるもの (以下「経営安定化資金」という。)

イ 指定訪問看護事業の経営に必要な長期運転資金

2 旧債返済資金又は転貸資金は、前項の規定にかかわらず融通しない。ただし、土地取行資金のう

ち借入申込日の属する年度の前年度の4月 1日 以後に取得した土地に係るも
の又は経営安定化資金

~石
石百憂薬酉憂百該当しない病院又は有床診療所 (いずれも、

その経営

に関し特に必要 と認められる看護師宿舎等の附属施設を含む。)の建築資

金。ただし、医療法第 30条の 11の規定に基づく勧告に従わなか
らた場合

わ 躍ヽ ど

院病

有 床 診 療 所

所

所

　

　

一

療

療

診

診

床

科

無

歯

甲種増改築資金に該当しない無床診療所又は歯科診療所 (いずれも、
そ

の経営に関し特|ヒ必要と認められる看護師宿舎等の附属施設を含■。)の

建築資金。ただし、医療法第 30条の 11の規定に基づく勧告に従わな
かつ

I・・捏 △ か 降 ど

介 護 老 人 保 健 施 設 (1)介護老人保健施設 (そ の経営に関し特に必要と認
められる看護帥信告

等の附属施設を含む。)の建築資金
rりヽ当諺怖摯の日に供するための土地取得資金

日カメF百F∩准鐘自饉姿 イト所産助

医療従事者養成施設の建築資金医療従事者養成施設

指 定 訪 問 看 護 事 業 事業所の建築資金
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に係る旧債返済資金については、この限りでな
い。        ‐

(利率 )

第 24条  第 22条の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めると
ころにより、機構法第

17条第 1項の規定に基づく長期借入金の利率並びに独
立行政法人福祉医療機構債券の利率及び発

行の価額により計算して得られる当該債券
の利回りを勘案して求められる第 22条の規定による貸

付けに必要な資金の調達に係る金利を基準と
して、その金利を下回らない範囲内で、政策融資上の

必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案し、機
構の理事長が定める。

(償還期間及び据置期間 )

第 25条 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表の
「貸付金の種類」の区分に応じ、それぞれ

「償還期間」及び「据置期間」の欄に掲げる期間とす
る。ただし、災害が発生した場合又は別に定

める特定の病院及び診療所に対する貸付けの場合にあ
つては、機構が特に認めるときはこれを超え

ることができる。

貸 付 金 の 種 類 償還期間 据置期間

新 築 資 金 25年以内 3年以内
増 改 築 資 金 20年以内

機 械 購 入 資 金

二 細 活 鹸 響 金

6月 以内

(備考)

長期運転資金のうち、経営安定化資金にあ
つては、償還

期間については 5年以内 (特に必要と認められる場合は
7

年以内)、 据置期間については 1年以内とする。

(貸付金の限度額)

第 26条  貸付金の限度額は、開設する 1施設又は 1事業所当たり次の各号
のいずれか低い額とする。

(1)所要資金の 100分の 80以内の額。ただし、次
のア及びイに掲げる施設については、所要資金

の 100分の 90以内の額 とし、長期運転資金の うちの経営安定化資金
については、所要資金の額

とする。

ア 療養病床を有しない病院であつて病床数が 200床未満の病院に係る資金

イ 医師法 (昭和 23年法律第 201号)第 16条の 2第 1項の規定による臨床研修を行 う病院 (機

械購入資金及び長期運転資金を除く。 )

(2)次の表の「貸付金の種類」の区分に応じ、
「金額」の欄に掲げる額

2 災害が発生した場合又は特定の病院等の範囲及び当該特定の病院等に
ついての貸付金の限度額等

について (平成 15年 10月 1日 医政発第 1001001号 )に基づき貸付けを行 う場合は、前
項の規定に

貸 付 金 の 種 壼
7億 2千万円

(いずれも、土地取得資金を除く。 )

新築資金又は増改築資金のうちの土地取得資金

1千 5百万円
長 期 運 転 資

(経営安定化資金を除く。⊇

長期運転資金のうちの経営安定化資金

(備考)

当分の間 (看護職員需給見通しにより需給
が均衡するまでの間)、 病院又は診療所若 しくは介護

老人保健施設で看護師宿舎等の附属施設を含む場合
又は別に定める病院若 しくは介護老人保健施設

の場合は、新築資金増改築資金欄の金額に別に定める金額
を加算した額とすることができる。
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よらないことができる。

(国立病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け)        
｀

第 27条 独立行政法人国立病院機構法施行令 (平成 15年政令 516号)附則第
'1条

第 1項第 1号、

第 2号又は第 4号の規定により、独立行政法人国立病院機構から国立病院等
の用に供されている資

産を減額した価額で譲渡を受ける場合の資金の貸付けにつし`ては、第
22条から前条までの規定に

かかわらず、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1)貸付けの相手方

ア 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (平成 16年厚生労

働省令第 77号)附則第4条に規定する一般社団法人又は一般財団法人

イ 社会福祉法人であつて、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営を主たる事

業とするもの

ウ 日本赤十字社
工 施行令第 4条第 3号に規定する学校法人

オ 施行令第 4条第 4号に規定する厚生労働大臣が定める者のうち次の者

農業協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康
保険組合及び国民年

康保険団体連合会

(2)貸付金の使途

国立病院等の資産の購入資金

(3)利率

第 1項の規定による貸付金の利率は、厚生労働大臣が別に定めると
ころにより、機構法第 17

条第 1項の規定に基づく長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券
の利率及び発行

｀ の価額により計算して得られる当該債券の利回りを勘案して求められ
る第 1項の規定による貸付

けに必要な資金の調達に係る金利を基準として、その金利を下回らなぃ範囲
内で、政策融資上の

必要性、銀行の貸付金利その他の事由を勘案し、機構の理事長が定める。

(4)償還期間及び据置期間

ア 償還期間 25年以内 (ただし、当該国立病院等の用に供されている資産の耐用年数を限度

とする。)

イ 据置期間 3年以内

(5)貸付金の限度額

所要資金の額とし、譲渡を受ける 1施設当たり12億円とする。ただ
し、医療貸付における貸

付金限度額を超えることができる基準について (平成 15年 10月 1日 医政発第
1001002号)に該

当するときは、この限りではない。

(災害等の貸付)

第 28条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和 37年法律第 150号 )第 2

条第 1項の規定に基づき、政令により激甚災害が指定された場合には、当該災害に
ついての指定

地域に係る特別の災害復旧資金の貸付けを行うことができる。
この場合における当該資金の貸付

けの利率及びその貸付限度額については、当該指定に伴う株式会社商
工組合中央金庫の取扱いに

準ずるものとする。

2 閣議決定により、激甚災害に準じ災害融資に関する特別措置を講ずることとされた災害の場合

には、別に定めるところにより、当該災害に係る特別の災害復旧資金
の貸付けを行うことができ

る。

(準用規定 )
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第 29条 第 5条、第 18条から第 20条までの規定は、この節の貸付けについて準用する。

第 3章 経営の診断及び指導

(経営の診断及び指導業務の内容 )

第 30条 機構法第 12条第 1項第 4号の規定に基づく社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開

設者に対 し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断及び指導 (以下
「経営指導」とい う。 )

に関する事業の業務の内容は次に掲げるものとする。

一 社会福祉事業施設及び病院等の経営の安定及び向上に資するための経営指導

二 経営指導の充実を図るための経営指導担当者の養成及び研修

三 前号の目的を達成するため、情報の収集、資料の作成、調査及び研究

(経営指導に要する費用 )

第 31条 前条第 1号に掲げる経営指導に要する費用の全部又は一部を経営指導の相手方から徴する

ことができるものとする。

第 4章 助成及び調査研究等

(助成対象事業及び対象者 )

第 32条 機構法第 12条第 1項第 7号の規定に基づく社会福祉振興事業を行 う者に対する助成 (以

下 「助成」という。)の対象 となる者は、社会福祉を振興するための事業であつて、次の各号に

掲げるものを行 う者 (国及び地方公共団体を除く。)と する。

一 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業及び生きがい
。健康づくり事業の推進を図るための

事業

三 高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護基盤整備事業、社会参加促進事業及び緊急に充

実を図る必要のある在宅福祉の推進を図るための事業

三 子育て支援事業及び青少年の非行防止・健全育成事業の推進を図るための事業

四 障害者スポーツの支援事業の推進を図るための事業

五 その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業

(基金事業審査・評価委員会 )

第 33条 助成を適正に行 うため、機構に基金事業審査・評価委員会 (以下この条において
「委員

会」とい う。)を置く。

2 機構は、助成金を交付しようとする場合には、あらかじめ、交付対象の採択について委員会に

諮 り、その決定を尊重してこれをしなければならない。

3 委員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応 じ、事業評価等の助成に係る重要事項

を調査審議する。

4 前 3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、機構が別に

定めるものとする。

(助成金交付要綱 )

第 34条  前 2条に定めるほか、助成金の交付に関し必要な事項については、別に交付要綱を定める。

(交付金交付要綱 )

第 35条 老人福祉法第 28条の 8及び福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 (平成 5年法

律第 38号)第 13条の規定に基づく交付金の交付に関し必要な事項については、別に交付要綱を定

める。

(調査研究等の業務)

-16-



第 36条 機構法第 12条第 1項第 8号の規定に基づく社会福祉事業に関する調査
研究、知識の普及

及び研修 (以下「調査研究等」という。)の業警は、次の各号に掲げ
る業務とする。

一 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業及び生きがい
:健康づくり事業の推進を図るために

必要な調査研究等

三 高齢者又は障害者のための地域の福祉・介護基盤整備事業、社会参加促進事業及
び緊急に充

実を図る必要のある在宅福祉の推進を図るために必要
な調査研究等

三 子育て支援事業及び青少年の非行防止・健全育成事業の推進を図るために必要な調
査研究等

四 障害者スポーツの支援事業の推進を図るために必要な調査研究等

五 その他社会福祉事業の振興上必要と認められる調査研究等

第 5章 退職手当共済事業

(退職手当共済業務の内容)

第 37条 機構法第 12条第 1項第 9号の規定に基づく社会福祉施設職員等退職
手当共済事業の業務

の内容は、次の各号に掲げるものとする。

一 退職手当共済契約の締結及び解除

二 契約証書の作成及び交付
三 特定介護保険施設等又は申出施設等の申出の承諾

四 退職手当金の支給
五 掛金の請求及び収納
六 割増金の請求及び収納
七 被共済職員原簿その他の原簿の整備

人 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(退職手当共済契約申込書の提出)

第・38条 退職手当共済契約の申込をしようとする社会福祉施設、特定社会福祉事業
又は特定介護保

険施設等の経営者は、第 53条第 2項の規定により機構が退職手
当共済業務の一部を委託した場合、

その委託した者に退職手当共済契約申込書を提出す
るものとする。

2 前項以外の場合において、退職手当共済契約の申込をしようとする社会福祉施撃
、特定社会福

祉事業又は特定介護保険施設等の経営者は、機構
に退職手当共済契約申込書を提出するものとす

る。

(割増金の額 )

第 39条 割増金の額は、掛金の額につき年 10.95パーセントの割合
で納付期限の翌日から納付の日

の前日までの日数によつて計算した額とする。

第 6章 心身障害者扶養保眸事業                     ・

(心身障害者扶養保険業務の内容 )

第 4o条 機構法第 12条第 1項第 10号の規定に基づく心身障害者扶養保険事業
の業務の内容はt次

の各号に掲げるものとする。

一 地方公共団体との保険契約に関する堡険約款の制定及びこれに基づく保険契約
の締結

地方公共団体からの追加加入の申込み及び脱退等
の届出の処理

生命保険会社との生命保険契約の締結 
・

生命保険会社に対する途中加入の申込み及び脱退等
の異動の処理

地方公共団体からの保険料及び特別調整費の収納並
びに保険料及び特例保険料 (特別調整費

一
一　
〓
一　
四

五
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のうち、保険対象加入者に係る年金給付に必要な費用に対する不足額を解消するため納付され

るものをいう。)の生命保険会社への納付

六 生命保険会社からの保険金、特別給付金、弔慰金、脱退一時金及び配当金の収納

七 保険契約者への年金給付保険金、弔慰金給付保険金、特別弔慰金給付金及び脱退一時金給付

保険金の支給

人 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(心身障害者扶養保険資金 )

第 41条  機構法第 12条第 5項に規定する心身障害者扶養保険資金は、保険契約者に対し必要な給

付を行 うことを目的として、安全かつ効率的に運用するものとする。

(心身障害者扶養保険資産運用委員会 )

第 41条の 2 心身障害者扶養保険資金の運用を適正に行 うため、機構に心身障害者扶養保険資産運

用委員会 (以下この条において「資産運用委員会」という。)を置く。

2 心身障害者扶養保険資金の運用に関する基本方針は、資産運用委員会の議を経なければならない。

3 資産運用委員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応 じて重要事項について意見を述

べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

4 前 3項に定めるもののほか、資産運用委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、機構

が別に定めるものとする。

第 7章 福祉及び保健医療に関する情報の提供等

(福祉及び保健医療に関する情報の提供等業務の内容 )

第 42条  機構法第 12条第 1項第 11号の規定に基づく福祉及び保健医療に関する情報システムの整

備及び管理の業務の内容は次の各号に掲げるものとする。

一 福祉及び保健医療に関する情報の収集・管理・提供の業務及びその業務に必要な情報基盤の

整備

二 福祉及び保健医療に関する情報システムの運用管理

三 福祉及び保健医療に関する情報システムを利用する者への研修

四 福祉及び保健医療に関する関係機関との連絡調整

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(業務に要する費用 )

第 43条 前条に掲げる業務については、福祉及び保健医療に関する情報の提供者又は利用者等から

当該業務に要する費用の全部又は一部を徴することができるものとする。

第 8章  年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業

(貸付の相手方 )

第 44条 機構法第 12条第 1項第 12号の規定による貸付けを受けることができる者は、厚生年金保

険法 (昭和 29年法律第 115号)に よる年金たる保険給付を受ける権利、船員保険法 (昭和 14年

法律第 73号)に よる年金たる保険給付を受ける権利又は国民年金法 (昭和 34年法律第 141号 )

による年金たる給付 (国 民年金法等の一部を改正する法律 (昭和 60年法律第 34号 )に よる改正

前の国民年金法による老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有し、現に年金の支給を受けてい

る者 (「生活保護行政を適正に運営するための手引について」 (平成 18年 3月 30日 社援保発第

0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に より、年金担保貸付の借入を制限することと

された生活保護受給者 (以下「生活保護受給者」という。)を除く。)であつて、小日の資金を必
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要とし、かつ、銀行その他一般の金融機関から資金の融資を受ける
ことを困難とするものとする。

2 機構法第 12条第 1項第 13号の規定による貸付けを受けることができる者は、労働者災害補償 .:

保険法 (昭和 22年法律第 50号 )に よる年金たる保険給付を受ける権利を有し、現に年金
の支給

を受けている者 (生活保護受給者を除く。)で あつて、小日の資金を必要
とし、かつ、銀行その他

一般の金融機関から資金の融資を受けることを困難とするも
のとする。

(利率 )

第 45条 機構法第 12条第 1項第 12号の規定による貸付けに係る貸付金の利率は、機構法第
17条

第 1項の規定に基づく長期借入金の利率並びに独立行政法人福祉医療機構債券
の利率及び発行の

価額により計算 して得 られる当該債券の利回 りを勘案 して求められ
る前条の規定による貸付けに

必要な資金の調達に係る金利を基準として、その金利を下回らな
い範囲内で、事務に要する経費、

銀行の貸付金利その他の事由を勘案し、機構の理事長が定める。

2 機構法第 12条第 1項第 13号の規定による貸付けに係る貸付金の利率は、事務に要する経費そ

の他の事由を勘案し、機構の理事長が定める。

(償還期間 )

第 46条  償還期間は、 4年以内とする。

(貸付金の限度額 )

第 47条 貸付金の額は、第 44条第 1項に規定する者が社会保険庁長官又は都道府県知事
の裁定に

基づいて支給を受 lザ ることのできる年金の額 (税額に相当する額を除く。)に 1.2を乗
じて得た

額の範囲内の額とし、 1人につき 250万 円を限度とする。

2 貸付金の額は、第 44条第 2項に規定する者が労働基準監督署長の裁定に基づいて支給を受ける

ことのできる年金の額に 1.2を乗じて得た額の範囲内の額とし、1人に
つき 250万円を限度とする。

(償還の方法)

第 48条 貸付金の償還は、原則として担保に供された年金の支払金をもつて充てるものとする。

(準用規定)

第 49条 第 5条、第 20条の規定は、この章の貸付けについて準用する。

第 9章 業務の受託及び委託の基準

(業務の受託 )

第 50条 機構は、国、地方公共団体、公益法人その他の団体等の委託を受けて、機構法第 12条第 1

項第 4号及び第 11号に規定する業務を行うことができる。

2 機構は、業務の委託を受けようとするときは、委託者と業務の受託に関する契約を締結するも

のとする。

(受託契約)

第 51条 機構は、前条に掲げる業務の受託を行うに当たつては、受託する業務の名称、目的、実施

方法及び実施に係る経費その他必要と認められる事項を定めて、業務受託契
約を締結するものと

する。

(業務受託料 )

第 52条 業務の受託料の額は、当該業務の実施に要する経費の額を考慮して理事長が定めるものと

する。

(業務の委託 )

第 53条  機構は、貸付事業を効率的に運営するため、機構法第 14条に規定する業務の一部を金融

機関に委託することができる。
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2 機構は、機構法第 12条第 1項第 8号及び第 9号に掲げる業務の効率的かつ効果的な運営に資す

ると認めるときは、業務の一部を委託することができる。

(業務の委託を受けた金融機関又は他の法人の責務 )

第 54条  前条の規定により機構の業務の委託を受けた金融機関その他の法人 (以下「受託者」とい

う。)は 、機構法、施行令、独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計関する省

令 (平成 15年厚生労働省令第 148号 )、 その他関係法令、この業務方法書及び機構が定める諸規

程に従つて委託された業務 (以下「受託業務」という。)を処理しなければならない。

(委託契約 )

第 55条  機構は、第 53条 に掲げる業務の委託を行 うに当たつては、委託する業務の種類及び内容、

委託する期間その他必要と認められる事項を定めて、業務委託契約を締結するものとする。

2 機構は、機構が業務を委託した受託者に対し、必要に応じて委託手数料を支払 うものとする。

3 受託業務の処理に必要な経費は、原則として受託者が負担するものとする。

第 10章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(競争入札その他契約に関する基本的事項 )

第 56条  機構は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公告 して申込

みさせることにより競争に付すものとする。ただし、予定価格が小額である場合その他別に定め

る場合は、指名競争又は随意契約によることができる。

2 政府調達に関する協定 (平成 7年条約第 23号)その他国際約束の対象となる契約については、機構

が定めた調達手続によるものとする。

第 11章 補 則

(実施に関する事項 )

第 57条  この業務方法書の規定の実施に関して必要な事項は、機構が定めるものとする。

附 則

(施行期日)

第 1条  この業務方法書は、厚生労働大臣が認可した日から施行 し、平成 15年 10月 1日 から適用

する。

(社会福祉・医療事業団業務方法書の廃止 )

第 2条 社会福祉・医療事業団業務方法書 (昭和 59年規程第 3号)は、廃止する。

(社会福祉・医療事業団業務方法書の廃止に伴う経過措置 )

第 3条 社会福祉 。医療事業団が機構法附則第 6条の規定による廃止前の社会福祉 。医療事業団法

(昭和 59年法律第 75号)第 23条第 1項の規定による社会福祉・医療事業団業務方法書 (前条の

規定による廃止前の社会福祉
。医療事業団業務方法書をいう。)の規定により行つた処分、手続

その他の行為は、この業務方法書中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第 4条  附則第 2条の規定の施行前にした貸付契約に係る貸付利率については、なお従前の例によ

る。

(貸付対象施設の特例 )

第 5条  平成 20年度及び平成 21年度において、第 4条第 1項の表の 「貸付対象施設」の欄のオ中
「老人福祉施設 (軽費老人ホームのうちA型及び B型並びに老人福祉センターを除く。 )」 とあ
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るのは「老人福祉施設 (老人福祉センターを除く。また、軽費老人ホ
ームのうちA型及び B型に

あっては、石綿の除去等のための整備事業、災害復旧のための整備事業及び地震防災
対策のた

めの改築又は改修のための整備事業に限る。)」 とする。

(地震防災対策のための改築又は改修事業等に係る貸付金の限度額の特例)        |

第 6条 平成 20年度から平成 22年度までの間において、別表 8に掲げる木造施設の整備事業であ

って、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国
の財政上の特別措置に関

する法律第 4条第 1項及び第 3項又は地震防災対策特別措置法 (平成 7年法律第 110号 )第 4

条第 1項及び第 3項め規定により国の負担又は補助の特例の適用を受けて実施する改築又
は改

修事業のために貸し付ける貸付金及び災害復旧のための整備事業のために貸
し付ける貸付金に係

る第 17条に規定する貸付金の限度額については、第 17条第 1号中
「所要資金の 100分の 75」

とあるのは「所要資金の 100分の 80」 と、「所要資金の 100分の 70」 とあるのは
「所要資金の

100分の 75」 と、第 17条第 2号中「所要資金の 100分の 7o」 とあるのは
「所要資金の 100分の

80」 と、第 17条第 3号中「所要資金の 100分の 70」 とあるのは
「所要資金の 100分の 75Jと

する。

(石綿の除去等のための整備事業に係る貸付金の限度額の特例 )

第 7条 平成 18年度から平成 21年度までの間において、石綿の除去等のための整備事業のために

貸し付ける貸付金に係る第 17条及び第 26条第 1項に規定する貸付金の限度額に
ついては、第

17条第 1号中「所要資金の loO分の 75」 とあるのは「所要資金の 100分の 80」 と、
「所要資

金の 100分 の 70」 とあるのは「所要資金の 100分 の 75」 と、第 17条第 2号中
「所要資金の聖鯉

分の 70」 とあるのは「所要資金の 100分の 80」 と、第 17条第 3号中
「所要資金の 100分の

70」 とあるのは「所要資金の 100分の 75」 と、第 26条第 1項中「所要資金の 100分
の 80以内

の額」とあるのは「所要資金の 100分 の 85以内の額」とする。

2 平成 19年度から平成 21年度までの間において、病院の乙種増改築資金又は診療所の増改築資金

のうち、医療施設近代化施設整備事業 (医療施設の患者療養環境の改善
のための施設整備事業をい

う。)の対象であつて、療養病床を整備するものであり、かつ、石綿の除去等のための整備事業
の

ために貸し付ける貸付金に係る第 26条第 1項に規定する貸付金の限度額に
ついては、第 26条第 1

項及び前項の規定にかかわらず、所要資金の 100分の 90以内の額とする。

(社会福祉事業施設等に対す.る貸付金の限度額等の特例 )

第 8条 削除
第9条 平成 18年 10月 1日 から障害者自立支援法附則第 1条第 3号に規定する日以後 3か月経過す

るまでの間、次の表の左の欄中に掲げる施設を平成 18年 9月 30日 に行つていた法人であ
つて、

右の欄中に掲げる施設又は事業を平成 18年 10月 1日 以降に行う法人に対する経営資金並びに児

童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体
不自由児施設

及び重症心身障害児施設を平成 18年 9月 30日 に行つていた法人であつて、平成 18年
10月 1日

以降も当該施設を行う法人に対する経営資金の貸付けに係る貸付金
の使途(据置期間並びに貸付

金の限度額については、第 6条、第 16条並びに第 17条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

とおりとする。

(1) 貸付金の使途については、次の表の左の欄中に掲げる施設を平成 18年 9月 30日 に行つて

いた法人であつて、右の欄中に掲げる共同生活介護を行う事業及び共同生活援助を行う事業

の経営に必要な資金を含むものとする。

(2) 据置期間については、 1年以内を設けることができるものとする。

(3) 限度額については、3月 分の介護給付費、訓練等給付費及び障害児施設給付費等相当額又
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は担保評価額に100分の80を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

知的障害者福祉法に規定する

知的障害者援護施設

旧法に規定する知的障害者援護施設

旧法に規定する身体障害者更生援護施設

旧法に規定する精神障害者社会復帰施設

障害者自立支援法に規定する

療養介護を行 う事業

生活介護を行 う事業

共同生活介護を行 う事業

障害者支援施設

自立訓練を行 う事業

就労移行支援を行 う事業

就労継続支援を行 う事業

共同生活援助を行 う事業

身体障害者福祉法に規定する

身体障害者更生援護施設

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規

定する                 ・

精神障害者社会復帰施設

(療養病床の転換等に係る整備事業に係る貸付けの特例 )

第 10条 平成 19年度から平成 23年度までの間において、第 4条第 1項の表の
「貸付対象施設」の

欄のセ中「有料老人ホームであって、厚生労働大臣
の定める基準 (平成 17年厚生労働省告示第

209号)第 2号に該当するもの」とあるのは「有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基

準 (平成 17年厚生労働省告示第 209号)第 2号又は第 3号に該当するもの」とし、厚生労働大臣

の定める基準第 3号に該当するものの貸付けの相手方は、第 4条第 1項の規定にかかわらず、次
の

とお りとする。

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 医療法人
エ ー般社団法人又は一般財団法人

2 平成 19年度から平成 23年度までの間において、病院又は診療所の療養病床の転換又は廃上に伴

い整備される次に掲げる施設の整備事業のために貸し付ける貸付金
に係る第 17条及び第 26条第 1

項に規定する貸付金の限度額については、第 17条及び第 26条第 1項
の規定にかかわらず、所要資

金の 100分 の 90以内の額とする。

ア 老人デイサービスセンター (生活支援ハウスを整備するものに限る。 )

イ 特別養護老人ホーム

ウ 軽費老人ホーム (ケアハウスに限る。 )

工 小規模多機能型居宅介護事業に係る施設

オ 認知症対応型老人共同生活援助事業に係る施設

力 有料老人ホーム

キ 介護老人保健施設

(療養病床転換支援資金の特例 )

第 10条の 2 平成 20年度から平成 23年度までの間 (以下この条において
「転換期間」という。 )

において、第 23条に規定する貸付金の使途については、第 23条第 1項第 2号に次のように加え、

第 23条第 2項の「経営安定化資金」とあるのは、「経営安定化資金若 しくは療養病床転換支援資

金」とする。

(工)病院又は診療所の療養病床の転換又は廃止 (附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 10条第 2項
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各号に掲げる施設を整備するものに限る。)に伴う経営の安定化を図るために必要なもので、機

構が別に定めるもの (以下「療養病床転換支援資金」という。)

2 転換期間において、療養病床転換支援資金に係る第 25条 に規定する償還期間及び据置期間並び

に第 26条第 1項に規定する貸付金の限度額については、第 25条及び第 26条第 1項の規定にかか

わらず、次のとおりとする

償還期間 10年以内 (特に必要 と認められ る場合は20年以内 )

据置期間 1年以内

貸付金の限度額 所要資金の額又は 4億 8千万円 (特に必要と認められる場合は

7億 2千万円)のいずれか低い額   _____一 一一一二

第 11条 削除

(障害者の就労支援事業に係る貸付けの特例 )

第 12条 平成 20年度から平成 23年度までの間において、次の表の「貸付対象施設」の欄に掲げる

施設を行う法人であつて、障害者の就労支援事業の推進のための賃金又は工賃水準
の向上を図るた

めの事業を行う法人に対する設備備品整備資金又は経営資金の貸付けに係る貸付けの相手方に
つい

ては、第 4条第 1項の規定にかかわらず、同表の「貸付対象施設」の区分に応じ
「貸付けの相手

方」の欄に掲げる者とし、貸付金の限度額については、第 17条の規定にかかわらず、次の各号の

いずれか低い額とする。

(1)所要資金の 100分の 90

(2)担保による貸付けについては、その担保評価額の 100分の 70

(病院に対する貸付けの重点化 )

第 13条 病院に対する貸付けについては、この業務方法書に基づくもののほか、行政改革推進本部

において決定 (平成 18年 12月 24日 )した、『 「独立行政法人福祉医療機構の主要な事務及び事

業の改廃に関する勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案』 (平成
18午 12月 7日 厚

生労働省)に より策定することとされた融資の基本方針 (ガイ ドライン)に基づき実施する。

(保育所及び放課後児童健全育成事業の整備事業に係る貸付金の限度額の特例 )

貸 付 対 象 施 設 貸付けの相手方

障害者自立支援法に規定する就労移行支援事業及び就

労継続支援事業を行う施設

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十宇社
ウ 施行令第 2条第 4号に規定する医療法
人

工 施行令第 2条第 4号に規定する一般社
団法人又は一般財団法人  .
オ 施行令第 2条第 4号に規定する特定非
営利活動促進法第 2条第 2項に規定する

1 特定非営利活動法人

イ 旧法に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者
授産施設 (知的障害者福祉工場を含む。)

社会福祉法人

日本赤十宇社

ア

イ

ウ 旧法に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障
害者授産施設 (身体障害者福祉工場を含む。 )

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社
ウ ー般社団法人又は一般財団法人

1日 法に規定する精神障害者社会復帰施設のうち精神障

害者授産施設及び精神障害者福祉工場

ア 社会福祉法人
イ 日本赤十字社
ウ 医療法人
エ ー般社団法人又は一般財団法人
オ 特定非営利活動促進法第 2条第 2項に
規定する特定非営利活動法人____二
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第 14条

る放課後児童健全育成事業の整備事業のための貸付けに係る貸付金の限度額に
ついては、第 17条

の規定にかかわらず、次Q各号のいずれか低い額とする。

皇Σ所要資金の 100分の 90

22担保による貸付けについては、その担保評価額の 100分の 70

附 則 (平成 16年 4月 1日 厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 16年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 15年度以前を初年度とする補助対象事業に係る

変更前の第 13条及び第 15条の規定は、なおその効力を有する。

第 3条 この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理しているものについて

は、変更前の第 17条第 2号、第 23条第 1項 (1)ウ及び同項 (2)ア (ア)並びに第 26条第 1項 (1)

の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

第 4条 労働福祉事業団が独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成 14年法律第 171号)附則第 10

条の規定による廃止前の労働福祉事業団法 (昭和 32年法律第 126号)第 20条の規定により行つた

処分、手続その他の行為は、この業務方法書中の相当する規定によりした処分、手続そ
の他の行為

とみなす。

附 則 (平成 17年 4月 1日 厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 17年 4月 1日 から施行する。ただし、第 47条の改正規

定は平成 17年 10月 1日 から施行し、同日以降に貸付契約を行う貸付けから適用する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 16年度以前を初年度とする補助対象事業に係る

変更前の第 7条第 2項、第 14条、第 16条第 2項及び第 17条の規定は、なおその効力を有する。

第 3条 この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理しているものについては、

変更前の第 4条第 1項の表、第 7条第 2項 (前条に該当するものを除く。)、 第 16条第 2項 (前

条に該当するものを除く。)、 第 17条 (前条に該当するものを除く。)、 第 23条第 1項及び第 2

6条第 1項の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 17年 9月 1日 厚生労働大臣認可)              
・

この業務方法書の一部変更は、平成 17年 9月 1日 から施行し、第 4条の改正規定は、平成 17年 6

月 29日 から適用する。ただし、第 22条、第 37条及び第 38条の改正規定は、平成 18年 4月 1日 か

ら施行する。

附 則 (平成 18年 2月 3日 厚生労働大臣認可)

この業務方法書の一部変更は、平成 18年 2月 3日 から施行する。

附 則 (平成 18年 4月 1日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 18年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 17年度以前を初年度とする補助対象事業に係る

変更前の第 4条第 1項の表、第 6条第 1項、第 7条第 2項、第 16条第 2項第 1号、附則 (平成 15

年 10月 1日 施行)第 5条及び別表 9の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理しているものについては、

変更前の第 4条第 1項の表 (前条に該当するものを除く。 )、 第 6条第 1項 (前条に該当するもの

を除く。 )、 第 7条第 2項 (前条に該当するものを除く。 )、 第 16条第 2項第 1号、第 17条第 1

項、第 23条第 1項、附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 5条 (前条に該当するものを除く。)及

び別表 9(前条に該当するものを除く。)の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なお

その効力を有する。
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附 則 (平成18年 7月 4日 厚生労働大臣認可 )

この業務方法書の一部変更は、平成18年 7月 4日 から施行 し、同日以降
の借入申込に係る貸付けか

ら適用する。

附 則 (平成 18年 10月 1日 厚生労働大臣認可 )

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 18年 10月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理しているものに
ついては、

変更前の第 4条第 1項の表、第 6条第 1項、第 9条、第 22条第 1項の表、別表
1、 別表 8及び別

表 9の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 19年 4月 1日 厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 19年 4月 1日 から施行し、附則 (平成 15年 10月 1日

施行)第 6条の改正規定は、平成 18年 4月 1日 から適用する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行?際平成 18年度以前を初年度とする補助対象事業|こ係る

変更前の第 4条第 1項の表、別表 1及び別表 9の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理しているものに
ついては、

変更前の第4条第 1項の表 (前条に該当するものを除く。)、 第 26条及び別表
9(前条に該当す

るものを除く。)の規定は、この業務方法書の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 19年 7月 26日 厚生労働大臣認可)

この業務方法書の一部変更は、平成 19年 7月 26日 から施行する。

附 則 (平成 20年 3月 31日 厚生労働大臣認可)

第 1条 この業務方法書の一部変更は、平成 20年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平成 19年度以前を初年度とする補助対象事業に係る

変更前の第 9条、第 10条、附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 5条、第 6条及び第 8条、別表
1

並びに別表 9の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸付けの申込みを受理しているものについては、

変更前の第 22条第 1項、第 23条第 1項、第 26条第 1項、附則 (平成 15年
10月 1日 施行)第 5‐

条 (前条に該当するものを除く。)、 第 6条 (前条に該当するものを除く。)及び第 8条 (前条
に

該当するものを除く。)並びに別表 9(前条に該当するものを除く。)の規定は、この業務方法書

の一部変更の施行後も、なおその効力を有する。

附 則 (平成 20年 9月 5日 厚生労働大臣認可)

この業務方法書の一部変更は、平成 20年 10月 1日 から施行する。

附 則 (平成 20年 12月 1日 厚生労働大臣認可)

第 1条 この業務方法書の一部変更は、平成 20年 12月 1日 から施行する。

第 2条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成 18年法律第
50号)の施行の日から

起算して 5年を経過する日の前日までの間は、第 4条第 1項及び第 22条第
1項の表の「貸付けの

相手方」の欄、第 27条第 1号並びに附則 (平成 15年 10月 1日 施行)第 10条第 1項、第
11条及

び第 12条の表の「貸付けの相手方」の欄中
「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「一般

社団法人若しくは一般財団法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律 (平成 18年

法律第 5o号。以下「整備法」という。)第 42条第 2項に規定する特例民法法人」と、第
4条第 1

項の表の「貸付けの相手方」の欄中「一般社団法人、下般財団法人及
び」とあるのは「一般社団法

人及び一般財団法人並びに整備法第 42条第 2項に規定する特例民法法人並びに」
と、第 22条第 1
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項の表の「貸付けの相手方」の欄中「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは
「一般社団法人若

しくは一般財団法人若しくは整備法第 42条第 2項に規定する特例民法法人」と、第 22条第 2項第

4号及び第 5号中「一般社団法人」とあるのは「一般社団法人又は整備法第 42条第 1項に規定す

る特例社団法人」とする。

附 則 (平成 21年●月●日厚生労働大臣認可)

第 1条  この業務方法書の一部変更は、平成 21年 4月 1日 から施行する。

第 2条  この業務方法書の一部変更の施行の際平趣 0年度以前を初年度とする補助対象事業に係る

変更前の第 17条の規定は、なおその効力を有する。

第 3条  この業務方法書の一部変更の施行の際機構が貸生けの 申込みを受理しているものについては、

変更前の第 17条 (前条に該当するものを除く。との規立は、この業務方法書の一部変更の施行後

も、なおその効力を有する。
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員基

基 準 定 員 の 内 容

児童福祉施設最低基準 (昭和 23年 12月 29

日厚生省令第 63号 )1世帯以下

15人以下
15人以下
15人以下

5人以下

15人以下

乳児院

母子生活支援施設

保育所

児童養護施設

知的障害児施設

盲ろうあ児施設

肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

児童自立支援施設

児童福祉法

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ
ー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準 (平成 18年 9月 29日 厚生労働省令第 171

障害福祉サービス事業所障害者自立

支援法

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施

設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 1

年 9月 29日 厚生労働省

―

障害者支援施設

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提

供施設の設備及び運営に関する最低基準 (昭和

41年 7月 1日 厚生省令第 18号 )

4人以下

4人以下

1世帯以下

救護施設

更生施設

宿所提供施設

婦人保護施設設置要綱について (昭和 38年

3月 19日 厚生省発社第36号次官通知)
婦人保護施設売春防止法

(構造耐力 )

1 基 礎
布コンクリー

ト造 り
15

布石積造り

布煉瓦造り

10

壺石造り

壺コンクリー

ト造 り

壺煉瓦造 り

5
掘立柱木杭基

礎
0

2 土 台 15.2cm角 以上 15
12.lcm角 以上

15.2cm角 未満
10 12.lcm角 未満 5 土台なし 0

3

柱

2階以上の階

を有する場合

の 1階の柱

15.2cm角 以上

(又は 13.6cm

角以上 2本 )
20

13.6cm角 以上

(又は 12.lcm

角以上 2本 )
15

12.lcm角 以上

10

12.lcm角 未満

0

平家の場合の

柱

13.6cm角 以上

(又 は 12.lcm

角以上 2本 )

12.lcm角 以上

(又は 10.6cm

角以上 2本 )

10.6cm角 以上 10.6cm角 未満



別表 3

(保存度 )

1経過年数 5年未満 5
5年以上
18年未満

3
18年以上
30年末満

2 30年以上 0

2基 礎の不同沈化 ない 6
ほとんどな

い
4
かなtり ある

1 ひどい 0

3外 壁の土台の腐
朽度

ほとんど腐
っていない

7
少 し腐つて

いる
4
腐れがひど

い

ほとんど腐

つている
0

4外 壁の柱の腐朽
度

ほとんど腐
っていない

7
少し腐つて

いる
4
腐れがひど

い

ほとんど腐

つている
0

5梁 の腐朽度
ほとんど腐

っていない
5
少 し腐つて

いる
3
腐れがひど

い
1
ほとんど腐

つている
0

６
　

柱

の
傾

斜

度

ア 梁行

l cm未満

:  :
→ :   :←

|オ
180cm

20

l cm以上

2 cm未満

→ : :←

|オ
180cm

15

2 cm以上

3 cm未満

―→ :    :←―

|′
180cm

10

3 cm以上

→  :     :←

|オ
180cm

0

イ 桁行 20 15 10 0

７
　

横

架

材

の
傾

斜

度

ア 梁行

卜平
l cm未満

180cm

↓

一

　

一

↑

ト
l cm以上

2 cm未満

180cm

10

↓

一

　

一

↑

ト
2 cm以上

3 cm未満

180cm

5

卜干
3 cm以上

180cm

0

イ 桁行 10 5 0



別 表 4

(外力条件 )

別表 5

(注)記号 (a、 b、 c)の順序は、別表 4の項の順序 とす る。

別表 6

(経過年数)

海岸からの距離

a

海岸か ら8 kmを こえ

る

b

海岸か ら4 kmを こえ

8 km以内

C

海岸から4 km以内

2

最深積雪量

a

20cm未満

b

20cm以上 lm未満
C

lm以上

3

地 盤

a

普 通

b

や や 軟 弱

C

軟 弱

係 数 1.00 0.98 0.96 0。 94 0.92 0。 90

外 力 条 件 記 号

a a a baa aab bab a a c bac

aba bba abb bbb

c a a a c a bca

cab

cba

係 数 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80

外 力 条 件 記 号

abc bbc a c c bcc C C C

acb bcb cbc

c a c CCb

cbb
C C a

区 分 経 過 年 数

ト ラ ス が 鉄 製 の も の 30 年

そ の 他 25  生
「
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別表 7

現存率OX 100% 評点
感
ユ
仁
ロ
享
‘

区

分

構  成
P

種 類 各部現存率 K 再建設指数

P'N

再建設指数調整値

R=P'N/0.4

現存指数

KoR

現存率

Σ(KoR)/Σ (R)余
含

占
門 率

佳
冊
　
　
　
■
迫

筋

り

鉄

造

鉄骨。鉄筋コンクリート

鉄筋コンクリート

15

10

プロッ

ク造り

プロック造

鉄骨造

れんが造、石造

0.7

0.9

1.2

ユ
土

要

部

の

仕

上

屋 根

アスフアルト防水、コンクリート押えモ

ルタルぬり

アスフアルト露出防水

モルタル防水

石綿スレート、かわら、鋼板

L7

1.0

0.5

0.4

外 壁

タイル(小日)

モザイクタイル

コンクリート打放し

モルタル、リシン吹付

14

10

1.0

0.6

内 壁

モルタル

プラスター

木製

10

08

0.7

天 丼 20

吸音テックス

ポード

プラスター

木製

上l

l.0

0.8

07

産
外

リノリウム

プラスチックタイル

アスファルトタイル(暗 )

モルタル

木製

1.3

1.1

1.0

0.8

07

部

具

外

建

アルミサッシ(オーダー)

アルミサッシ(既成)

スチールサッシ

木製

12

10

19

0.7

部

具

内

建
,本製

計

ユ
訳

備

灯

等備

電

設
20

LX

蛍光灯131D程度以上)

蛍光灯(300程度以下)

自熱灯

10

0.8

0.4

電線類

その他

・ピユール抜覆線
。ゴム被覆線

1.0

0.9

水

他

排

の

綸

そ
20

・水洗便所
。くみ取便所

1.0

0.4

暖房 40

空気調和

温風(ポイラー方式)

温風(熱風炉式}

その他

19

13

10

1.0

ユ
耐

外力条件
別表4の組合わせによる

別表5の係数

Ａ
ロ 計 ① ②



r構浩1内容

各部現存率Kの値

1 損耗なし、又は損耗の程度僅少

2 中小亀裂、鋼材発靖(鉄骨造)、 外力による小変形がみられるが耐力上影響が殆どないもの

3 損耗が進み、部分的補修、補強又は取替えを必要とするもの

4 不同沈下による大亀製、建物の傾斜、鉄筋被覆材の広範囲の脱落、発備による主鋼材の断面欠損、その他により構造上

大補強を必要とするもの

5 構造上損耗著しく建替えを必要とするもの

1,0、 0.9

0.9、  0.8、  0.7

0.7、  0.6、  0.5

0.5、  0.4、  0,3

0.31 0.2、  0.1

fII卜  語檻l肉穴

1

2

3

4

5

損耗なし、又は損耗の程度饉少

汚染及び損耗はある程度みられるが、機能上問題のないもの、又は極く小規模の補修を必要とするもの

損耗が進み、部分的補修を必要とするもの

相当部分で損耗が進み、機能低下が顕著であるが、部分補修が可能なもの

損耗の程度著しく全面建替えを必要とするもの

1.0、 0.9

0.9、  0.8、  0,7

0,7、  0.6、  0.5

0.5、  0.4、  0.3

0.3、  0.2、  0.1

現存率に基づく評点、老朽度

現存卒 評   点 老朽度 定 義

50%以下 100点以上 特A 特に緊急を要する

60%以下 90 1 A 緊急を要する

70%以下 B 至急実施すべきである

70 1 できるだけ早く実施したほうがよい

60 ‖ D 必要は認めるが急がなくてよい

E 必要ない

1 児童福祉法に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設 (通所施設を除く。 )、 肢体

不自由児施設 (通所施設を除く。)、 重症心身障害児施設又は情緒障害児
短期治療施設

2 生活保護法に規定する救護施設
3 老人福祉法に規定する養護老人ホーム (主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)又は

特別養護老人ホーム

4 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設 (生活介護又は自立訓練を行うものに限る。)



男1:長 9

区 分 施 設 及 び 事 業 の 種 類

1 生活保護法 救護施設 (第 8条に規定する貸付けに限る。)

児童福祉法 知的障害児施設

知的障害児通園施設

盲ろうあ児施設

肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

児童自立生活援助事業

保育所

乳児院 (第 8条に規定する貸付けに限る。 )

母子生活支援施設 (第 8条に規定する貸付けに限る。 )

児童養護施設 (第 8条に規定する貸付けに限る。 )

3 老人福祉法 養護老人ホーム

障害者自立支援法 障害福祉サービス事業

障害者支援施設

相談支援事業

移動支援事業

地域活動支援センター

- 32 -



資料2-7

福祉医療機構の平成21年度長期借入金計画 (案 )

独立行政法人福祉医療機構が行う、社会福祉事業施設の設置等に必要な資金

の融通(福祉貸付)及び病院、診療所、介護老人保健施設等の設置等に必要な資

金の融通(医療貸付)に必要な資金について財政融資資金からの借入れ、及び厚

生年金等の年金受給権を担保とする資金の融通(年金担保貸付)に必要な資金に

ついて市中金融機関からの借入れを行うものである。

度計画額 】【平成21年 :百万円

一般勘定
(福祉医療貸付)

年金担保貸付勘定

財政融資資金
(参考)

貸付予定額・
民間借入金

(参考)

貸付予定額

計画額 282.800 301.800 28.700 189,600

(参考)第 1・四半期 103.000 83,097 0 39,949

第2・四半期 62=500 62,687 0 51,439

第 3・四半期 53,500 66.764 0 45,580

第4口四半期 63・800 89.252 28,700 52,632

年金担保貸付の原資福祉医療貸付の原資借入金の使途

20年以内 (うち据置 1年 )

借入日の2営業日前の

市中金融機関借入金利によ
る

借入日の財政融資資金借
入金利による
(参考 :2/12現在 1.6%[1.3%])

日は10年金利見直し貸付における当初金利



資料 2-8

福祉医療機構の平成21年度債券発行計画 (案 )

独立行政法人福祉医療機構が行う福祉医療貸付及び年金担保貸付の貸付原資に充

当するため、資金調達を行う。

なお、債券の発行回数、時期等については、現在検討中のため発行に要する費用等の計上は困難。

また、債券の利率等については債券の募集の日に決定。

【参 考】

独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成15年 9月 3日政令第393号 )

(機構債券の発行の認可)

第
晰製喫賜是嘉羹露曹欝誓電1劉彗曜喜勤霧珊醜鰹腰織 :棚ξ
ならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第11条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

第11条 第 1・ 2項 (略 )
3機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
ノヽ 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九～十一 (略 )

総  額
内  訳

一般勘定
(福祉医療貸付)

年金担保貸付勘定

平成21年度債券発行予定額 740億円 400億円 340億円



資料2-9

福祉医療機構の平成21年度償還計画(案 )

見込総額

平成21事業年度償還計画

区  分
一般勘定 (福祉医療貸付) 年金担保貸付勘定

財政融資資金 : 財投機関債 計 財政融資資金 財投機関債 民間借入金 計

平成21事業年度
償還計画額

270,983,459:   25,000,000 295=983,45C 22,508,3221   40,000,000:    6,100,00C 68,608,322

(参考1)平成21年度末借入・発行

区  分
一般勘定 (福祉医療貸付) 年金担保貸付勘定

財政融資資金 財投機関債 計 財政融資資金 財投機BE債  l 民間借入金 計

平成20事業年度末
借入。発行総額

(A

2,977,614,6261 189,000,00C 3,166,614,62( 46,868,034 141,000,0001  6,1∞ ,000 193,968,03`

平成21事業年度
借入・発行見込額 282,300,0001 40,000,00C 322,800,00C 0 34,000,000 28,700,00C 62,700,00C

平成21事業年度
償還計画額 270,983,459 25,000,000 295,983,45〔 22,508,322 40,000,0001     6,100,00C 68,608,32`

平成21事業年度末
借入・発行見込総額

(A)+(B)― (Ci
2.989,431,167 204,000,00C 3,193,431,161 24,359,712: 135,0∞ ,000:  28,7∞ ,∞0 188,059,711

(

区分 借入。発行年度 慣選期限 償還方法

平成8事業年度以前 一般勘定    財政融資資金 平成元事業年度～平成8事業年度 20年 半年賦元金均等償遺

棘 」
………‐
断蔽 1基 平成3事業年度～平成8事業年度 17年 1年据置半年は元全均等質量

平成9～ 12事業年度 一般勘定    財政融資資金 平成9事業年度～平成12事業年ロ 20年 1年据置半年賦元金均等償選

平成13事業年度以降 一般勘定    財政融資資金

財投機関債

財投機関債

財投機関債

平成13事業年度～平成21事葉年臓

平成16事業年度

平成16事業年度～平成21事業年鵬

平成17事業年度～平成21事業年鵬

平成16事業年度～平成19事業年膚

平成18事業年度～平成21事業年農

平成20事業年度～平成21事業年層

20年

5年

10年

20年

1年据置半年賦元金均等償選

5年後―括償選

10年後―括償還

20年後―括償遺

年金担保貸付勘定 財政融資資金

財投機関債

民間借入金

5年

3年

1年

1年据置半年賦元金均等償選

3年後―括償還

1年以内一括償還



資料2-10
福祉医療機構の平成20年度長期借入金

(第 2・四半期)

一般勘定 (福祉医療貸付) 年金担保貸付勘定

年度計画額

(平成20年4月 ～
平成21年3月 )

300,8007ヨフ5Fヨ 6,100百万円

認可額※

(平成20年 7月

～ 9月 分 )

54,6007ヨフ5FЧ

※一般勘定の第 2・ 四半期の借入額として、平成20年 9月 5日厚生労働省発社援第0905002号にて認可。

9 の

一般勘定 (福祉医療貸付) 年金担保貸付勘定

財政融資資金 民間借入金

借 入 金 額
(一 般勘定の下段は内訳 )

計 52,000百万円

百蔦;菩嘉
~「
百蔦語芳円

借 入 年 月 日 H20.9.26

償 還 期 限 H40.7.20

借 入 利 率 II硫
……
T「

~T面

償 還 方 法 半年賦元金均等償還

備 考 10年金利見直し※

※10年金利見直しによる借入れについては、10年経過後金利見直し制度 (10年経過時点で金利を見直す方

法)による貸付実行額に合わせている。



一般勘定 (福祉医療貸付) 年金担保貸付勘定

年膜耐 回額

(平成20年4月 ～
軍 威 ,1生3日 ヽ

300,8007ヨフ5FЧ 6,100百万円

認可額※

(平成20年 10月
1 ～ 12月 分 )

43,900百万円

※一般勘定の第 3・ 四半期の借入額として、平成20年 11月 27日厚生労働省発社援第1127025号にて認可。

福祉医療機構の平成20年度長期借入金
(第 3・四半期 )

2



資料2-11

福祉医療機構の平成20年度債券発行

※1スフ・レット
・・・・2つの証券の金利差僻235+32bpは、第235回国債(10年もの)の残存期間3年の金利に32へ

゛
―シスホ
・
イント上乗せ)

lbp(へ
・―シスホ
゜
イント)…・0.0196

※2格付…(株)格付投資情報センター(R&1)による格付
※3第 18回については平成20年 11月 27日厚生労働省発年第11270“号にて認可。

【平成20事業年度計画】

○一般勘定 (福祉医療貸付事業)

資金交付額

原  資
財政融資資金借入金

自己資金

〇年金担保貸付勘定

資金交付額

原  資
自己資金

3,338億円

3,0084應円

330億円(うち財投機関債430億円)

222億円

222億円 (うち財投機関債600億円)

2,

2,

発行総額 発行日 年限 表面利率※1 発行価格 格付※2

第18回

240億円
H20.12.19 3年

1.02%

99.99R AA

一般勘定    ―:年担勘定 240億円 スフ
・レット
・    #235+32bp



【過去の実績】

発行総額 発行日 年限 表面利率 発行価格 格付

第1回
100億円

H14.2.19 3年
0.42%

100円 AA

一般勘定    ―l年担勘定  100億円 スフ
゜
レット
・   #178+13bp

第2回
200億 円

H14.6.24 3年
0.47%

99.97Fl AA

巧動菫
~軌
肩
‐
範 醍 葛轟 間 スフ

゜
レット
・   #181+30bp

第3回
150億円

H15:5.23 5年
0.29%

99.99R AA

一般勘定 150億円:年担勘定    ― スフ
・レット
・    #204+9bp

第4回
250億円

H15.6.24 3年
0.12%

99.97F円 AA

一般勘定  50億円:年担勘定 200t円 スフ
・レット
・     #187+5bp

発行総額 発行日 年限 表面利率 発行価格 格付

第1回
250億円

H16.6.14 5年
0.71%

99.97円 AA

一般勘定 250億円:年担勘定    ― スフ
゜
レット
・   #213+10bp

第2回
5唯円

H16.6.14 10年
1.61%

99.99円 AA
二繭 菫
……
:i鷹間:葛範葛莞

…………二 スフ
゜
レット
・   #259+14bp

第3回
3∞億円

H16.7.9 3年
0.54%

1∞円 AA
二菖勘菫
…………

=l珈
筋更
…‐
3面穏門 スフib・J卜

・   #195+10bp

第4回
300億円

H17.6.17 3年
0.27%

99.97F用 AA

一般勘定    ―1年担勘定 300億円 スフ
゜
レット
・    #204+9bp

第5回
400億円

H17.6.17 10年
1.40X

99.98R AA
一般勘定 400億円1年担勘定    ― スフ・レット

・   #270+1 4bF

第6回
100億円

H17.6.17 20年
2.11%

99.96円 AA

一般勘定 100億円1年担勘定    ― スフ
・レット
・
     #77+20bp

第7回
100億円

H17.11.14 3年
0.59%

99.99「l AA

一般勘定    ―1年担勘定 100億円 スフ
・レット
゛
     #207+8bp

第8回
290億円

H17.11.14 10年
1.68%

99,95円 AA`

一般勘定 290億円:年担勘定    一 スフ
゜
レット
・    ■273+1 2bp

第9回
300億円

H18.6.19 3年
1.25%

99.98R AA
一般勘定    ―:年担勘定 300億円 スフ

・レット
・    #213+18bp

第10巨
300億円

H18.6.19 10年
2.16%

100円 AA

一般勘定 300億円1年担勘定    ― スフ
・
レット
・    #280+20bp

第1 1厘
2∞億円

H18.6.19 20年
2.57%

99.89R AA
二嘉勧菫
…
ち品薇両1珈勘更

…………I スフ
・レット
・     #87+30bp

第12巨
100億円

H18.12.5 3年
1.12%

99.97R AA
一般勘定   ―1年担勘定 100億円 スフ

゜
レット
・   #216+15bp

第13巨
300億円

H19.6.19 3年
1.25%

99.98円 AA
一般勘定    =1年 担勘定 300億円 スフ

・レット
・     #222+8bp

第14E
200億円

H19.6.19 10年
1.99%

スフ
・
レット
・   #286+15bp

99.99R AA
一般勘定 200億円1年担勘定    ―

第15E
170億円

H19.12.5 3年
0.96%

99.98円 AA

―船勘十    ~1年 担勘定 17o億円 スフ
゜
レット
・   #226+15bp

第16E
300億 円

H20.6.19 3年
1.28%

99.98R AA

一般勘定    ―:年担勘定 300億円 スフ
゜
レット
・   #232+19bp

第17回
100億円

H206.19 10年
1.99%

99.99F弓 AA
一般勘定 100億円l年担勘定    ― スフ

・レット
・    #293+21bp

2


